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「ム オ ン ・ムオ イ の黒 タ イ慣 習法 」 に つ い て

　 　 　 　 樫 　 永 　 真 佐 夫*

Notes on "The Customary Law of the Tai Dam in Muong Muoi"

Masao Kashinaga

　広義 のタイ系諸民族は東南 アジア大陸部 に広汎に分布 し,ム オソ(ム ア ン)

と呼ばれ る伝統的 な政治体系を形成 して いた ことが知 られて いる。 これ まで タ

イ系民族の ムオ ンに関 して歴 史的,人 類学的研究が多 く蓄 積 され てきた一方で,

タイ系民族であ りなが ら非仏教徒であ るとい う特徴を もつ黒 タイの ムオ ンにつ

いては,具 体的な研究が少ない。 しか し,黒 タイの慣習法文書には,黒 タイの

伝統的政 治組織 と儀礼祭祀に関 して詳 し く記述 されてい る。そ の点で,こ れ ら

の文書は黒 タイの社会文化研究上 重要な資料であ るのみな らず,東 南 アジアに

おける社 会史研究に とって も重要 な資料であ る。本稿においては,黒 タイ慣 習

法文 書の うち 「ムオ ソ ・ムオイにおけ る慣 習法」に焦点を当て,そ の内容につ

いて詳 しく紹 介 し,か つ この文書 が持つ東南ア ジアの社会史 研究上の意義 につ

いて論 じる。

 Tai-speaking peoples reside in a large area of the mainland of 

Southeast Asia. Their traditional political organizations are known as 

Muong or Muang. Many scholars have reported and studied the Muong 

from an anthropological or historical perspective. Yet we do not find 

many articles about the Muong of the Tai Dam people of Northwestern 

Vietnam, who are characterized as non-Buddhist. I suggest that the texts 

written by the Tai Dam, "The Customary Law of the Tai Dam", are 

some of the most important materials not only for the studies of the 

society, culture and history of the Tai Dam but also for socio-historical 

studies in Southeast Asia, because they concretely show the structure of 

the socio-political system and the relation between rituals and the sys-

tem. Therefore, in this paper, I clarify the contents of the text "The
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Customary Law of the Tai Dam in Muong Muoi". Further, I consider 

the anthropological and historical significance of the text from the 

viewpoint of socio-historical studies in Southeast Asia.
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は じ め に

　 本 稿 の 目的 は,rタ ー イ の慣 習法 』 「第2部 第1章 」(Ng6帖C穃　 1999:66-183)

に お い て 紹 介 さ れ た 「ム オ ソ ・ム オ イ の 黒 タ イ 慣 習 法(Hit　 kh�g　 T窕　 j助吻d�

ル伽 δ}πgM諺δ')」文 書 を詳 細 に紹 介 し,ま た そ の文 書 の検 討 を 通 して,広 く東 南 ア ジ

ア大 陸 部 に おけ る伝 統 的 な 法 お よび政 治 形 態 を め ぐる研 究 に 資 す る こ とで あ る。

　 「ム オ ン ・ム オ イの 黒 タイ慣 習法 」 で は,黒 タ イ文 字 に よ る全 文 が 現 ハ ノイ 国家 大

学 教 授 カ ム ・チ ョ ソ(C設mTrong)に よ っ て 筆 写 され,さ ら に ク オ ッ ク ・グ ー

(Qu�　 Ng並)と よば れ る ロ ー マ字 表 記 ベ トナ ム語 で,訳 文 と注 が 付 さ れ て い る。 本

稿 で は カ ム ・チ ョ ソに よ る後 注 を 「原 注 」 と称 して い る。 本 稿 筆 者 は,以 下 に お い て

「ムオ ソ ・ム オ イ の黒 タイ 慣 習 法 」 全文 を,黒 タ イ語 か ら 日本 語 に 翻 訳 し,原 注 につ

い て もす べ て ベ トナ ム語 か ら 日本語 に翻 訳 した。 特 に原 注 の 内容 に説 明 を 加xる 必 要

が あ る と判 断 され た 場 合 は説 明 を追 加 し,「 注 」 と した 。 さ らに 「訳 注 」 で解 説 を追

加 した。

　 もち ろ ん 日本 に お け る黒 タ イ慣 習 法 の紹 介 は は じめ て で は な い(cf.吉 沢1982)。

しか しそ の紹 介 は}主 にrタ ー イ族歴 史社 会資 料 』(D珈g[ch&bien】1977)の 中 で紹

介 され て い る ベ トナ ム語 訳 に基 づ い て い て,黒 タイ語 に よる記 述 は これ まで 明 らか に
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され て い な い。 また,内 容 につ い て も詳 細 に 紹 介 され て きた とは い え な い。 これ に 対

して,本 稿 は 黒 タイ語 か らの翻 訳 で あ る うえ,全 文 を 訳 出 して い る点 で,よ り一 次 資

料 に近 い形 で 黒 タイ慣 習 法 を各 研 究 者 に 提 供 で き るは ず で あ る。 また,本 稿 に お い て

は,ク オ ック ・グ ー表 記 を用 い て黒 タイ 語 を 表 記 す る こ とに よ り,広 く黒 タ イ文 字識

字 者 以 外 も,黒 タイ語 に よる表 現 を 参 照 し,確 認 で きる よ う配 慮 した 。 本 稿 は,黒 タ

イ,さ らに は ベ トナ ム,東 南 ア ジ アの 社 会 史 に お け る基 礎 的 研 究 と して意 義 を 持 つ。

　 本 稿 にお け る構 成 は 以 下 の 通 りであ る。 まず 「1」に お い て,文 書 と して 伝%..ら れ

て い る 「ムオ ン ・ム オ イの 黒 タイ 慣 習 法 」 の研 究 が,ベ トナ ムお よび 東 南 ア ジ アの社

会 ・文 化 研 究 に お いて 持 つ 意 義 に つ い てr文 書 の形 態 的 側 面 と文 書 の 内 容 に焦 点 を 当

て て 論 じる。 次 に 「II」に お い て,「 ム オ ン ・ム オ イ の 黒 タ イ慣 習 法 」 の 内 容 に つ い

て詳 し く紹 介 す る。

　 な お 本 稿 に お け る黒 タイ 語 表 記 は,1981年 に ソ ン ラ ー(SαnLa)省,ラ イ チ ャ ウ

(Lai　Ch穹)省,ホ ア ソ リエ ン ソ ン(Hoang　 Lien　S㎝)省 の 各 人 民委 員会 文 化 局 の合 意

で確 立 され た クオ ッ ク ・グ ー表 記 黒 タ イ語(本 稿 で は 「統 一 ロ ーマ字 表 記 」 と よぶ)

を用 い るが(Ho瀟g,　 T�g【bi麩　 soan]1990=14),そ の場 合,ベ トナ ム語 と区 別 す る

た め にイ タ リ ック表 記 す る。
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1黒 タイ慣習法文書研究の現代的意義

1黒 タイ慣習法文書の伝達 と記述形態

1.1黒 タ イ と い う集 団 カ テ ゴ リ ー と 文 字

　今 日ベ トナ ム社 会 主 義 共 和 国 に は,(1)言 語 的 特 徴,(2)生 活 ・文 化 的特 徴,(3)

民族 的 自意 識 とい う3つ の 指 標 に よ って定 義 され る54の 民 族(d穗tウc)が 公定 され て

い る(Tap　 ehi　D穗　 t�　hoc[Bi麩　 loan】1980:79)。 そ の民 族 分 類 で 黒 タイ は,白 タ イ

(T禳P6π,　 T窕　Khao,　 Th稱　tr穗g)と と もに タ ーイ(Th⑳ とい う民 族 集 団 の地 方 グ

ル ー プ と して認 知 され て い る。1999年 の統 計 結 果 に よ る と,タ ーイ は 総 人 口約7,632

万 人 の うち約138万 人(約1.7%)を 占 め る人 口数 第3の 民 族 で あ り(T$ng　 cuc　th�g

ke【Bi麩　 soap】2001:15),ゲ ア ソ省(Ngh鵞n)を ほ ぼ 南 端 と して,タ イ ソ ホ ア 省

(Thanh　 H6a),ホ ア ビ ソ省(H�　 B絜h),ソ ン ラ ー省,イ エ ソバ イ省(Y麩　 B�.i),ラオ カ

イ省(L瀰Cai),ラ イ チ ャ ウ省 な ど,ベ トナ ム西 北 地 方 を 中心 とす る 内陸 部 に 広 く居

住 してい る。 うち 黒 タイ は ソ ソ ラー省,イ エ ソパ イ 省}ラ オ カイ省,ラ イ チ ャウ省 な

どに 居 住 し,そ の 人 ロ数 は発 表 され て いな い が,数 十 万 人 を 占 め る とみ られ る。

　 黒 タ イ,白 タ イ とい う区 別 の 由来 につ い て は諸 説 紛 々 あ り定 説 は ま だ な い(cf.　 L�

1988)。 広 義 の タ イ系 民 族 に分 類 され な が ら,と も に仏 教 徒 で は な い とい う特 徴 は 共

通 して い る。 両 者 を 比較 す る と,黒 タイ と白 タイ は,し ぽ しぽ 山 間盆 地 ご とにそ の居

住 地 域 が 分 か れ て い て,黒 タイ の方 が 白 タ イに 比 べ る と言 語,物 質文 化,衣 食 住,儀

礼 な どの点 にお け る地 域 的差 異 が小 さい のが 特 徴 で あ る。 また 伝 承 に 注 目す れ ば,黒

タイ の政 治 的 支 配 階 層 を な す 父 系 氏族 ロ ・カ ム家(L�穃)は,ム オ ン ・ロ(ル伽 δうη8

Lo7す な わ ち現 ギ ア ロ(Ngh�　 L�)か ら征 戦 に よ って ム オ ソ ・ム オ イ に最 終 的 に辿 り

着 い た ラ ソ ・チ ュ オ ン公(Lang　 Chu・o>ng)の 子 孫 で あ り(II部1～12条 参 照),黒 タ

イ の 居 住 範 囲 も ラ ン ・チ ュ オ ソ公 の征 戦 の経 路 上 に あ った と され る各 盆 地 が 中 心 と

な って い る。

　 タ ーイ語 資 料 に よる と,16世 紀 頃 か ら1945年 まで1},白 タイ と黒 タイ は と もに,チ ャ

ウ ムナ ン(chau　 mu・δ}ηg)と よぼれ る よ うな,各 盆 地 を 単位 とす る政 治 統 合 を形 成 し,

主 に ムオ ン ・ム オ イ な どを 中心 とす る同 盟 と貢納 関 係 を結 ん で いた が,特 に 政 治 や経
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　　　　　　　　　　　　　図1イ ン ドシナ半島略図

済における主従関係に白タイ,黒 タイという集団間の差異が導入 されていたことを証

明する資料は今のところない。 しか し,19世 紀後半以降,フ ランス人研究者による民

族分類で,黒 タイ,白 タイがそれぞれ1民 族として区別 され ることが一般化 した。こ

1.ハ ノイ　　　(H潘6i)

2.フ ー トー　　(Ph焄ho)

3.イ エ ンパイ(Y6nB巨i)

4.ラ オカイ　　(L瀰Cai)

5.ラ イチャウ(Lai　 Ch穹)

6.ソ ンラー 　　(S(fn　La)

7.ボ ア ピン　 　(H�Binh)

8.タ イ ンホア(Thank　 H�)

9.ゲ ア ン　　　(NghεAn)

図2　 ターイが多 く居住す る各省(3～9)
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　　　　　 図3　 ベ トナム西北地方ターイ関連地図
「ベ トナム西北地方地図」(樫 永　 lil:63)を 訂正加筆 して作成

れは,同 地における 「分割統治」といわれるフラソス植民地統治方式とも結びついて

いた。たとえぽ西北地方北部において白タイ居住区と黒タイ居住区を別の行政区とし

て分割 し,し か も白タイの有力父系出自集団デオ家　C-・)を 主に政治的に重用する

ことによって黒タイ首長の反発を煽るとい うこともときに行われた(McAlister　 Jr.

1967:804-810;古 田1991:275-276)。 こうした過程を通 じて,黒 タイと白タイとい う

差異の認識が強化されたと考えられる。

　一方,ベ トナム民主共和国(1945-1975)と 南北統一後にそれを引き継いだベ トナ

ム社会主義共和国では,黒 タイと白タイそれぞれをターイという同一民族内のサブグ

ループと認知する分類が一貫 してきた。少なくとも現在の状況から判断すれば,タ ー

イというレベルでの民族的自意識は広 く共有 されている。 しか しその一方で,現 在に

おいてさえ,言 語,物 質文化,社 会組織,儀 礼など,生 活領域の多面にわたる地域差

の認識 もターイの間で共有されていて,彼 ら自身が しば しば黒タイや白タイとい う分

類でターイの中の文化的多様性を説明す る。黒タイと白タイの居住地域がしばしぼ山

間盆地 ごとに分かれ,黒 タイの方が白タイに比べると言語,物 質文化,衣 食住,儀 礼

などの点における地域的差異が小さいことは,す でに述べた通 りである。これらの理
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由,お よび本稿で用いる底本の題名がすでに 「黒タイの慣習法」であるとい う理由か

ら,本 稿では主に黒 タイとい う集団範疇を採用 している。

　 ここで,「 ムオソ ・ムオイの黒タイ慣習法」文書が東南アジア社会史研究において

持つ意義について検討する前に,こ の文書そのものについて解説 しておく必要がある。

本節では,ま ず この文書記述に用いられている文字に注 目する。特に,こ の文書では

黒タイ文字が用いられているので,他 のターイ文字 との比較から黒タイ文字の特徴を

示し,さ らに文字に焦点を当ててこの文書の特徴について述べる。

　音声言語の面でいえば,黒 タイ語と白タイ語などという対比を想定するより,ベ ト

ナムにおけるターイ全体の中の地域差と考えた方がいい。 しか し,傾 向として,黒 タ

イより白タイの方が,音 素,声 調,意 味の点で地域差がはるかに大きい。次に,文 字

レベルで比較すると,白 タイに関してはゲアソ,モ クチャウ(M�Ch穹),フ ォントー

(Phong　Th$),ラ イチャウのそれぞれの地域において母音符号と子音字がそれぞれ異

なっているのに対 して2},黒 タイに関 しては字体の地域差が非常に小さい。実証は経

ていないが,こ の理由としては以下のことが想定される。ターイ語資料に基づくと,

前述のようにチャウムナソとよばれる盆地政体をターイがベ トナム西北地方各地に形

成 していた16世 紀頃か ら1945年 までの長い間,各 チャウムオンを統括する中心的な

チャウムナンはムナソ ・ムナイとその隣のムナソ ・ラー(M〃 ・(動gLの であった。 し

たがってムナソ・ムオイとムオン ・ラーを地理的中心とする政治的,文 化的影響が各

チャウムオンに及び,黒 タイの文化的共通性が作 り上げられたと仮定 される。ムオ

ン ・ムオイはキンによって トゥアソチャウ(Thu穗　 Ch穹)と よばれ,現 在 も トゥアン

チャウがベ トナム行政上での正式な地名として採用されている。なお,本 稿では,上

記の白タイなども含むターイの伝統的な文字を包括的に 「ターイ文字」 とよび,中 で

も黒 タイの間でみられる統一性の高い書体のターイ文字を 「黒タイ文字」とよんでい

る。

　 これ らターイ文字の改訂による書体の統一は,少 数民族言語と少数民族文字を用い

た教育を行 う必要から,1950年 代にベ トミンの指導下において始められた。 ターイ文

字に改訂 と統 一が必要 とされたのは,既 述のように字体が不統一であったからだけで

はない。文字のみからでは声調の特定ができないう%t..,いくつかの子音字が複数の子

音を表現するなど,音 声と表記の対応が不十分であると考えられたからである。ター

イ文字の改訂の内容}お よびその経過の詳細については,拙 稿(樫 永2000b)に 発

表済みであるので,こ こでは要点のみを略述する。

　 1954年 にインドシナ戦争が終結しフラソスが撤退すると,翌1955年,西 北地方にター
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イ ・メ ー オ 自治 区3)が 発 足 した 。 自治 区 内 の 各 権 力機 関 に お い て は 各 民 族 に よ る 自民

族 の 言 語 や文 字 の使 用 が公 認 され る こ とに な った。 そ こで,西 北 自治 区 に は タ ーイ 以

外 に も,メ ー オす な わ ち モ ソ4}(Hm6ng)や ム オ ソ(Mtr穗g),そ の他 多 数 の 民 族 が 居

住 して いた が,文 字 を持 た な い 民 族 に 対 して は 文 字 の創 造 が5),文 字 を持 つ タ ーイ に

関 して は さ らに 改 訂 が行 われ,そ れ ぞれ の言 語 に よ る教育 が 模 索 され た の であ る(五

島1984:72-75)。

　 こ うした 動 向 を 見越 して,タ ー イ文 字 の改 訂 に よ る最 初 の正 書 法 は 早 くも1954年 に

誕 生 して い た 。 ソ ソ ラ ー省 の黒 タイ の 発 音 と表 記 を モ デ ル に した 「統 一 タ ー イ 文 字

(chit　Th稱　th�g　 nh穰)」 が 誕 生 した の で あ る(Thanh　 l968:131)。 この統 一 タ ー イ文

字 は,自 治 区 内 の 人 民 普 及学 校 に おけ る タ ー イ語 教 育 で採 用 され たが,特 に 白 タ イ語

の 子 音 表 記 に 不 都 合 が あ った た め さ ら に 改訂 され,「 改 訂 タ ー イ文 字(chic　 Th6i+9・C'

ti駭)」が1961年 に 教 育 省 に 承 認 され た 。 こ の 改訂 タ ー イ文 字 を 用 い た タ ー イ文 字 教 育

は1962年 か ら 自治 区 内 の 小学 校 教 育 で実 施 され,1969年 に延 期 とい う形 で タ ー イ文 字

教 育 が 事 実 上 中 止 され る まで続 い た。

　 タ ー イ文 字 の 字 体 は 以 上 の よ うな変 化 を経 て きた が,タ ーイ文 字 改訂 以 前 に記 述 さ

れ た 「ム オ ン ・ムオ イ の慣 習 法 」原 本 は,当 然,黒 タイ 文字 で記 され て い る。 カ ム ・

チ ョ ソらに よ る刊 本 に お い て も,こ の黒 タ イ文 字 に よ る記述 形 態 が基 本的 に継 承 され

て い る。 こ の継 承 の あ り方 に つ い て は次 節 以 下 で示 す こ とに な る。

L2文 書の書写 と継承

　 ム オ ン ・ム オ イ(Mu・穗g　 Mu�)す な わ ち ト ゥア ソ チ ャ ウの モ ・ム オ ン(mo

御πゆη8)で あ っ たル オ ン ・ヴ ァ ン ・ホ ン(加 ・伽8㊧ ηHo・n)が,黒 タイ 文 字 でHit

kh�g　 T窕」D穃諏 漸 〃・δ}ηg。M㍑δ'と 題 され た 文 書 を 執 筆 した の は,1930年 以 前 の こ

とで あ る。 モ ・ム オ ソに つ い て は後 述 す る こ とに して,ま ず この 題 名 に つ い て説 明 し

て お き た い。

　 本 稿 に お い て は,Hit　 kh�g　 7のD伽 面1吻 ・δうηg　M諺 δ'を 「ムオ ソ ・ム オ イ の黒

タイ慣 習 法 」 と訳 した 。 聴D々 〃2は 「黒 タイ」,諏 ル伽 伽gル 血δ'は 「ムオ ソ ・ム オ

イ に お け る」 とい う意 味 で あ る。 つ ぎに,題 名 冒 頭 の 珊 ごkh�gな る黒 タイ 語 につ

い て で あ るが,こ れ は,そ の 違反 に 対 して制 裁 を伴 わ な い もの か ら伴 うもの まで を包

含 す る幅広 い概 念 で あ るの で,「 慣 習 」,「ノ ー ム」,「規 範 」,「規 律 」,「法 」 な ど,文

脈 に よ りさ ま ざ ま な訳 語 が 可 能 で あ る。 したが っ て,こ の文 書 に 含 まれ て い るの も法

的 な 内容 の条 文 ば か りで は な い 。 しか し,次 段 落 で述 べ る よ うに,ル オ ソ ・ヴ ァ ン ・
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ホ ンに よ る原 本 は フ ラ ソス植 民 地 権 力 に よる イ ン ドシナ に お け る秩 序 確 立 を 目的 とす

る施 策 に 基 づ き成文 化 され た文 書 の一 つ と位 置 づ け られ るた め,文 書 の題 名 と して は

「慣 習 法 」 とい う訳 語 を用 い た。

　 ベ トナ ム北部 デ ル タ地 域 に お け る伝 統 規 約 の 成 文 化 は14世 紀 か ら15世 紀 頃 に まで 遡

り,こ れ らの 規 約文 書 は一 般 に 「郷 約(huang珉c)」 と よば れ て きた。 郷 約 は ふ つ う

custolnary　 law(慣 習 法)と 英 訳 され て い る。 実 証 は 経 て い な い が,14,15世 紀 に 成

立 した 成 文 郷 約 は,17世 紀 か ら19世 紀 に発 展,普 及 し,20世 紀 に は フ ラ ンス支 配 の 道

具 と して の 改 良 郷約 に変 質 した と概 観 され る(嶋 尾1993:113;ゴ2000:5)。 つ ま り,

ベ トナ ム北 部 デ ル タに お い て,フ ラ ンス植 民 地 権 力 に よる秩 序 確 立 の時 代 に,フ ラ ン

スは 改 良 郷 約作 成 に よる秩 序 再 編 を試 み た わ け で あ る。 フ ラ ソス が採 った方 策 は,狭

義 の ベ トナ ム人 で あ る キ ン(Kinh)に よ る支 配 が ロ ー カル な レベ ル まで 浸 透 して い な

か った 山 地 で も似 て い る。

　 た とえ ば,中 部 高 原 に お い て は,軍 隊,警 察,官 僚 制 とい う近 代 的 な統 治 機 構 の 整

備 が 始 ま る1910年 代 に サ バ テ ィエ(Sabatier)に よ って 「エ デ の慣 習法 」 が,ロ ー マ字

表 記 エ デ 語 と フ ラ ンス語 で 成 文 化 され た(樫 永1998:46-47)。 また,西 北 地 方 に お

い て も1910年 代 か ら20年 代 に か け て は 行 政 や教 育 な どの官 僚 制 的 整 備 が フ ラ ソス に

よ って 確 立 す る時期 で あ り,ハ ノ イか らデ ィエ ソ ビエ ソへ の 国道 が整 備 され る時 期 で

あ った 。 この 時 期 に 西北 地 方 で頻 発 す る現 地 住 民 に よ る抗仏 反 乱 の 背景 に は,タ ー イ

(白 タイ,黒 タイ)の 政 治 組 織 が 植 民 地官 僚 機 構 の一 環 に 組 み 込 まれ る こ とに よ って,

現 地 住 民 に対 す る支 配 が強 化 され た 裏 返 し と考 え られ て い る(古 田1991:276)。 ま

さに この 時 期 に,本 稿 で紹 介す る 「ム オ ン ・ムオ イ の慣 習 法 」 も フ ラ ソス植 民 地 当 局

の 指 示 で 成 文 化 され た の で あ る(D海g[ch珖i麩】1977:344)。

　 た だ し,郷 約 との違 い もあ る。 まず,黒 タイ の慣 習 法 は 漢字 で記 述 され て い ない 。

つ ぎに,フ ラ ンス植 民地 支 配 を受 け る前 に 記 述 され た 文 書 は 現在 ま で確i認され てい な

い。 さ らに 慣 習 法 の 適用 範 囲 が郷 約 の場 合 よ りもは るか に広 く,チ ャ ウム オ ン全 体 に

及 ぶ と され て い る点 で あ る。

　 タ ーイ 語 資料 の み に基 づ くた め注 意 を 要 す るが,西 北 地 方 は,キ ソが入 植 して居 住

す る よ うに な る以 前,特 に1945年 ま で,「12の タ ー イ の チ ャ ウム オ ン」 とい う意 味 で

シ ップ ソ ソチ ャ ウ タイ(Xrp　 Xong　 Chau　 T窕)と よばれ て い た。 しか し,西 北 地 方 の

チ ャ ウ ム オ ンの 数 が12に な った の は1896年 で あ る。そ れ ま で,西 北 地 方 に位 置 した チ ャ

ウム オ ンの数 は10で あ った が6)Jl896年 に2つ の チ ャ ウム オ ソを それ ぞれ 二 分 割 して

12に な った の で あ る(C穃v澑han　 1995:313-319)。 そ こで,カ ム ・チ ョンの 教 示
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に よれ ば,西 北 地 方 に お い て も,1896年 まで にす で に あ った10チ ャ ウム オ ンの それ ぞ

れ に対 して,フ ラ ンス は慣 習 法編 纂 を指 示 した と考 え られ るが,写 本 で あれ 現 在 まで

ほ ぼ 完 全 な 形 で 伝 わ っ て い る の は,ム オ ン ・ム オ イ と ム オ ン ・ム ア ッ(1吻 かη8

Muak)す なわ ち マ イ ソソ(Mai　 S㎝)の もの くら いで あ る。 た だ し,そ れ らの 正 本 と

副 本 の数 につ い て も明 らか で は な い。

　 先 述 の よ うに,「 ム オ ン ・ム オ イ の慣 習 法 」 文 書 の 原 本 は,当 時 モ ・ム オ ソで あ っ

たル オ ン ・ヴ ァン ・ホ ンに よる もので あ る と され る。 モ ・ム オ ン とは ム オ ソの モ とい

う意 味 で あ るが,ム オ ソ とは こ こでは チ ャウ ムオ ソの意 味 で あ る。 モ とは,あ る種 の

儀 礼 や 呪 術 や 役割 を 司 る宗 教 的 職 能 者 で あ る。す な わ ち モ ・ム オ ソとはrチ ャ ウ ムオ

ン全 体 を 霊 的 に 象 徴 す る存 在 で あ る ア ソ ・ニ ャー一(,an励 の と よば れ る チ ャ ウム オ ン

の 首 領 の魂 を 守護 す る宗 教 的 職 能 者 で あ る。

　 「II」で 明確 に な る が,チ ャ ウ ム オ ン内 に は 「礼 部(hdng泌 層 π)」が 組 織 され,

チ ャ ウ ムオ ソお よび ア ン ・ニ ャ ーの 平 安 と無事 を祈 願 す る宗 教 的 職 能者 が 階 層 的 に組

織 され て いた 。 彼 らは,ム オ ンの 祭 礼執 行 の ほか,ア ソ ・ニ ャーの 親 族 の霊 魂 の世 話

や ア ソ ・ニ ャー の冠 婚 葬 祭 を 担 当 した り,各 貴 族 の祖 先 の 歴 史 記 録,司 法,外 交,教

育 な どを担 当 した(B加,C穃　 v祚guy駭　 1975:109-111)。 こ の礼 部 の 中で 最 高 位 で

あ り指 導 的 な立 場 にあ った の が,モ ・ム オ ンであ る。1954年 か ら社 会主 義 化 に よる改

革 が 実 施 され,ア ソ ・ニ ャ ーを頂 点 とす る タ ー イ の政 治 組織 が 完全 に解 体 され る とと

もに,モ ・ム オ ン も姿 を 消 した。

　 rタ ー イ の慣 習 法 』 で は,1968年 か ら1973年 頃,ロ ・ヴ ァ ソ ・ソ ソ(LdV穗S�)

がル オ ン ・ヴ ァソ ・ホ ソに よる原 本 か ら書 写 した もの を 底 本 と して い る。 前 述 の よ う

に,rタ ー イ の慣 習 法 』 以 前 に も,　rタ ー イ族 歴 史 社 会 資料 』 の 中 で,ト ー ソ ・キ ム ・

ア ン(T�g　 Kim　 An)が ム オ ン ・ムオ イ の黒 タイ慣 習 法 の ベ トナ ム語 訳 を 発 表 して い

る(D加g【ch淏i麩]1977:343-389)。 トー ン ・キ ム ・ア ンは,18cm×30　 cmの 学 習

帳 に 紫 の イ ン クで筆 写 され た,ル オ ソ ・ヴ ァソ ・ホ ソの実 子 ル ナ ン ・ヴ ァン ・ムオ イ

(Luδng　 V穗　 Muδi)所 蔵 の写 本 を底 本 と した が,こ の底 本 に は破 損 が 多 か った うえ,

翻 訳 して 紹 介 され た の は抜 粋 で あ った(B勘glch且bien】1977:349;Ng�澆穃　 1999:

37-38)。 一・方,rタ ーイ の 慣 習 法 』 の 「ム オ ン ・ム オ イ の 黒 タイ 慣 習 法 」 の底 本 は,

ほ ぼ 完 全 な形 を と どめ て い る。 しか も先 述 の よ うに,『 タ ーイ の慣 習 法 』で は,カ ム ・

チ ョソに よ って全 文 が黒 タイ 文 字 で 転写,翻 字 され,黒 タ イ語 に よ る原文 参照 が 可能

で あ る。 つ ま り,ル ナ ン ・ヴ ァン ・ホ ンが最 初 に成 文 化 した 「ムオ ソ ・ムオ イ の慣 習

法 」 は,ロ ・ヴ ァ ソ ・ソ ソを経 て,さ らに カム ・チ ョ ンに よ る写 本 と して 継承 され た
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といkxる 。 次節 で は,こ の カ ム ・チ ョンに よ る写 本 が黒 タ イ文 字 とそ の 文 書 に 焦 点 を

当 て る と どの よ うな特 徴 を持 っ てい るか に つ い て述 べ る。

1.3　 カ ム 。チ ョン写本 の記述 形態

　カム ・チ ョンは底本に倣って 「ムオン ・ムオイの黒タイ慣習法」を黒タイ文字で手

書きで筆写 し,llOO部 印刷出版 した。このことによってカム ・チョン写本の複製が大

量に生産 され,原 文を参照する機会が人々に広まったわけであるが,底 本をそのまま

維持 しようとした部分と改変した部分がある。以下において,そ の維持と改変のあり

方およびその意味について論 じる。

　ターイ文字を改訂 し,タ ーイ語の音声 との一対一対応を 目指した歴史は半世紀に及

ぶ。1961年 に教育省によって承認された改訂 ターイ文字を用いると7),黒 タイ語6声

調の区別ができる。 また,末 子音字(n)を 用いる場合に,末 子音を/k/と して発音す

るか,短 母音化してグロッタルス トップするかの区別について,表 記のみか ら発音が

特定できる。さらに,近 年は改訂 ターイ文字のコンピュータ用フォソトも開発されて

いる。 しかし,カ ム ・チ ョン写本ではロ・ヴァソ ・ソソに倣 って手書 きの黒タイ文字

が継承されている。つまり,文 字の形態の面では,お おかた底本の形態がカム ・チ ョ

ン写本でも維持されている。逆に,こ のことをターイ文字によるターイ語の音声と図

像の対応とい う点から評価するならば,カ ム ・チ ョソ写本の表記は時代に逆行 してい

るとい う見方もできる。

　しかし,カ ム ・チ ョンが資料保存を第一義において,タ ーイ語の音声 と図像の対応

よりも底本の形態の維持を優先させたのかとい うと,必 ず しもそ うでもない。なぜな

ら,カ ム ・チ ョソ写本には新 しい言語情報と非言語的な情報が文書に付加されている

からであ る。たとえばカム ・チ ョン写本では,「,」,「.」,「一」,「+」,「;」,「:」,

「0」などの記号の援用に よって,統 一 タ・一イ文字(1954年)で 実現された句,節,

文,段 落 といった概念が導入されている。 また,全 文は6章172節8)に 区切られ,章

の番号はローマ数字で,各 節の番号はアラビア数字で示 され,さ らに章ごとに見出し

が付けられている。つま り,カ ム ・チ ョンは,新 しい言語情報お よび非言語的な図像

情報の付加によって意味把握を容易にする工夫を凝 らし,ま た検索機能も高めたので

ある。

　もっとも,カ ム ・チョンによる誤写 も少なくないし,文 中の数量表現をアラビア数

字にするのか黒タイ文字表記にするのか統一がとれていないなどの問題もある。その

点では,底 本における文字の形態を重んじるという姿勢を一貫するつもりなのか,意
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味把握の容易さを追求するつ もりなのか,暖 昧なままである。 カム ・チ ョン自身は

1960年代以降ベ トナムにおけるターイ語教育に携わ り,タ ーイ文字改訂の指導的立場

を維持 してきた。たとえば,1969年 に一度中止されたターイ文字教育を西北地方で復

活させようとして積極的な活動を繰 り広げてきた し,そ の結果,1992年 から一部の地

域で試験的に実施されている改訂 ターイ文字を用いた教育でも指導する立場にある。

カム ・チ ョンのこうした立場を考慮すると,カ ム ・チ ョン写本においても,意 味把握

の容易さを追求することを徹底して改訂 ターイ文字を使用 してもよかったのではない

か,と 筆者には思われる。

2　東南アジア大陸部における社会史研究 と黒 タイ慣習法文書

2.1黒 タイ慣習法文書記述をめ ぐる歴史的背景

　 カ ム ・チ ョソに よ る全17章173条 の 目次 そ の もの に つ い ては,本 稿 「II」に掲 載 し

て い るの で こ こで は省 略 す るが,文 書 に記 述 され て い る 内容 は,各 章 との 対 応 か ら以

下 の よ うに整 理 で き る。

・ムオ ソ ・ム オ イ建 設 の歴 史 とそ の 地 理 的領 域(1,2章)

・ムオ ン ・ムオ イ の行 政 組 織 機 構(3,4章)

。そ れ ぞ れ の役 職 者 に対 す る職 田の 割 り当 て(6章)

・(異 民 族 を 含 む)被 支 配 階 層 の租 税 と倍役 の 義務(9章)

。狩 猟 の 獲物 な ど,チ ャ ウム オ ソ内 食 料 資 源 の 分 配 と配 分(8章)

・司 法組 織 と法 的 手続 き(5,7,10,11,12章)

・宗 教観 念 とチ ャ ウム オ ン内 の景 観(14章)

・祭 礼 に 関す る諸 規定 と役 割 分 担(13 ,15,16章)

　上述の文書の内容をまとめれば,前 半がチ ャウムナン行政とその住民の権利 ・義務

につ いて(1～4,6,8,9章),後 半が 司法(5,7,10～12章)お よび宗教

(13～16章)に ついて,と い う構成である。最終章最終条である第17章173条 は,厳

密には条文ではない。同章は この173条 のみで構成され,し か もその内容は,こ の慣

習法が婚姻,出 産,葬 式に関す る記述について未完成であるとい う断 り書 きにすぎな

いからである。

　 これ ら文書の内容からは,次 のような特徴が指摘できる。文書の条文の多くを「チャ
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ウムオソ行政とその住民の権利 ・義務について」が占めていて,一 方,こ れ ら行政に

関する記述に比べると司法に関する条文の数は比較的少ない。たとえぽrこ こでその

処罰規定が明記されている犯罪の種類は,姦 通や窃盗にほとんど限定されているし,

刑罰の種類についても,罰 金以外はほとんど記されていないといっていい。また,行

政組織機構の詳細が明示 される一方で,判 決あるいは収税や倍役労働徴発の強制執行

を可能にするはずの警察的な組織の規模や活動についても明らかにされていないので

ある。

　上記の特徴の理由については定かではない。先述のように,こ の文書がフラソス植

民地権力の指示で編纂されたという政治的 ・歴史的背景を考>xれ ぽ,ト ンキン保護領

(現ベ トナム北部領域)全住民がフラソス裁判所の管轄下にあるとして1921年2月16日

にすでに明文化されている状況下で(東 亜研究所1940=14-15),伝 統的な司法組織

と行刑について記述することがはばかられたとい う仮定もな りたつ。 このことは嶋尾

(1993:121-125)が 報告 したキソの郷約の事例を思い起こさせるからである。すなわ

ち,フ ランス支配前の1856年 に編纂された郷約には村内の犯罪刑罰や村内紛争処理に

関する規約が記述されていたが,1893年 に再編された際にはそれらの規約が省かれて

いたのである。黒タイ慣習法文書に司法や行刑に関する記述が少ない理由については,

その政治的 ・歴史的背景を含めたよ り子細な検討が必要であろ う9}。ただし,少 な く

とも19世紀末以降の西北地方における警察機能にフランスが大 きく関与 していた こと

は間違いない。

　西北地方は1891年 以来も軍政管区(Territoire　Militaire)と して分割 され,行 政 も陸

軍将校に よって統轄されていた(Nguyεn　 1983:56)。 こうした支配体制のもとで,フ

ランスはターイのアソ ・ニャーを州知事に任命するなどして,タ ーイの伝統的なチャ

ウムナソ支配階層とその行政機構を植民地官僚制度のなかに取 り込み,そ の権威を利

用 して徴税や径役労働の徴発を行っていた。19世 紀末以降,「 ボ(B6)と クット(Khut)

の乱」(1897年),「 ソソラー刑務所暴動脱獄」(1909年)10),「 ルオソ ・サム(Lu瀟g

S穃)蜂 起」(1914-18年),「 ブー ・パ ・チャイ(V廿Pa　 Chay)蜂 起」(1918-22年),「 ラ

イチャウ刑務所暴動脱獄」(1927年)な ど,大 規模な暴動が西北地方においても繰 り

返 し発生 したが,こ うした暴動の大きな原因は徴税 ・労役の加重負担にあるとされて

いて(助i,C着m　 va　Nguy翫1975:140)J裏 返 していえば,西 北地方に租税の徴発を強

制執行する権力機関が存在したことを示唆 している。これら暴動鎮圧にはフラソス軍

が出動 していること,ま た主に対仏反逆者を拘留するために各チャウムオンごとに設

置 されることになった刑務所が1908年 に ソンラーに完成 した ことなども(D珈gv�
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Dinh　1979:109),20世 紀初頭 までに西北地方がフラソスによる強力な支配体制の中に

組み込まれていたことを物語 っている。

　このように,「 ムオン ・ムオイの黒 タイ慣習法」の記述の中に司法に関する記述が

少ない理由がフランスによる軍事支配 とい う当時の政治的 ・歴史的状況 と関連があっ

たかどうかはともかく,ム オン・ムナイ支配階層がフランス植民地権力を後ろ盾に し

ていたことは間違いない。 しか し,不 思議なことに,同 文書にはムオン・ムオイとフ

ラソスの関係に関する記述がない。対外関係については,キ ンの王(pua　 Keo),ラ オ

の王(pua　 L穉)と の関係が記述されているにすぎない。一方,比 較のために 「ムオ

ソ ・ムアッの黒タイ慣習法」文書を例に挙げれば,「 ムオソ・ムアッの黒 タイ慣習法」

文書には,1890年 頃にアン ・ニャーであるカム ・チョム((;穃Ch�)公 が,フ ラソ

ス支配を甘受することになった経過が記されているから(Ng6　 va　C穃　 1999:199),

「ムナン ・ムオイの黒タイ慣習法」においてフランスに関する記述がない点はいっそ

う際だつ。「ムオ ソ・ムオイの黒タイ慣習法」文書の中では,対 仏関係に関する記述

があたかも意図的に避けられているかのようである。

　しかし,現 在提示可能な資料の状況では熟した議論の展開が困難であると思われる

ので,こ の点については他稿を待つ必要がある。 したがって本稿では,今 後の黒タイ

慣習法研究の展望 として,黒 タイ慣習法文書の内容を検討する際に,西 北地方がフラ

ンス支配下にあった20世紀初頭の政治的 ・歴史的状況を視野に入れるべきであること

を指摘するにとどめるほかない。この点をあえて強調するのは,従 来のベ トナムにお

けるターイ研究において,タ ーイ語文書に記述 された内容を十分なテキス ト批判を経

ないまま鵜呑みにし,定 説化 してきた点は否めないからである。

2.2　 ベ トナムにおける少数民族慣習法文書の現代的意義

　前節では,「 ムオソ ・ムオイの黒タイ慣習法」の内容的特徴について,文 書の原本

の記述をめぐる政治的 ・歴史的背景とい う点から試論 した。一方,本 節では「ムオン ・

ムオイの黒タイ慣習法」がカム ・チ ョソによる刊本 として近年になって出版された政

治的 ・歴史的背景について論 じたい。

　ベ トナム共産党は1986年 の第6回 党大会で ドイモイ(刷 新)路 線を採択 した。 この

大会を契機 として,ベ トナム共産党はそれまでのスターリソ・毛沢東主義11)を大幅

に修正し,国 際的な孤立状態からの脱却 と,市 場原理の導入による国家経済の再建を

目指す ことになった。この改革は,市 場経済の導入r私 的所有への門戸開放など経済

面のみならず,民 主主義の拡大,行 政機構の簡素化,共 産党の独裁的指導体制の見直
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し,言 論 ・信教の自由,教 育など,政 治や社会の諸側面に及んだ。さらに1989年 には,

政治局決議22号 「山間部の経済 ・社会の発展についてのいくつかの主要な方針と政策」

が発表された。政治局決議22号 では,ベ トナム政府によるそれまでの同化主義的な少

数民族政策が大幅に見直され,経 済開発や農業などの面における少数民族自治の重視,

少数民族の土地などに関す る権利保護,さ らに少数民族の独自の文化を 「後進的」 と

みなす視点を廃して伝統文化や価値観を尊重することが明記された。端的にいえば,

この決議はベ トナム共産党による文化多元主義の標榜であった(樫 永1998:41)。

　こうした政治的背景に加えてe自 然環境の悪化と荒廃を問題視する声が国内でも高

まる中で,農 村の開発 と経済発展のために天然資源を保護 し,管 理する必要性を政府

は主張 している。そこで近年,郷 約や慣習法に表れているような農村資本の共同管理

に関する知識を蒐集 し,研 究する必要性を,ベ トナム共産党が表明してきた(ゴ

2000:3)。 郷約を含む慣習法には,社 会 ・経済関係や慣習,宗 教儀礼 ・祭礼,社 会保

障,自 然資源の共同管理や利用など,多 くの問題系が含み込 まれているとされるから

である(ゴ1999:157)。 さらに1998年 には,慣 習法を積極的に取 り込んで新農村規

約を作成することを指導する議定が出た(Ng6　 va　C義m　1999:62)。

　こうした政府の議定を受けて,1990年 代にゴ ・ドゥク・ティソ(Ng6　 D丘c　Thinh)

を中心とする研究者が慣習法の蒐集 と研究を実施している。本節では,慣 習法研究の

現代的意義に関するゴ ・ドゥク・ティソの見解を批判的に検討することを通 して,「ム

オン ・ムオイの黒 タイ慣習法」文書にある記述内容の現代的意義について考察したい。

　 「ムオン ・ムナイの黒タイ慣習法」から,ゴ ・ドゥク ・ティソはいくつかの条文を

引用して以下のような指摘をしている。すなわち,タ ーイの間においては,そ の伝統

的な政治社会組織による土地所有関係によって,自 然資源はより効率 よく利用され保

護されてきた。また,水 争い,漁 場荒 らし,違 法な狩猟採集に関する処罰規定があ り,

共同体 メソバーが自然資源を合理的に利用す る権利が保証 されていた(ゴ1999:

161-163,168)0

　しかし,こ うした内容に該当する規定の例としてゴ ・ドゥク・ティソが引用してい

る条文のいくつかは,土 地 と天然資源を有効に使用するための規定ではない。たとえ

ば彼は,「 ムオソ ・ムオイの黒タイ慣習法」第3章 と第8章(本 稿II参照)を 例示 し

ているが,こ れら各章の条文はアン・ニャーと各役職者などのチャウムオン支配階層

に対 して,チ ャウムオン内の土地,人 民,資 源がどのように分配されるかについての

規定である。 これ らは,資 源の不平等な分配,お よび一部の支配階級による徴税や倍

役の徴発を肯定する内容となっている。ゴ ・ドゥク ・ティンの見解に沿った条文は,

375



国立民族学博物館研究報告　　26巻3号

彼自身も例 として挙げている 「ムナソ ・ムオイの黒 タイ慣習法」第14章 のみに限定す

べきであろ うと思われる。なぜなら第14章 の各条文は,ム オン内の土地の聖性と結び

ついた信仰が,結 果 としては天然資源の保護 と結びついていたことを示唆 しているか

らである。

　さらに,「 ムオン ・ムオイの黒 タイ慣習法」には,水 争い,漁 場荒 らし,違 法な狩

猟採集に関する処罰規定があ り,共 同体メソパーが自然資源を合理的に利用する権利

を保証 されていたというゴ・ドゥク・ティソの指摘に関しては,筆 者が思 うに,こ れ

に符合する内容の条文は 「ムオン・ムオイの黒タイ慣習法」に見受けられない。

　黒タイ慣習法が,記 述 された当時の社会的,文 化的,生 態的条件を前提 としている

こと,お よびこの1世 紀間の社会組織,人 口,生 態環境などの変化を考えれば,慣 習

法を現行の法に抵触 しない限 りで承認するとい う試みは生易しいことではない。たと

えば先述のように,「 ムオン ・ムオイの黒タイ慣習法」文書の内容は,チ ャウムオソ

行政とその住民の権利 ・義務についてが大半を占めているが,そ こで語 られているの

は,父 系氏族原理 と結びついた社会階層制に基づいて,土 地を含む自然資源 と人的資

源が支配階層に分配されることであ り,法 的手続きに際 しては罰金が支配階層に対 し

て支払われることの肯定である。つまり,資 源の平等な分配と管理が肯定されるどこ

ろか,一 部の支配階層による資源の独占が肯定されているからである。 また伝統的な

信仰観念,お よびそれと結びついた環境保全 という点との関連でいえば,社 会主義化

以降チャウムオンの大きな祭礼は禁止 されて内容は忘れられ,ム オソ内の聖地観念 も

忘れられて,か つての 「禁忌の森」にはすでに無惨な地肌が露出しているとい うのが,

ムオン ・ムオイの現状である。以上のことから,「 ムオン ・ムオイの黒タイ慣習法」

文書の内容を,現 代の西北地方農村における資源の合理的な共同管理とい う目的へそ

のまま結びつけるのはほとんど不可能である,と いうのが筆者の意見である。

　では,少 数民族の慣習法が資源の合理的な共同管理 という現実問題に対処できない

ことは,少 数民族の慣習法の研究と編纂出版が無意味であることを意味するのかとい

うと,政 府の立場からすれぽ必ず しもそうではない。確かに,少 数民族の権利を保護

するためにベ トナムの国家法 と矛盾 しない限 りで少数民族独 自の法を認めようと,

1995年 を目標に 「民族法」の制定を目指していたが,そ れは実現されていない。しか

し,仏 領期に編纂された少数民族の慣習法が,「民族法」制定に貢献するものではな

いことは,1996年 にrエ デの慣習法(Lu穰　 Tucﾉd�)』(Ng�@ ¥va　Chu　1996)が 出版 さ

れた時点ですでに明らかであった。とい うのは,当 時においてもベ トナム人研究者は

この慣習法の内容を,民 族法の制定にそのまま役に立つ法的規範ではなく,民 族文化
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や伝統 としてしか評価していなかったからである(樫 永1998)。 にもかかわ らず,少

数民族の慣習法研究として,主 に植民地時代に編纂された文書の出版が現在まで続い

ている。このことは,こ うした慣習法文書の内容が各民族の伝統文化として評価され

ていることと大きく関わっている。た とえ現実的には 「民族法」制定構想が座礁 して

いたとしても,こ うした出版事業を通 して,そ の構想がまだ継続していること,ま た

少数民族の文化や法に関す る権利を積極的に保護しているとい う姿勢を,ベ トナム政

府が内外に向けて示すことができるからである。

3東 南アジア政治体系論 と黒 タイ慣習法文書

　通説としては,11世 紀 まで東南アジアにおけるイン ド化の周縁におかれていたタイ

系諸族が,13世 紀のモンゴル南進の波動を受ける中で,イ ンドシナ半島北部から中国

雲南省にかけての河谷平野や山間盆地を基盤として,ム ナソ,ム アソ(Muang),ム ン

(Mung,　Mong)な どと称される新 しい自立的政治単位を形成するようになったとされ

ている(Keyes　 1994:74)。 本稿では,ベ トナム西北地方における呼称に対する日本

語表記の慣例に倣 って,こ れ らを 「ムナン」として総称するが,ム オンは東南アジア

における伝統的政治組織の代表的な形態の一つとして,し ぼしば研究者たちの注 目を

集めてきた。

　黒タイ語でい うムオソは多義語である。ムオンは大きく分けて以下の3つ の意味を

持つ。

1.世 界 。cf.〃 砂 δ}η8　p加 「天 界 」,〃2〃・δ}η81伽 「地 上 世 界 」。

2.国 家 。cf.ル 伽 δ}π9κθo「ベ トナ ム」。

3.タ イ 系 民 族 の ムオ ン(黒 タ イ に お け る チ ャウ ム オ ソ,フ ィア ムオ ン,ロ ー ン,

クエ ン)な ど,政 治 的 中心 を持 った政 治 的 共 同体 の 総 称 。

　 しか しタイ系諸族においては,ム オソは単なる物理的空間ではなく,メ タファーに

満ちた象徴的な政治空間であ り,彼 らの宗教儀礼や世界観の構成 と密接に絡まってい

る(長 谷川1993:231)。 そこには,物 理的空間の中心にいて政治社会組織の最高位

に位置するのみならず,宇 宙論的観念の中心存在でもある個人格が存在する。その個

人格を王とよぶなら,ム オンの王は宇宙論,地 理,政 治経済の中心でその3者 をつな

ぐ存在であった。ムオソ研究 もその3者 いずれかに焦点を当てて展開してきたために,

従来の研究 も以下の3つ の軸に沿って要約できる。
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1.王 権,コ ス モ ロジ ー,儀 礼 に つ い て

2.水 利 灌 溜i組織 と政 治 権 力 に つ い て

3.政 治社 会 組 織 とそ の 歴 史 に つ い て

国立民族学博物館研究報告　 26巻3号

　 1は,ム オンの宇宙論,王 権の象徴的秩序を中心とした議論である。2は,山 間盆

地における稲作農業とい う生業的特質に注 目し,政 治権力と水利灌概事業の関係を中

心 とした議論である。3は,ム オンの政治組織の求心力について,ム オン内外 との政

治経済関係を視野に入れた歴史的研究である。

　 ここで 「ムオソ ・ムナイの黒タイ慣習法」文書に関する話に戻ろ う。繰 り返 しにな

るが,こ の文書の記述内容は,チ ャウムオン行政 とその住民の権利 ・義務に関する記

述が多くを占め,ま た儀礼についても多 く記 されている。つまり,こ の文書の記述の

多くは黒タイの伝統的政治社会組織,お よびそれ と不可分の関係にある宗教的観念や

儀礼についてである。 したがって以下においては,上 記3つ の軸に沿ったムオソ研究

と 「ムオソ ・ムオイの黒タイ慣習法」文書の記述 との関連について考察 し,そ こから

黒タイ慣習法研究がムオン研究にどのような展望を与えうるか検討 したい。

3.1王 権,コ ス モ ロ ジ ー,儀 礼 に つ い て

　宇宙と地上世界の間に平行関係があるとい う観念に基づき,東 南アジアにおける伝

統的王権は,宇 宙の構造の模写としての王都空間を構築 してきた。のみならず,王 は

神ない し神的原理の模造であ り,王 の霊力の強弱とその王土の盛衰の間には直接的な

対応関係があると観念されてきた。東南アジア王権のこうした宇宙論的モデルは,東

南アジア研究者 の間ではすでに常識であるといえる(Heine-Geldern　 l　956;関 本

1987:9-10)。

　こうした王権をめぐる宗教的な象徴的秩序については,ム オソ研究における中心的

テーマの一つをなしてきた。特に多 くのタイ系民族社会が外来の仏教 コスモロジーを

受容 し,そ の宗教的実践の中には仏教的要素と非仏教的要素がさまざまなかたちで共

存 しているために,そ のシンクレティズムについては古 くからの関心事であった。タ

ソバイア(Tambiah　 1970)は,一 村落内の宗教実践における仏教,民 間バ ラモン,精

霊信仰の相互補完的な構造関係 の体系的理解を試みたが,こ の研究 をカーシ ュ

(Kirsch　1977)が 継承 し,タ イにおける宗教的シソクレティズムについての体系的整

理が成 し遂げられた(林2000:25-26)。

　タンバイアらの研究はタイ系諸社会における実践宗教研究の端緒 となった。 これら
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の実践宗教研究 とは,複 数の宗教 ・象徴体系の共時的分析と全体論的な構造化によっ

て,タ イ系民族社会における村落宗教を一つの総合的システムとして理解 しようとす

る研究である(林2㎜:2b-27;津 村2000:193)。 主に北タイや西南中国を例 として,

実践宗教研究の視点からムアソの守護霊祭祀に関する研究成果が発表されは じめたの

は1990年 前後からである。 これ らの研究では,宗 教実践に関わる慣習的行為,ま たそ

れを秩序づけ理論化する知識 さらにそ うした行為や知識 と既存の社会秩序や構造 と

の関わ り合いといった点が追究され,ム ナンの宗教儀礼の象徴分析にとどまらず,王

権 とい う権力がいかにして宗教的実践を通して人々の身体にまで入 り込み,ま た他の

諸権力を分節化 し,接 続 しようとしてきたか,つ ま り宗教的実践の中に介在するイデ

ナロギーまでも分析視野に収めた宗教儀礼研究が展開された(長 谷川1991;1993;田

辺1991;1993)。

　 これらの研究のほとんどは,仏 教が卓越する地域の宗教的実践に関してであった。

一方,仏 教を信奉 していない黒タイ,白 タイのムオンにおいても政治領域が宗教領域

と密接な対応関係を持つことは古 くか ら指摘されていて(cf.　Masp駻o　 1929:237-239),

同 じく1990年前後に,ム オンの守護霊儀礼とも密接な関わ りを持つ 「クニ(ム オン)

の柱(1稍〃 鍬・勧8)」 の宗教的 ・現実的諸機能と,そ れが包摂する観念についての研

究が始まる(森1989;1991;1992)。 もちろんその背景には,ス ミット(Sumitr　1980)

による黒 タイのムオンの諸精霊に関する体系的整理 と,上記の実践宗教研究があった。

　 こうして森(1989;1991;1992)は,仏 教の信奉の有無に関わ らずタイ系民族社会に

広く分布する 「クニの柱」が,ク ニそのものの歴史的展開の中にあって,各 々のクニ,

各hの 時代の有する政治社会構造に柔軟に適応する形で存続 してきたこと,「 クニの

柱」が 「天/地上/地下」とい う3領 域を連続 させる軸 としての中心性を象徴 している

ことを明らかにした。

　 しかし 「ムオソ ・ムオイの黒タイ慣習法」文書には,「 クニの柱」以外にもムオン

の大池,い くつもの 「禁忌の森」,各 河川の合流地点など,儀 礼祭祀空間が多 く登場

する(II部14,15章 参照)。 こうした各儀礼祭祀空間においては,ム オソの諸儀礼の

際に動物供犠が行われていた。その各儀礼過程が,田 辺(1991:410-412)が 報告し

たシップソーンパンナーの守護霊儀礼と同様,「(豊 穣,福 祉,健 康の達成のために多

義的な力を招聴)→(供 犠獣を殺害)→(共 食 という道徳的行為)」 というプロセスを

経ることでアン ・ニャーの権威(王 権)の 正当性再認 と結びついていること,ま た,

セソ ・チ ャー(.xen　ch�)と いうムオソ最大の祭礼では}サ ー(4xa)と して総称 される

異民族を含むムオンの全住人を動員 しJ外 来王 としてのアン・ニャーによる支配の正
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当性の集合的記憶が再現されることなども 「ムオソ ・ムオイの黒タイ慣習法」文書は

語っている(II部15章 参照)。

　以上のことからすると,黒 タイのムオソにおけるさまざまな儀礼祭祀空間の編成が

その宇宙観 とどのように関わ りを持つかは,「 クニの柱」をめ ぐる文献研究の成果を

除きまだ十分に研究されていないといえる。 したがって,「 ムナン ・ムナイの黒タイ

慣習法」文書にある儀礼祭祀空間の編成や儀礼過程 と役割分担に関する記述は,黒 タ

イのムオンにおける宗教的実践の中に介在す るイデオロギーの作用に関する研究へ と

道を開くものであると筆者には思われる。

3.2　水利灌滅組織 と政治権力について

　タイ系諸族は用水の得やすい山間盆地に居住 して,水 稲耕作を しば しば生業として

きた。このように,モ ソスーン気候下の山間盆地における水稲耕作 とい う地理的,生

業的特性に注目してムオンの社会構造を分析す る研究が,主 に日本の研究者によって

蓄積されてきた。

　まず石井(1975=16-29)は,ウ ィットフォーゲル(Karl　A.　Wittfoge1)が 提唱した

「水力社会(Hydraulic　 Society)」との対比か らムオソを 「準水力社会」と規定した。

「水力社会」とは,し ぽしぼ乾燥気候下にみられるように,大 規模灌概排水設備の建

設と管理をめ ぐって強力な国家権力と発達 した官僚組織が形成 される専制的社会のこ

とである。一方,ム オンはモソスーン気候下に建設 されているために,灌 概が決定的

重要性を持ちえず,用水支配者も乾燥地域におけるほ ど強力な支配権を行使 しえない。

にもかかわらず,幹 線用水路の建設など,国 家による用水支配が認められるムオン社

会構造を 「準水力社会」とよび,石 井はムオンを生態的背景からタイ系民族が歴史上

展開 した諸国家の一類型として位置づけたのである。

　 この 「準水力社会」において支配者の権力 と水利灌概組織がどのように結びついて

いたかについて,具 体的事例から検討 しようとした研究は,ラ ンナータイに関する田

辺(1976)の 研究を嗜矢とする。その後}中 国における少数民族研究のめざましい発

展を背景としてシップソーンパンナーを例 とする研究が展開 した(加 治1982:171)。

水利組織を前提 としてシップソーンパンナー全域の政治統合が可能になったと結論す

る加治(1988)の 研究に対 しては,水 利組織 と統治機構の関係の検討に基づき,水 利

と関わる支配者の権力行使はシップソーγパンナー内の局部に限られるという反論が

馬場(1990)に よって加>xら れる。さらにシップソーンパソナーにおけるこの研究の

流れは,盆 地内の具体的地形条件や,行 政組織など農民統治の他の側面をも視野にい
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れた加藤(1991;2000)の 研究へ引き継がれ,よ り精緻化に向かっている。

　 こうした水利灌概組織 とムオン権力の結びつきに関する研究は,ベ トナムにおける

タイ系諸族研究における盲点の一つとなっている。一方,先 述のように 「ムナン ・ム

オイの黒 タイ慣習法」文書には,ム オソ各役職者の経済的基盤となる農民や耕地の掌

握 と,徴 税 と徳役に関する規定が詳 しく記されている(II部3,6,8,9章 参照)。

したが ってこの文書内容をふまえて,各 村落の生態的立地条件,水 利組織への各 ムオ

ソ住人 との関わ り合い,交易などの対外的経済活動などを文献や現地資料から検討 し,

支配者階層の経済的基盤,お よびムオソ権力の求心力を考察することが今後の研究の

課題 となる。

3.3政 治社会組織 とその歴史について

　 タイ 系 諸 族 の ム オ ソに お い て は 「貴 族/平 民/奴 隷(賎 民)」 とい う3階 層 に よ る社

会 区 分 が,ほ ぼ共 通 に見 受 け られ る(綾 部1971:115)。 黒 タ イ,白 タイ の ム オ ソに

お い て も,特 定 の父 系 出 自集 団 を 支 配 階 層 とす る社 会 組 織 が 構 造 化 され て い る こ とが

古 くか ら…報 告 され て きた(cf.　 Lunet　 de　Lajonqui�e　 1906:178-180;Masp駻o　 1916;

1929)。 まず,黒 タイ の例 を紹 介 す る。

　 黒 タ イ の ム オ ソに お い て,チ ャ ウ ムオ ソ内部 の 田地 は す べ て 貴 族 層 に 帰属 す る と さ

れ て いた 。 これ ら 田地 の 所 有 や分 配 と身 分 階 層 構 造 の間 に は 密 接 な 関 係 が あ り,ベ ト

ナ ム人 研 究 者 ら に よる ム オ ン ・ラ ー の例(B�,C穃v潘guyεn　 l975:ll1-118)か ら

以下 の よ うに 整 理 で き る。

チャウムオン内部の田は,す べてムオソ貴族層の管理権下におかれた田である。

慣習に従って,そ れらは主に以下の2種 に分類される12)。

i.職 田(〃∂∂がり1ア ソ・ニャーから各役職者に分配 される田。

a.負 担田(n禀穡b駝)=田 の分給を受ける条件を持つ各人に分給 される田で,

分給を受けた人は納税と村やムナソへの倍役労働などの義務を負 う。

チャウムオン内部は,上 記2種 の田の分配に対応して支配階層と被支配階層の2

層に分かれ,被 支配階層はさらに細か く分化 している。

L支 配階層:貴 族出自の人々と,平 民出自であるが 「長老会」の役職者。

　 ・職田を分給され,納 税 と,村 やムオソへの倍役労働などの義務を免れられる。

2.被 支配階層
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1)自 由農 民(pdh穡m鐫駝):パ イ(p炸)

・負 担 田を担 当 し,田 地 税 を納 め る。

・ 「ム オ ソの 労働 」 と して 「ムオ ソの 田」13)(n�禀窕h穗gmu・穗g)を 耕 作

　 す る義 務 を 負 うが,外 ム ナ ソ に 居 住 す る 者 は 「後 役 労 働 代 納 米(kh穹

　chan)」 と して籾 税 に換 え る こ と もで き る。

・貴 族 へ貴 重 な収 穫 の産 物(果 実,蜂,鹿 の も も肉,熊 の胆 汁 な ど)を 納 め る

　 義 務 を 負 う。

2)半 隷 属 民;ク ナ ソ(cu�g),ニ ョッ ク(nh�),プ ア ッ ・パ ーイ(puck　 par)14)

・貴 族 の職 田の幾 割 か を受 け 取 って 耕 作 す る。

・貴 族 の 家 族 の た め に畑 作 をす るほ か,家 屋 の修 繕 と補 修,接 客 の際 の 肉,米,

　 酒 の 準 備 を担 当す る。

・貴 族 へ 貴 重 な収 穫 の産 物(果 実,蜂,鹿 の も も肉,熊 の 胆 汁 な ど)を 納 め る

　 義 務 を 負 う。

3)家 内奴 隷:コ ン ・フオ ソ(c�hu・穗)

・も っぱ ら主 人 の た め に仕 え,衣 食 は主 人 に 保 証 され る。罪 人 や 負債 を抱 え て

　 この 身 分 に 身 を落 と した 者 た ち で,売 買 の 対 象 とな る。

　 このようにムオソ内は特定の父系出自集団によって階層的に構造化され,ま たムオ

ン内に居住する異民族もその階層構造に包摂されていた(II部9,13,15章 参照)。 し

か しリーチ(Leach　 196411954】)に よって早い時期に高地 ビルマで実施 されたカチ

ソ社会の研究は,ム オソのこうした組織構造の安定性について検討を促す意味で大き

な意義を持った。 リーチは,カ チソ社会が,平 地シャソ社会との政治経済関係や外婚

リニージ間の非対称的構造関係など}内 外の関係に基づいて,「 平等主義的,民 主的

な」構造と 「階層的,貴 族的な」構造 との間の歴史的な往復運動を繰 り返してきた状

況を描 き出し,「1社 会」対 「1社会構造」 とい う形式的対応が普遍的ではなく,む

しろムオソという政治社会組織の可動態を示唆 したからである。

　ムオンの政治統合の動態的理解は,タ ソバイア(Tambiah　 1976)に よって,タ イの

みならず東南アジアにみられ るイソド的宇宙論 ・国家論の影響を受けた大小あらゆる

規模の国家を包括するモデルとして結実する。これがタソバイアの 「銀河系的政体論

(galactic　polity)」であるが,関 本(1987:3-34)に よる要領のいいまとめに依拠すれ

ば,そ の特徴は以下のように要約できる。
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　　 1。外縁の境界によってでな く,中 心によってのみ規定されるような政治的統合

　　 様式である。

　　2.大 小 さまざまな 「くに」が,規 模 こそ違え,同 型的で自立的な実体をなす。

　　3,そ れは集権的官僚制の帝国ではな く,む しろ1個 の銀河系型の構造であ り,

　　 中心に位置する(世 界の支配者たる)も のの周 りを,い くつ ものより小さな同

　　 型物が回転 し,分 裂 と合体のたえざる運動を繰 り返す。

　上記のような特徴は,ベ トナム西北地方の黒タイ,白 タイの各ムオソにも当てはま

る。黒 タイの 『ムオンの物語(Qu�　 76ル 伽δ}η8)』15〕は,同 型的で自立的な実体を

なすフィアムナソ(ム ナソ)が4個 集合 してチャウムナンをなし,そ のチャウムナソ

が16個 集合して 「シップホックチャウタイ(Xfp　 h�　Chau　Tay)」 とよばれる一元的

な外観を持つ連合体を形成 していた こと,ま たシップホ ックチャウタイ内が分裂と合

体を繰 り返す中で,中 心 となるチャウムナンすなわちムナソルナソ(mu・�g　lu�g)

が交替 しつつ シップホ ックチャウタイが存続 してきたことを伝えている(C穃　 .va

cam　 1960)。

　シヅプホックチャウタイの政治的統合については,カ ム ・チ ョソら(Cam　 v澑han

1995:275-349)が モデル化 しているが,そ の特徴はシップホックチャウタイを一つの

閉 じた政治共同体 として理解 している点である。一方,銀 河系的政体論においては支

配者階層の経済基盤における対外交易の重要性も注目されていた。

　このようにムナソの政治組織構造の特色をその外部社会との政治経済関係から解明

しようとした研究としては,中 華帝国の地理的周辺性とい う点に注 目してその政治社

会組織iの特徴について論 じた大林(1970)の 研究のほか,田 辺の研究を特記すべきで

ある。田辺(1973:isa‐i60)は,ム オンの政治組織 の変容過程において対外交易や

商品経済の浸透が果たした役割について具体的に検討 した点で意義が大きいからであ

る。その後,桜 井(1986:207-209)が 東南アジアの国家類型を整理する上で,ム オ

ソをプレ国家として位置づけ,ム オソ社会組織は外部の大文明によってその地の支配

者が認証されることによって成立 し,対 外交易を重要な要因として中央集権的国家へ

と発展を遂げてい くとした。つま り桜井においては,ム ナソは外世界 との政治経済交

流を前提 として成立する政治社会組織であるとい う点がより強調 されることとなっ

た。

　上記のように,ム オソ研究におけるムオンの対外的交流関係への関心が高まる一方

で,「 ムオソ ・ムオイの黒タイ慣習法」文書は,対 外交易について記述 していない。
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しかし,紅 河や ダー河沿いの交易路を漢族,キ ンrそ の他の民族の商人が通行 してい

たことは,古 くか ら報告されている(cf.　Dott　199611923】:136)。 また,ラ オス側に

岩塩や鉄の産地があ り(大 林1967:76),塩 や鉄製の農具がラナス側か らディエソピ

エン(igi釦Bi駭)経 由で西北地方に入る交易ルー トが20世 紀半ばまで存在 した こと,

ラオスのポソサー リー(Phongsali)か らデ ィエンビエンに行 く茶などの交易路(加 藤

1998=243-246)に ついての報告があ り,中 国雲南省西双版納からラオス北部を通っ

てベ トナム西北地方を結ぶ交易路がかつて存在 したことも明らかになっている。

　従来ベ トナムにおけるターイ研究においては,西 北地方の黒タイ,白 タイが形成 し

てきたシップホックチャウタイのような政治的連合体を一つの閉 じた体系として描 く

か,ベ トナムという国家領域における歴史の枠内でのみ議論される傾向が顕著であっ

た。「ムオン ・ムオイの黒タイ慣習法」文書が語 っていない対外交易に関する部分,

これは文書が記述 された時代背景に関する検討も含めて,文 献資料と現地資料 とか ら

検討されるべき今後の課題である。

　 また,ム ナソの同型性 とい う点に注目すれぽ,タ ーイにおけるそれぞれのチャウム

オンの組織構造は非常に近似的である一方で,ム オン・ムオイの政治社会組織をムオ

ソ ・ムアッやムオン・ラーのもの(B�,C首m　 va　Nguy翫1975)と 比較すると,差 異 も

見受けられる。 こうしたチャウムオソのヴァリエーショソについて,そ れぞれのチャ

ウムオソの地理 ・生態学的条件,政 治的条件,対 外関係などを考慮に入れつつ比較検

討する作業も,ム オンの組織構造の実態'/r沿った理解に貢献すると思われる。各ムオ

ンがその外世界とのつなが りの中でどのように鼓動 してきたかとい うタソバイアの命

題は,以 上のような諸検討を通 じて検証を深めるに違いない。

4　 おわ りに 総括 と展望

　 ここまで本稿ではr『 ターイの慣習法』「第2部 第1章 」において紹介された 「ム

オン・ムオイの黒 タイ慣習法」文書について,以 下の2面 か ら検討 してきた。すなわ

ち,一 つは文書の形態的側面,と りわけ記述に用いられている文字に注目した側面で

あ'lrも う一つは文書に記述されている内容的側面についてである。筆者はこれら2

側面から,こ の文書の特徴について明らかにするとともに,こ の文書が東南アジアに

おける社会史研究においてどのように位置づけられ,今 後の研究にどのように貢献 し

うるかについて,評 価を試みてきた。本節では以上の内容を総括 し,今 後の研究の展

望についてまとめておきたい。
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　まず,文 書の形態的側面からは以下のことがいえる。ルオソ ・ヴァソ・ホソが1930

年以前に記した 「ムオソ ・ムオイの黒タイ慣習法」原本が,ロ ・ヴァン・ソンによる

筆写を経て,カ ム ・チ ョソによる刊本 として出版された。カム ・チ ョソは,黒 タイ文

字による全文を公にしただけでなく,全 文をベ トナム語に翻訳し,さ らにベ トナム語

による注を付 して全内容を広 く紹介 した。また,カ ム ・チ ョンは,底 本か ら全文を筆

写する際に,底 本の記述形態を重んじて黒タイ文字を使用したが,カ ム ・チ ョン刊本

の表記においては,ア ラビア数字など新 しい言語情報や,句 読点など非言語的な図像

情報を付加することで,底 本 よりも意味把握を容易に し}検 索機能を高める工夫も凝

らしていた。カム ・チ ョンが改訂 ターイ文字を使用すれば,黒 タイ語の音声 と表記の

一致がよ りいっそ う実現されたはずであるとしても,今 日の黒タイ,ベ トナム,東 南

アジアの社会文化研究に対す るrタ ーイの慣習法』出版の大きな貢献が期待される。

　次に,筆 者は,文 書の内容面について検討 し,以 下のようなことを論 じてきた。こ

の文書の記述内容は,政 治社会組織についてが多 くを占め,司 法に関する記述は比較

的少ない。こうした内容的特徴の検討にあたっては,文 書が記述された歴史的,政 治

的背景との関連についての視野が要請される。また,こ の文書が今日出版 された理由

については,ベ トナムにおける少数民族政策の動向の中で理解する必要があるであろ

う。

　 ともあれ,文 書の政治社会組織に関する詳細な記述や,儀 礼祭祀に関する記述は,

ムオン権力の経済的基盤やその求心性に関する研究の重要な基本資料 となる。 この資

料は}現 在の研究動向をふまえると,以 下のような具体的な研究へと筆者の関心をか

き立てる。

1.各 チャウムオンにおける宗教的実践を通 して現実の政治経済に対 してどのよ

うにイデオロギーが作用しているか。

2.水 利組織と住民がどのように結びついていたか。

3.対 外交易など外世界との政治経済的交流がいかに権力と結びついていたか。

4.そ れぞれのチャウムオソにおける同型性 と差異がなにによってもたらされて

いたか。

　こうした研究は,文 書の記述に文献資料や現地資料によるデータを総合させること

により可能になるであろう。

　ベ トナムの西北地方は,現 地調査がこれまであまり進んでこなかった地域である。

また,タ ーイ語を含む文書資料に関 しては多くが未整理なままであ り,さ らには惜 し
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くもターイ文字識字者は減少 しつつある。まして現代 口語では用いられない熟語,慣

用句の宝庫である古文書を読み下 し,し かも解読できる人材はもはや非常に乏 しい。

「ムナ ン ・ムナ イ の黒 タ イ慣 習 法 」 の よ うな 資料 の発 掘 と開 示 に よっ て,東 南 ア ジア

における社会史研究が発展 していくことを筆者 も切に願 う次第である。

注

1)ベ トナムにおけ るターイ研究では,16世 紀 にベ トナム西北地方 に シップホ ックチ ャウタイ

　 (Xip　H�　 Chau　 Tay)す なわ ち 「16のターイ のチ ャウムオ ソ」が形成 された(C穃　 v澑han

　 1995=313-318)と い う説が常識 化 している。

2)チ ャンとフェル リュス(Tr穗　 v澁erius　 1998:126)は ターイ文字 を以下の ように4つ に分

　 類 して い る。(1)ラ イチ ャウ省,ソ ソラー省,ホ ア ビン省 の 白タイの文字 と黒 タイ文字。

　　 (2)ゲ アソ省や ホア ビソ省か らラオス側 に移 住 した ターイが用 いてい る文字で,今 で はベ

　　トナム側では使用 されて いない。(3)ゲ アソ省の クイ ・チ ャウ(Qu�Ch穹)の みで用い られ,

　 音節 ごとに縦書 きされ る。(4)ゲ アン省のbオ ン ・ドゥア ン(Tuareg　 Duang)の ターイに

　 用い られrラ イパオ(Lai　Pao)と よばれ る。

3)　 ターイ ・メーオ 自治区は1962年 に西北 自治 区 と改称す る。 自治 区設立 の 目的 は,べ トナム

　 国内での平等主 義政 策の実現,少 数民族独 自の発展 の道 を探 る こと,国 民の一体感 の促進 で

　 あ った とい う。
4)　 メーオは他称 であ り,蔑 称 である とい う理 由で,現 在 の公式 の民族 名にはモ ンが採用 され

　 ている。

5)実 際に文字 の創造 が実現 したのはメーナだ けである。 メーオの文字 の創造 は1956年 に始 ま

　 り}ロ ーマ字 に よる表記が1957年 に定ま った(Thanh　 1968:128-129)。

6)ベ トナム側 のターイ語文献 に よる と,1884年 までは,タ ーイが16の チ ャウムオ ソを形成 し

　 ていたがa天 津条約(1884年)に おけ る中国 とフラソスの間の領土確定 によって,6つ のチ ャ

　 ウムオ ンが中国側に含 まれ ることになった とされ る。

7)黒 タイ文字 の歴史に関 しては拙稿(樫 永2000b)参 照。

8)第17章173条 は,未 書記部分 があ ることを記す ノー トであ るの で,条 文 として扱わなか っ

　 た。

9)　 シルベス トル(Silvestre　1918:29)は,フ ォン トーにおけ る白タイの支配者 がかつてターイ

　 文字 に よる法典 を保持 していたが,争 乱 で失われ,そ の内容 につ いては定か でない,と20世

　 紀初頭 に記 している。 こうした文書が新た に発見 されれぽ,仏 領下 で編纂 された慣習法文書

　 との比較 の上で大 きな意義を持つ と考}xら れ る。

10)　 この暴動 の発生年代は1911年 である とす る書(C穃1978:483)も あ る。

11)　 スター リソ ・毛主義 の基本的 な考>x方 を要約す ると以下 の通 りであ る。(1)生 産力水準 の

　 低 い途上 国でも,ま ず生産 関係 の変革,す なわ ち集 団化 と国営化を急 ぐことによって,急 速

　 な工業化 は可能 である。(2)市 場 の発展 を批判 し,経 済 の計画化を進め ることが急速な発展

　 を可能 にす る。(3)社 会主義 は帝 国主義 に包 囲され,転 覆 され る恐れが常に あるか ら,国 を

　 閉 じて一 国内で社会主義建設 を進め る。 国を開 く場合 は,イ デオ ロギーを同 じくす る社会主

　 義 国との国交 を優先 させ る。 また,進 んだ社会主義 国は遅れた社会主義 国を援助す る義務が

　 ある(木 村1995:219)。

12)以 下 の職 田 と負 担 田 の他 に,「 ム オ ソの 田(n穗禀窕赫 η8脚 ・伽g)」 もあ る。 これ は,

13)
14)
15)

チ ャウムオンの中心村であ るチエ ソ@'勘g)の 田地 であ る。II,28条 原注参照。

「ム オ ソ ・ム オ イの 黒 タイ慣 習法 」28条 原 注参 照 。

クオ ソ は タ ーイ,ニ ョヅ ク,プ ア ッ ・パ ー イは モ ソ ・ク メ ール 系 な ど他 の民 族 で あ る。

カ ム ・チ ョン,カ ム ・ク イ ソ2氏 に よ る ベ トナ ム 語 訳 で は,書 名 がQu穃　 T�u・6加 と

な っ て い るが,本 書 が 採 用 して い る黒 タ イ語 クオ ッ ク ・グ ー表 記 で はQu穃　 7疹M露 ・δ}πgと

な る。 また カ ム ・チ ョンに よる と,Mu・.amはM徽 動gの 誤 植 で あ る。
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IIム オ ン ・ム オ イ の 黒 タ イ 慣 習 法

恥 肋 δη9物1)穃d�.M〃 ・δη9ル1諭

記 述 者:ル オ ン ・ヴ ァソ ・ホ ン(Lu穗g　 V穗　 Han)

　 　 　 　 　 　 ム オ ソ ・ム ナ イ の モ1),1930年 以 前

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 目　 　 　 次

　 　 　ム オ ソ ・ムオ イ(ト ゥア ソチ ャウ)建 設 の 歴 史(1～12条)

1章 　 ム オ ン ・ム オイ の領 域 と境 界(13～22条)

a章 　 チ ャウ ムオ ソ(chau　 mu・�g)レ ベ ル の行 政 役 職 規 定(23～27条)

3章 　 ア ソ ・ニ ャー(穗nha),フ ィア(ph�),役 職 者 た ち に対 す る ム オ ソや

　 　 村 の分 割 に 関 す る法(28～69条)

4章 　 ム オ ン レベ ル,村 レベ ル の役 職 を得 るた め の 規 定(70～88条)

5章 　 告 訴,処 罰 を め ぐる仕 事 につ い て の規 定(89～98条)

6章 　 ア ン ・ニ ャ ー や 役 職 者 た ち の た め の 水 田 と焼 畑 耕 作 に 関 す る 規 定

　 　 　 (99～105条)

7章 　銃 の誤 射 に よ る致 傷 致 死,あ るい は故 意 で な い家 や 村 の 焼失 に 関す る

　 　 　規 定(106～109条)

8章 　 ア ソ ・ニ ャーや 他 の 役 職者 た ち に献 上 す る 肉に 関 す る規 定(110～114

　 　 　条)

9章 　 ク ナ ソ(cu�g)や ニ ョ ッ ク(nh�)が す る 仕 事 に つ い て の 規 定

　 　 　 (115～120条)

10章 　 私 生 児 を 身 ご も っ た り,婚 姻 前 の 妊 娠 を め ぐ る 罪 に 関 す る 規 定

　 　 　 (121～132条)

11章 　窃 盗罪 に関 す る規 定(133～135条)

12章 　 姦 通罪 に関 す る規 定(136～137条)

13章 礼 部 の 各 役 職 者 と ム オ ン ・ム オ イ に お け る セ ン ・ム オ ン(�xen

　 　 　鷹μ・δ9πg)の規 定 に つ い て(138～150条)

14章 　 ムオ ソ内部 の領 土 と森 と礼 部 に つ い て(151～159条)

15章 　 ムオ ン祭礼 に 関す る規 定(160～169条)

16章 　 祭 礼 を め ぐ る各 人,各 家 に関 す る規 定(170～172条)

17章 　 未 記 入 部 に つ い て(173条)
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ムオ ン ・ムオイ　(ト ゥアンチ ャウ)建 設 の歴史

1.昔 昔,中 国 に いた 黒 タイ が 下 って ムオ ン ・ロ(M〃 ・伽gLδ)2)を 占 め た3)。

2.ム ナ ソ ・ロは人 が 盈 ち盈 ちて 占め る場 所 が な くな った。

3.ロ ・カ ム(L�穃)姓4)の ラ ソ ・チ ュオ ソ公(Lang　 Chu・oangま たはLan　 Chuang)

　 が,ロ ・ガ ソ(LδNg�},ロ ・ノイ(L��),ル オ ン(Lμ,δレπg),カ(Ca),ク ワ ソ

　 (Qu穗g),ト ン(T�g),レ オ(�o),ヴ ィ(殉,ル(Lの,ラ(La},メ(Mの の 各姓 を加

　 }xた12姓5)の 人hを ま とめ,現 在 の ター イ の地 に ま で上 った 。

4.ラ ン ・チ ュオ ン公 は 黒 タ イ を つ れ て ム オ ン ・タ イ ソ(ル 帥 δ}πg?'harsh)6)に ま で

　 上 った。

5.ラ ン ・チ ュオ ン公 の代 か ら ロ ・カ ム ・レ ッ プ公(LδC穃Lep)す な わ ち ロ ・カ

　 ム ・レ ッ ト公(L,�穃Let)')の 代 ま で12代 を 下 る。

6.グ ー ・ハ ウ公(Ng渧穹)8),別 名 ロ ・レ ッ ト公 が ムナ ン ・ム ナ イを 占め,ム オ ン ・

　 ム オ イが 黒 タ イの ムオ ンの 中 心 とな った。

7.ム ナ ン ・ム ナイ は 王 候 に 服属 す る こ とに よって,キ ンの 王 は 信用 し,ラ オ の王 は

　 友 好 を示 した9)。 キ ソの 王 は,ム ナ ン ・ムオ イ を チ ャ ウ ・ トゥア ソ(Ch穹　 Thu穗)

　 と よ び,嘉 興 府 の 直 属 と し た 。 ラ オ の 王 は,ム オ ソ ・ム オ イ を ム オ ソ ・フ ァ

　 (!Vful�g　Pha)す な わ ちチ エ ソ ・フ ァ(Chi駭g　 Pha)と よん だ。

8.チ エ ン 。デ ィ ー(α'勧gPの の 地 を チ エ ン(Chi駭g)10)と した 。

9.昔 か ら,必 ず ロ ・カ ム姓 の 出 自集 団 が平 民 の出 自集 団 を 統 率 し,ア ン ・ニ ャーす

　 なわ ち管 州(quan　 ch穹)を つ とめ て きた。

10.ラ ソ ・チ ュオ ン公 の 代 か ら現 在 に至 る まで,34代 を 数 え る。

11.チ ャ ウ ム ナ ン の ア ン ・ニ ャー は,何 代 に もわ た っ て キ ン の 王 に よ り知 府(tri

ph�),宣 尉(ti麩�),都 尉(dδ 」り11),司 馬(ttr　m�),少 保(thi乱b五 〇)12)とい う官 職 に

　 任 命 され て きた 。 どの代 も この ム オ ンの地 方 官(quan　 chau)を つ とめ た。

12.ア ン ・ニ ャー とい う地 方 官 は チ エ ソ ・デ ィー村13)の 柱 を 立 て[原注],以 下 に 述 べ

　 る よ うな慣 習 に 従 って バ ー ンム オ ソを 統 括 した 。

源注]「 チエ ソの地 に柱 を立 てる」:か つて,黒 タイ も白タイ もそれぞれ のムオ ソの中心に,

　　す なわ ちチエンの地に柱を立て る習慣 があった。そ の柱は 「ムオソの柱(旋 胡躍δ1"g)」

　　 とよぼれたが,そ の柱 を打ち込むや り方 は以下2方 向に分化 した。 よく知 られ てい る

　　方法は,お そ ら くはベ トナム語 で1珉c窕と 呼ぶのであろ う 「四鉄(ttir　thi騁)」f4)の類 の
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木 の芯 を取 りだ し,山 刀や斧で削 ってつ くった柱を,ム ナ ンの 「不 動の礎」 として選

定 され た山麓 の開けた ところに埋 め る。そ こは 「ネン(ミ ソ)・ ムオ ンの山」(n琩n駭

mu・δ}ηgまたはn琩　mink〃 即 δ9〃g)とよばれ る。一方,こ のや り方 で柱を埋めない ムオ

ン もあ る。 まず,長 さ30セ ンチ くらいの木切れを4つ,手 首 で取 って柱 の形 に削 り,

ムオ ソの祭礼 であ るセ ン ・ムオ ソ(κξη海躍δ}πg)の時に盆 に添 える。祈薦が終わ った後,

モ ・ムオ ン(δπgmomu・{動g)が チエ ンの四 隅に密か に これ らを埋 めるつ とめ を果 た

す。密 かにや り遂げ る必要 があ るのは,邪 悪 な ものに知 られ て,ム オソの柱 を掘 り当

て られて粉 々に された りす ると,ム オ ンの主 お よび ムオソの霊が病死 した り,バ ーソ

ムオ ゾ5)が 荒廃 す るか らで ある。 この習慣は,タ ーイが各親族集団 の協 同に よって新

天地 として拓 く土地 を探 して長征 しなけれぽな らなか った遠 い昔 に まで遡 る。 新開地

では,親 族集団の長であ る人が必ず 「棒 を掴み服 を吊す(F6k漉X6C泌 の」 と称す る

儀礼 を催す。 これ は水牛 を屠 して神地 に祈 る儀礼であ り,村 の柱,ム オ ンの柱を立て,

これ が居住民の土地所有 権を画定す る記号 とみな され る。 この習慣 は,ホ ン河 の支流

であるR川(s$ng　 L�),チ ャイ川(s6ng　 Chるy)に 居住す るタイ(T炸)の 伝説 でも現在 ま

で伝>xら れてい る。 より広い視野 の研究 に立てば,お そ ら くこの習慣は東南 ア ジアに

あるタイー ・ターイ文化 の特徴 を示 している。 タイ王 国の首都バ ソコクに,「 ムオンの

柱(1稍〃 脚 伽g)」 と よぼれ る コンク リー ト製 でき らびやかな装飾が施 され た柱 が高 く

そ びえていること,IYL,我々は驚かない。 ここか ら推す るに,「 ムオ ソに柱 を立 てること」

は,表 現 こそ違 え,同 じ文化的 モチー フとして現在 までさま ざまな様式 で存在 し続け

ている。(ベ トナ ムでは)ホ ソ河 の支流 ロ川,チ ャイ川流域 に伝説 と して伝わ る形態 の

ものか ら,タ ーイの各 ムオ ソの起源 に関す る醇朴で簡素 な形態の ものまであ る。 これ

が タイ王国 では上記 の よ うな発展 を遂 げた。 この よ うに この習慣は東南 ア ジアの至 る

所 でみ られ る。

1章 　 ムオ ン ・ムオイの領域 と境界(13～22条)

13.古 伝 に 曰 く,「 ム オ ソ ・ム オ イ は マ ー 河 側 に広 が り,ム オ ソ ・ラ ー16)(ル 伽 伽8

L�)は ダー河 側 に広 が る」 と。

14.ム オ ソや 村 を建 設 す る際,ソ ー ン(κ δη8)す な わ ち 「伍(ngu)」,ロ ー ン(1�g),

　 クェ ソ(gπ ～の に 分 け た 。

15.職 権 を 持 つ 人 は,バ ー ン ム オ ソ且7)を分 割 し,少 しつ つ 水 田 を 取 り分 け 合 っ た

　[原注]。

[原注]職 田(η δわ6》,ηδcあπ乃の ηδc乃ナc):デ ィエ ソ ピエ ン フ ー解 放(1954年5月7日)以

　 　 前,タ ー イ の社 会組 織 範 囲 はバ ー ン ムナ ン と よば れ,西 北 地 方 は 依 然 と して ム ナ ン レ
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ベルの田(πδ赫 π8胡〃・δ1πg)に分 割され ていた。職 田とは,下 はチ ャー(cha)や クアソ ・

バー ソ(quan　 b穗)18)か ら上はア ソ ・ニャーまでの全 チ ャウムオ ソ役職者の家族に対 し

て相応 の割合,分 配 され る田の こ とであ る。 当然,こ の ように分配 され るので,階 層

の高低に よる相違や バ ーンや ムオ ソの田地 量に応 じて,全 ムオ ソの各役職者 に支給 さ

れる田地 には寡 多が生 じるが,こ れ は ムオ ソの労働の監督任 務に対す る俸給 とみなす

ことが で きる。

16.ム オ ソ ・ム オ イ と い う チ ャ ウ ム オ ン は,以 下 の5つ の ム オ ン フ ィ ア(〃3μ ゆ η8

　phia)19)か ら な る 。

・ム オ ン ・ム オイ(チ エ ン ・フ ァ)が 内 ム オ ンで あ りrキ ソの 王 は これ を ス ア ソ

マ イ社(x禮u穗　 Mai)と よん で い る。 各 外 ム オ ソは 以 下 の とお りで あ る。

・ム オ ン ・ラ ム(Mン ・勧8L伽)は マ ー河 の地 域 に あ る。 キ ンは ナ ム テ ィン社(xa

Nam　 Tinh)と よん で い る。

・ム オ ン ・サ イ(Mu・ δ励g　xの は ダ ー側 沿 い に あ る。 キ ンは キ ン コ ア イ 社(x�

Khinh　 Kho記)[願 …]とよん でい る。

。ム ナ ン ・ピエ ン(Mu・ δ5ηg　P∫勧8)を,キ ンは タ イ ン ビ ン社(x禝hanh　 Binh)と

　よ んで い る。

・チ エ ン ・パ ッ ク(α'勧8jp62c)を ,キ ンは チ ソバ ッ ク社(x禝rinh　 B稍)と よん

で い る。

[原注]キ ソコアイとは明命帝 が ムオ ン ・サイに対 してつけ た名称 で,デ ルタ部 と同様 「社

　　(x�)」の行政単位を以て当てた。 同地 は今 日の ソソラー省 トゥア ソチ ャウ県 チエソムオ

　　 ン社にあた り,ク イ ソニャイ県 までの ダー河沿い一帯 であ る。我 々が思 うに,キ ンコ

　　アイ とは,ク イ ンニ ャイ とい うキ ン語地 に よる名 の黒 タイ誹 音に由来す る。 これを朝

　　廷 が トゥア ンチ ャウに属す る社の名称 としたのである。

17.各 フ ィア ム オ ンは た くさ ん の村 と 甲20)に 分 か れ るが}ど の 甲 も ム オ ソの僻 地 で

　 は ロー ンを な し,小 さい ロ ー ンは クエ ンまた は ケ ン(k�)と よぼれ る。

18.各 フ ィア ム オ ンは た く さん の ソー ンに分 か れ るが,キ ンの 王 は ソ ー ソを 「伍 」 と

　 よび,タ ー イは しば しば ソ ー ン ・グー(x�g　 ngu)と よぶ。

19.ム オ ソ ・ム ナ イの 内 ム ナ ソ 伽 μ・δ}ηgc召6πg〃2〃か ηg)に は4ソ ー ソが あ り,外 ム

　 オ ン(mu,Q+ng　 nok〃2μ,δ≒π8)Yこは そ れ ぞ れ ソー ンが3つ ず つ あ る。

20.各 ソー ソの土 地 の面 積 は 同 じよ うな もの だ が,い くつ の村 が 各 ソー ンに属 す るか,

　 多 いか 少 な いか は 計算 で きな い。
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21.ム オ ン フ ィ アに は 「礼 部(h�g所 ・濾π)」の 中 の職 権 分 立 が あ り,1つ の ソ ー ソ

　 の よ うで あ る。

22.「 ムオ ンの頭 は くっつ き,尻 は寄 り掛 か る」21)。ム オ ンの 頭 は ムオ ソ ・クア イ22)に

　 く っつ い て い る。 以 前 か ら ムオ ン ・クア イ は ム オ ソ ・ム オ イに 属 す る1ム オ ソ フ ィ

　 ア で あ った が,現 在 で は,王 侯 貴 族(pua　 quan)23)が これ を1つ の ム オ ンす なわ ち

　 「総(t�g)」 とみ な し,す な わ ち チ ャ ウム オ ン とな った 。マ ー河 側 は ラ オに 接近 し,

　 ダ ー 河側 は ム オ ン ・チ エ ン鋤 に 接 す る 。 また,下 流 で は ム オ ソ ・ラ ー,ム オ ソ ・

　 ム ア ッ25)へ と連 な って い る[注]。

[注]こ の注 に お い て は ,原 注 に 訳者 に よ る注 を 加 えて い る。 内 ム オ ン と外 ム オ ン組 織 に つ

　 い ては,以 下 の 図[C穃v祓han　 1995:334]が 参 考 に な る。

1954年 以 前 の ムオ ソ ・ム オ イ の チ ャ ウム オ ン

　内 ムオ ソが全チ ャウムオ ンの中心 であ り,内 ムオ ンの中心がチエ ン ・デ ィーである。

内 ムオ ンと外 ムオ ソは以下の よ うな構成である。

[1]ム オ ン ・ム オイ(Muｺ�g、Mン δが6):ム オ ン ・ム オ イ の 内 ム オ ン

　以 下 の チ エ ソと4ソ ー ン,1ロ ー ンか ら な る。

　 　 1)チ エ ソ ・デ ィー:チ エ ン とは,rム オ ソの 霊(ρ 毎 〃卿 伽g)」 が 座す 場 所 で,全 ム オ

　 　 ン の長 で あ る ア ン ・ニ ャ ーす な わ ち チ ャ ウ ・ム オ ソは 毎 年 そ こ で儀 礼 を執 行 す る義 務

　 　が あ る。 チ エ ンは 城塁(.zvteng)と 関所(ch�)で 囲 まれ,チ ャ ウム オ ンの 中枢 を防 衛 し,

　 　中 で は 市 が 開 か れ,手 工 業 の職 人 な ど もい た 【B�,C義m　 va　Nguyさn　 1975:104-105]。

　 　 2)ソ ー ソ ・パ ソ(X�g、 　tpan):そ の役 職 名 は 「千 軍 の 指 揮 官 」に 由来 す る とい うオ ソ ・

　 　セ ソ(Aong　xen)が 首 領 を つ とめ る 。

　 　 3)ソ ー ソ ・ボ ン(X�g　 gong):そ の役 職 名 は 「戦 闘 前 の 交 渉 と道 路 な ど戦 闘 準備 の

　 　任 務 を も った 指 揮 官」 に 由来 す る と い うオ ン ・ポ ソ(�g　 pong)が 首 領 をつ と め る。
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　 　 4)ソ ー ン ・ボ ー ・ル オ ソ(X$ng　 ho　luong):そ の名 は 「親 衛 隊 の指 揮 官 」 に 由来す る

　 　 とい うオ ン ・ホ ー ・ル オ ソ(�g　 ho　lu8ng)が 首 領 をつ とめ る。

　 　 5)ソ ー ン ・ボ ン ・カ ソ(X�g　 gong　 tang):オ ソ ・ポ ソ ・カ ソ(�g　 pong　 cang)が 首

　 　領 を つ とめ る。

　 　 6)ム ナ ン ・エ ッ(Muｺ�ngﾉk)と い う ロ ー ソ:タ オ ・ロー ン(tao　 l�g)が 首 領 を つ と

　 　 め る。

[2]チ エ ン ・パ ッ ク:外 ム オ ソ

　 以 下 の3ソ ー ソ と1ロ ー ンか らな る。

　 　 1,2,3)ソ ー ソ ・パ ン,ソ ー ン ・ポ ソ,ソ ー ソ ・ホ ー一・ル オ ンの3つ の ソー ソ。 外 ム

　 　 オ ソに属 す る の は4ソ ー ソで は な く,3ソ ー ンで あ る。

　 　 4)ム オ イ ・ノイ(Mu$i　 Noi)と い う β一 ン。 そ の首 領 は タ オ ・ロ ー ンで あ る が,し ば

　 　 しば ム ナ イ ・ノイ の フ ィ ア ・7オ ー と 自称 して い る。

[3]ム オ ン ・ピエ ン:外 ムオ ソ

　 以下 の3ソ ー ンと1ロ ー ソか らな る。

　 　 1,2,3)ソ ー ソ ・パ ソ,ソ ー ソ ・ポ ソ,ソ ー ン ・ボ ー ・ル オ ソの3つ の ソー ソ。

　 　 4)ム オ ソ ・ピア(M8〃 δ}π8P'の とい うロ ー ン。 そ の首 領 は タナ ・ロー ンで あ る。

[4]ム オ ソ ・サ イ=外 ム オ ン

　 以 下 の3ソ ー ソ と1ロ ー ソか ら な る。

　 　 1,2,3)ソ ー ソ ・パ ソ,ソ ー ソ ・ポ ソレ ソー ン ・ホ ー ・ル オ ソの3つ の ソー ン。

　 　 4)ム オ ン ・ザ ー ソ(Mu・�ng　 Gic�g)と い うR一 ン。

[5]ム オ ン ・ラ ム:外 ムオ ソ

　 以 下 の3ソ ー ン と1ロ ー ソか らな る。

　 　 1,2,3)ソ ー ソ ・パ ソ,ソ ー ン ・ポ ソ,ソ ー ソ ・ホ ー ・ル オ ソの3つ の ソー ソ。

　 　 4)バ ー ソ ・パ ー ソ ・ムオ ン ・ピ ソ(β鋤P伽 ル伽 δうπg月 η)す なわ ちバ ー ソ ・ピ ソ(B穗

　 　 Pin)と い う ロー ソ0

　 ム オ ン ・ム オ イ とい うチ ャ ウ ム ナ ソ全 体 の 首 領 は ア ソ ・ニ ャー で あ り,知 州,チ ャ ウ ・

ムオ ン,ア ソ ・ニ ャ ー ・チ ャ ウ ・ム オ ソ,管 州 と も よば れ る。 ベ トナ ム朝 廷 は ア ン ・ニ ャ ー

の 下 に,フ ィア ・ トー(phia　 th�)す な わ ち 「書 吏(thtr　lai)」 と,フ ィア ・トン(phis　 th�g)

す な わ ち 「通 吏(th�g　 lai)」 とい う2つ の フ ィア 職 を 補 佐 と して設 置 して い た。

　 内 ム オ ソは チ エ ソ ・ リー と よば れ る そ の チ エ ソに 役 所 を 置 く。 これ も ム オ ン ・ム ナ イ と

よば れ るば か りで な く,チ ャ ウ ム オ ソ全 体 あ るい は ア ン ・ニ ャ ーの 組 織 機 構 を兼 ね る 。 ム

オ ソ ・ムオ イ の 内 ムナ ソの 組 織 図 に つ い て は,rム ナ ン ・ムオ イ の 内 ム オ ソ組 織 略 図 」 を 参

照 の こ と。
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チ ャ ウ ム オ ン 内 行 政 機 構

2章 チ ャウムオ ンレベルの行政役職規定(23～27条)

23.ア ン ・ニ ャ ー は ・ミー ソ ム オ ン の 首 領 で あ る 。

24.フ ィ ア ・ トー,フ ィ ア ・ ト ソ27)は チ ャ ウ ム オ ン 業 務 を 担 当 す る 。

25.ム ナ ソ フ ィ ア は フ ィ ア ・ リ ー(ρ 物1η を 首 領 と す る 。 キ ソ の 王 は 彼 の こ と を 里

　 長 と よ ん で い る 。 フ ィ ア ・ フ ォ ー(ph�　 phd)の こ と を,キ ソ の 王 は 「副 里(ph�

　 li)」 と よ ん で い る 。2フdア と も 自 分 の 村 の 平 民 の 監 察 役 で あ る 。

26.各 ソ ー ン に は8つ の オ ソ(δ η8)と い う役 職 が あ る 。 キ ンの 王 は,上 は オ ン ・セ ー

　 ン(rong　 xen)す な わ ち オ ソ ・パ ン(..　 aong　pan)か ら,下 は オ ン ・チ ャ ー ・フ オ ン(δ ηg

　 酌4加 ・δうη)ま で の オ ンを 「書 目(k�muc)」 と よ ん で い る 。

27.オ ソ ・モ(�g　 mo),オ ン ・ゲ ー(δ ηg　ng�),オ ソ ・チ ャ ー ソ(�g　 ch瀟g)は 慣 習

　 と 祭 礼 を 司 る 。

3章 　 アン ・ニ ャー,フ ィア,役 職者 たちに対 する

　　　ムオ ンや村 の分割 に関 する法(28～69条)

28.ア ソ ・ニ ャ ーは チ エ ソ ・デ ィー の 土 地 か ら 田 を10マ ウ28)分 給 され る。 ア ン ・

　 ニ ャ ーは チ ャ ウ レベ ル の平 民 に よ る倍 役 労 働 代 納 米[原注]を 得 る こ とが で き る。 平

　 民 は 田1マ ウあ た り1タ29)納 め な くて は な らな い。
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ムオン ・ムオイの内ムオ ン組織略図

[原注1径 役労働 代納米(kh穹　 chan):チ エ ンの地 における田地は,必 ず 「ムナ ソ全体 の田地

　　(nc�竓C の 層 力g〃瀞 δ1πg)」と称 され る一区分の田である。籾 は ムオ ン全体 の倉 に収納

　　され,ム オ ンの労働(V'雄 〃鯉 δ}ηg)の際 に拠出 され る。梨入れ,マ グワ掻 き,田 植 え,

　　収穫 の ように,区 画内 の田におけ る生産 と密接 に結びつ いた作 業については,内 ムナ

　　 ソ機構 が直接指揮 にあた って内 ムオ ンの平民 が担 当 した。外 ムオ ソの 各平民は直接労

　　働 に携わ らないかわ りに,チ ャウムオソ機構 が規定 と して定 めてい る倍役労働 に匹敵

　　す る量 の籾 の納入が義務づ け られた。 この ように して納入 される籾 は,各 外 ムオ ンに

　　おけ る労働 の代 償 と して発 生 してい るの で,「 怠 け る籾(kh穹　 chan)」 とよばれ る

　　[C穃1978:192]a

29.ア ン ・ニ ャ ー は タ ー イ が ニ ョ ッ ク30)と し て 奉 仕 す る 村 か ら9村 を 所 領 す る。 ボ ー

　 村(b穗Bd),ラ ー イ 村(b穗　 Lac),ギ ウ村(b穗　 Ngiu),ト ー ン村(b穗　 Tong),ヴ ィエ

　 ソ村(b穗Vi駭),バ イ 村(b穗Bay),ヌ オ ッ ト村(b穗Nu�},カ ッ ト村(b穗　 C穰),

　 エ ッ ・ トー ン 村(b穗ﾉkT�g)で あ る。 さ ら に サ ー(幼31)が ク オ ン[原注コと し て 奉

　 仕 す る 以 下 の7村 を 所 領 す る 。 す な わ ち ボ ー ン村(b穗Pong),コ ー 村(b穗　 C�),リ

394



樫永　 「ムオ ン ・ムオイの黒 タイ慣習法」について

写真1一 担 ぎ分 の粉

　　 　 天びん棒 で篭2つ を一担.ぎす る

ウ村(b穗Liu},テ ィ ム 村(b穗　 Tim),ナ ー ・タ ム村(魔 ηハ磧7伽),ケ オ 村(b穗　 K駮) ,

ノ ソ ・ポ ー ソ村(b穗Nong　 P�g)で あ る 。

[原注⊃ クオ ンの村(b穗cu�g):「 クオ ソ」 とは 「(家の)中 」 を意味す る語であ る
。「クオ

　　 ソの村 」 とは,「主人 の家 の中の人(c�C〃 δηg触 ・δ}"ch穹)」 と称 され る範疇 の農民 の

　　村 である。クオ ンは農地労働に従事す る階層であ り,役 職者への労働奉仕 の義務を負 っ

　　たいわゆる雑役 である。

　　 　ニョックの村(b穗nh�):も ともとは,い わゆる 「ムオ ンの労働(viak　mu・�ng)」へ

　　の参 加義 務のある農 民の村 の ことである。「ムオ ンの労働」 とは,た とえば ムオγ全体

　　の水田農耕や,道 路工 事,水 路 ・堰 ・堤 防な どの水利土 木事業 な どに関す る労働 であ

　　る。 しか し,昨 今 ではア ン ・ニ ャーや フ ィアや他の役職者 たちに対 して ・ミー ンムオ ン

　　か ら分給 され る共有 田(職 田)の 耕作 に取 り立 てられてい る。

30.フ ィア ・ トーは チ エ ソ ・デ ィーの 土 地 か ら田 を6マ ウ分 給 され,さ ら に タ ー イが

　 ニ ョ ッ ク と して 奉 仕 す る村 を3つ 所 領 で き る。 す な わ ち チ エ ン ・ガ ム(Chi駭g

　 Nga≫t),ボ ソ ・ノ イ村(b穗　 Bon　 Noah,カ ー ・ダ ソ村(b穗　 Go　jD励g)で あ る。 また

　 サ ーが クオ ン と して奉 仕 す る村 を2つ 所 領 す る。 ケ ム 村(b穗Khem}と ラ イ ン村

　 (b穗Lanh)で あ る。

31.フ ィア ・ トソは チ エ ソ ・デ ィーの 土地 か ら田 を5マ ウ分 給 され,さ らに タ ーイが

　 ニ ョヅ ク と して 奉 仕 す る村 を3つ 所 領 で き る。 す な わ ち サ ッ ト村(b穗X穰),モ ー

　 村(b穗Mﾔ),タ ー ・ トゥー村(b穗ﾎaT礼で あ る。 また サ ーが クオ ン と して奉 仕
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　す る村 を3つ 所 領 す る。 ホ ー ム村(b穗H�),マ ウ村(b穗　 Mau),ソ ー ソ村(bin

　Xong)で あ る。

32.フ ィア ・ リー は チ エ ン ・デ ィーの 土地 か ら田 を5マ ウ分 給 され}さ ら に タ ーイ が

　 ニ ョッ ク と して奉 仕 す る村 を3つ 所 領 で き る。 す な わ ち ナ ー ・テ ィ村 ψ伽1鴨7り,

　 プ ー村 ψ伽Pの,ナ ー ・ハ ッ ト村(b穗IV礬穰)で あ る。 また サ ーが クナ ン と して

　奉 仕 す る村 を2つ 所 領 す る。 サ ー イ村(b穩aX稱),ヘ オ村(b穗H駮)で あ る。

33.フ ィア ・フ ォー は チ エ ソ ・デ ィーの 土 地 か ら田 を3マ ウ分 給 され,さ らに タ ーイ

　 が ニ ョ ック と して奉 仕 す る村 を2つ 所 領 で き る。す なわ ち ラ イ村(bain　 Lay),ナ ー ・

　 ノ ソ村(b穗Nc�ong)で あ る。 また サ ーが ク オ ソ と して 奉 仕 す る村 を2つ 所 領 す

　 る。 ハ ー ン村(b穗H穗),フ オ イ ・ル オ ン村(b穗　 Hu�　 Lu�g)で あ る。

34.オ ソ ・セ ソは ソー ン ・パ ンの 首領 で あ る。 モ ソ村(b穗l11�)の 田を8マ ウ分 給

　 され,タ ー イが ニ ョ ッ ク と して 奉 仕 す る村 を5つ 所 領 で き る。 す な わ ち パ ー イ村

　 (b穗P穰),サ イ ソ村(b穗Xanh},ゾ ー イ村(b穗D穩),ナ ム ・ラ ウ村(b穗N穃L穹),

　 ナ ム ・セ ー村(b穗N璟Xe}で あ る。

35.オ ン ・ボ ンは ソー ン ・ポ ソの首 領 で あ る。 トム村(b穗Th�)の 田 を6マ ウ分 給

　 され,タ ー イ が ニ ョ ッ ク と して 奉 仕 す る村 を4つ 所 領 で き る。 す な わ ち フ ェー村

　 (b穗Ph�),イ ッ ト村(b穗、 め,タ ム村(b穗　 Tam),ル オ イ村(b穗Lu�)で あ る。

36.オ ソ ・ホ ー ・ル オ ソ は ソ ー ン ・ホ ー ・ル オ ンの 首 領 で あ る。 ル ア ッ村(b穗

　 Luak)の 田を4マ ウ分 給 され,サ ーが クオ ン と して奉 仕 す る2村 を 所 領 す る。 ゼ村

　 (b穗De),ボ ー ・マ 村(わ伽B6、M4)で あ る。

37.オ ン ・ポ ソ ・カ ンは ソー ン ・ボ ン ・カ ンの 首 領 で あ る。 コ ー村(b穗qo)の 田 を

　 3マ ウ分 給 され,タ ー イが ニ ョッ ク と して奉 仕 す る村 を1つ 所 領 で き る。 セ ン ・ ト

　 村(b穗Xen　 To)で あ る。

38.ナ ソ ・ク ア ン ・ス ー(δ πgquan耀 ・)も オ ソ ・ホ ー ・カ ン(�ong　ho　tang)と よば

　 れ,レ ー村(わ 伽Lの の 田を2マ ウ分 給 され,ソ ー ソ ・ポ ソ ・カ ソに 仕 え る。

39.ナ ン ・ホ ー ・ヘ ー(�g　 ho紛 は,ラ ソ ・ル オ ソ村(∂ 伽L穗g　 Lu�g)の 田を2

　 マ ウ分給 され,ソ ー ン ・パ ンに仕 え る。

40.オ ン ・プ ア ッ(�g　 punk)は,プ ン村(b穗　 P甁g)の 田 を2マ ウ分給 され,ソ ー

　 ン ・ボ ンに仕 え る。

41.オ ソ ・チ ャ ー ・フオ ソは,ラ イ ソ村(わ 伽Lanh)の 田 を2マ ウ分 給 され,ソ ー ソ ・

　 ホ ー ・ル オ ソに 仕 え る の み な らず,礼 部 の役 職 者 と して ナ ソ ・モ に従 う。

　 　 ソー ンを 監 督 す る役 割 を持 つ各 官 の仕 事 は,以 下 の 各項 目で あ る。
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42.フ ィ アが 税 を 徴 発 す る時 は,オ ソ ・ソー ソ(A　　　　　　弘ong　xong)32}がクア ン ・パ ー ンに税

　 の 徴 収 を 命 じ る。 こ う して ク ア ン ・バ ー ソは ム オ ン平 民 そ れ ぞ れ33》か ら税 を 徴 収

　 す る が,ム オ ンの平 民 は十 分 に 税 を納 め な くて は な ら ない 。

43.フ ィア が どれ か の ソー ソか ら労 役(ph皂herr)を 徴 発 す る時 は,オ ソ ・ソー ソが

　 そ の ソー ン内 の クア ン ・パ ー ソに徴 発 を命 じる。 そ こで ク ア ソ ・バ ー ンは 労役 当番

　 の順 を 決 め,各 世 帯 まで 呼 び に行 く。 どの世 帯 の人 に 白羽 の 矢 が 立 った と して も,

　 そ の人 は拒 んで は な らな い。 規 定 の 日が 来 る と,ク ア ソ ・バ ー ンは 当番 の 人 た ち を

　 連 れ て オ ソ ・ソー ンの も とに行 き,オ ソ ・ソー ンに 託 す 。 オ ン ・ソ ー ンが 労役 の 当

　 番 た ち を フ ィア の も とに つ れ て行 くの で あ る。

44.ア ソ ・ニ ャ ーや フ ィ アの要 請 が あれ ば,い つ で も オ ン ・ソー ンは伺 候 しな くては

　 な ら な い。

45.ア ン ・ニ ャ ーや フ ィアが な にか 仕 事 上 の疑 念 を 感 じた り,ど こか で な にか を 思 い

　 つ いて,太 鼓 を9度 叩 き鳴 ら した な らぽ,昼 夜,晴 雨,寒 暖 を 問 わず 各 オ ン ・ソー

　 ンは 参 内 しな くて は な らな い。

46.ア ン ・ニ ャ ーや フ ィアが 監 査 に行 く場 合,行 き先 が ど こで あれ,ま たそ の 目的 が

　 な んで あ れ,=オ ン ・ソ ー ンは伺 候 しな くて は な らな い 。

47.ア ソ ・ニ ャ ーや フ ィア は,ク ア ソ ・パ イ ッ ク(4・uan、ρ4c幼34),ク ア ン ・フ ォ ン

　 (quan　ph�g)と オ ソ ・ソー ソ全 員 に 召 集 を 命 じる35)。欠席 者 が あ って は な らない 。

　 召 集 に 応 じられ な い事 情 が あ る場 合r理 由 を十 分 に説 明 しな くて は な らな い。ア ン ・

　 ニ ャ ーや フ ィア の判 断 に従 って,事 情 が 考 慮 され る場 合 が あ る。

48.も しソ ー ンの 人hが 田畑,水,土 地 の こ とな どに つ い て不 平 を言 った り,訴 訟 を

　 起 こ した 場 合,オ ソ ・ソ ー ンは子 細 を洗 い ざ らい調 査 す る36)。そ の うえ で,フ ィ ア

　 に 上 奏 す る。 ア ン ・ニ ャー には フ ィアが 上 奏 す る。 ア ソ ・ニ ャーや フ ィアは オ ソ ・

　 ソー ソに事 件 の審 理 と,処 罰 か 放 免37)か の 判 断 を 委 ね る。 こ の あ と ア ン ・ニ ャ ー

　 と フdア に報 告 され る。 事 件 が 解 決 して は じめ て休 養 で き る。

49.全 て の ソ ー ンに クア ン ・パイ ッ クが1人 い て,罪 人 の逮 捕(p穰xoi),捕 縛(ph瑢

　 m穰),打 郷 α伽 の,収 監(x穗g　 lom),栓 楷(t禔Ecδ 〃π かCの38〕を担 当す る。

50.ソ ー ン ・パ ンの クア ン ・パ イ ッ クは ガ ー村(わ 伽1㎏ の の クア ン ・バ ー ンで あ り,

　 か つ ガ ー村 の 田 を2分 の1マ ウ分 給 され る。

51.ソ ー ン ・ボ ンの クア ソ ・パ イ ッ クは チ ャー村(瀕 〃Ch�)の ク ア ン ・バ ー ソで あ

　 り,か つ 田 を2分 の1マ ウ分 給 され る。

52.ソ ー ソ ・ホ ー ・ル オ ンの クア ソ ・パ イ ッ クは タ ム村(b穗Th穃)の ク ア ン ・バ ー
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　 ソであ り,か つ 田を2分 の1マ ウ分 給 され る。

53.ソ ー ソ ・ボ ン ・カ ンの クア ン ・パ イ ックは タ ー ン村(b穗Tang)の クア ソ ・バ ー

　 ンであ り,か つ 田を2分 の1マ ウ分 給 され る。

54.ソ ー ソに おい て 各 クア ソ ・パ イ ックはrい つ で も チエ ソの 任務 に あ た らな くては

　 な らな い。パ ー ソ ムオ ソは,各 クア ン ・パ イ ヅクを補 佐 す る役 職者 を クア ン ・パ イ ッ

　 クの下 に お く。 そ れ は クア ソ ・テ ィ ・パ イ ック(quan　 ti　p稍h)と よば れ る。 彼 らは

　 ソ ー ンの クア ン ・パ イ ックに か わ って,各 村,各 世 帯 の監 督 と,ム オ ンの 任務 遂 行

　 に尽 く さな くて は な ら ない 。 クア ン ・テ ィ ・パ イ ッ クは み な 田を1マ ウを 分給 され

　 る。

55.ど の ソー ソの 中 に も クア ン ・パ イ ッ クの 下 に,ク ア ソ ・フ ォ ソ ・ム オ ン(quan

　 ph�g加 躍・(予πg)と クア ン ・テ ィ ・フ ォ ソ(quan　 ti　ph�g)と よぽ れ る クア ソ ・フ ォ

　 ンが2人 い て,ア ソ ・ニ ャーや フ ィアの 仕 事 を 補佐 す る役 目を負 う。 ア ソ ・ニ ャ ー

　 が キ ン王朝 の 省 や 中央 に参 内 した り,外 ム オ ンな ど に外 遊39)す る折 に は,ク ア ン ・

　 フ ォ ソが財 産,金 銭,食 物40)を 運 ぶ役 目を 負 う。 外 遊 に か か った 出費 につ い ては,

　 クア ソ ・フ ォソが 帳 簿 に記 載 し,外 遊 後 に ムオ ンの 民 の 各世 帯 に割 り当 て て,十 分

　 に拠 出 させ る。

56.ク ア ソ ・フ ォソは8人 い る。

　 　 。 ソー ソ ・パ ソに は ク ア ン ・フ ォ ンが2人 い る。 ク ア ソ ・フ ォ ン ・チ ュオ ン

　 　 　 (quan　ph�g　 chu・40mg)は コー ソ村(b穗　 C�g)の クア ソ ・バ ー ンを つ とめ,田

　 　 　 を1マ ウ分 給 され る。 クア ソ ・テ ィ ・フ ォ ンは ビ ア村(b穗Bia)の ク ア ソ ・

　 　 　 パ ー ンをつ とめ,田 を1マ ウ分 給 され る。

　 　 ・ソ ー ソ ・ポ ソに は ク ア ン ・フ ォンが2人 い る。 ク ア ソ ・フ ォ ン ・チ ュ オ ンは

　 　 　 ナ ー ・ナ ー村(b穗Ncrﾔ)の クア ソ ・バ ー ンをつ とめ,田 を1マ ウ分 給 され る。

　 　 　 クア ン ・テ ィ ・フ ォソは,ブ ナ ック村(珞nPu�)の クア ソ ・パ ー ソをつ とめ,

　 　 　 田 を1マ ウ分 給 され る。

　 　 。ソ ー ソ ・ホ ー ・ル オ ソに は クア ン ・フ ォ ンが2人 い る。 クア ソ ・フ ォ ン ・チ ュ

　 　 　 オ ソは ペ ソ村(b穗Pen)の クア ン ・,.　 ソを つ とめ,田 を1マ ウ分 給 され る。

　 　 　 ク ア ソ ・テ ィ ・フ ォ ソは,ク オ ン ・ムオ ン村(b穗Cu�g　 Mu・ δうη9)の クア ソ ・

　 　 　 パ ー ソを つ とめ,田 を1マ ウ分 給 され る。

　 　 ・ソー ソ ・ホ ー ・カ ソに は クア ン ・フ ォ ソが2人 い る。 クア ソ ・フ ォ ン ・チ ュナ

　 　 　 ンは ヴ ァイ 村(bin殉0の クア ン ・・ミー ンを つ とめ,田 を1マ ウ分 給 され る。

　 　 　 クア ン ・テ ィ ・フ ォ ソは,ラ ー オ村(b穗L穉)の クア ソ ・バ ー ソを つ とめ,
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　 　　 田を1マ ウ分 給 され る。

57.ど の ソー ンに お い て も,ク ア ソ ・フ ォンの 下 に は クア ン ・チ エ ンが2人 い て,以

　 下 の よ うな 業 務 を 担 当 して い る。

・各 役 職 者 が 家屋 を建 築 す る際 に は,村 の 人hを 微 発 して労 働 奉 仕 させ る。

・オ ン ・ソ ー ン宅 に お い て,倍 役 労 働 代 納 米A1)の 量 検 査42)と 記 帳 を 担 当 す る。

・ソー ン内 の平 民 を徴 発 して,水 路,堰,堰 堤,水 道43)の 建 設 を実 施 す る。

・セ ン ・ムオ ンの際,黒 白2種 の水 牛 を オ ン ・モ ー,オ ン ・ソー ンの と ころ に 牽

い て い き,ム ナ ソの 銀 を受 け取 って,水 牛,牛,ブ タ,犬,ニ ワ トリ,ア ヒル,

そ の 他 必 要 な捧 げ もの を買 いそ ろ え る。

・盛 大 な 酒 宴 を 開 催 す る44)時1ク ア ソ ・チ エ ンは 脆 拝 して,ア ン ・ニ ャー と,

　 　 　 　 　 　 　 　 まみ

ア ソ ・ニ ャ ー に見 え る た め に参 じた45)他 の ム オ ソの フ ィア,お よび 自分 の ム

オ ンの フ ィ アを もて なす 。

・貴 族 出 自の者,フ ィア,ア ソ ・ニ ャーが 他 の ムオ ソか ら妻 を め とる場 合 は い つ

で も,ク ア ソ ・チ エ ンは,慣 習 に従 って,酒,米,水 牛,ブ タ,ニ ワ トリ,そ

の 他 の 各 種食 料a6)の 手 配T費 用47),衣 装48)を 担 当す る。

・キ ソや ラオ の 王侯 や他 の チ ャ ウム ナ ンの ア ン ・ニ ャ ー来 訪 の折 は,必 ず 水 牛 を

屠 って,ク ア ソ ・チ エ ンが酒,米,肉 を 用 意 して歓 迎 の意 を 尽 くす 。

・チ ャ ウム オ ンの 祝 賀 や 哀悼 の た め に ア ン ・ニ ャ ーに 来 賓 が あ る折 は,ア ソ ・

写真2堰 堤(ラ イチャウ省 トゥア ンザオ県)

　　　 川 の浸食 による土手 ・田地の流失を防 ぐ
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ニ ャーに 伺 候 しな くて は な らな い。 そ して,ア ソ ・ニ ャ ーの返 答 に応 じて,ク

ア ン ・チ エ ソは 実 務 を こ な して ア ソ ・ニ ャ ー に仕 え,パ ー ン ム オ ンの慣 習 に

従 って 仕 事 を 割 り当 て る。 も しア ソ ・ニ ャ ーが 激 務 で不 在 の場 合 は,他 の役 職

者 に 代 理 と して ア ン ・ニ ャー の仕 事 を 担 当 して も ら うが,そ の場 合 クア ソ ・チ

エ ソもそ の 代 理 の 者 に 同行 す る。 も しア ソ ・ニ ャ ーの 代理 を果 たせ る役 職 者 が

いな け れ ば,ク ア ソ ・チ エ ソが 代 理 を つ とめ る。ク ア ン ・チ エ ソは ア ソ ・ニ ャー

の代 理 で あ るの で,失 敗 は許 され ず,ま た 十 分 に 代理 役 を 果 た さな くて は な ら

ない 。

・各 クア ン ・チ エ ソは オ ン ・モ に従 っ て,「 礼 部 」 の仕 事 も補 佐 す る。

58.ソ ー ソの クア ソ ・チ エ ソは,そ の ソー ソの人 が 担 当 す る。別 の ソ ー ンの人 が担 当

　 す る こ とは で きな い。 各 クア ン ・チ エ ンは以 下 の よ うな 業 務 を 担 当 す る。

・ソー ソ ・パ ンの ク ア ン ・パ ソ ・チ エ ソ(quan　 p穗　chi駭g)は,ボ ソ村(b穗　 Bon)

の者 が つ とめ,田 を1マ ウ分 給 され る。 「礼 部 」 の仕 事 に も加 わ る49)。

・ソ ー ン ・ポ ソの クア ン ・ボ ン ・チ エ ン(quan　 pong　 chr駭g)は,ト ム村(b穗

ThBm)の 者 が つ とめ,田 を1マ ウ分 給 され る。 「礼 部 」 の仕 事 に も加 わ る。

・ソ ー ソ ・ホ ー ・ル オ ソ の ク ア ン ・ホ ー ・ル オ ソ ・チ エ ソ(quan　 ho　lu�g

chi駭g)は,ル ア ッ村(b穗　 Luak)の 者 が つ とめ,田 を1マ ウ分 給 され る。 礼

具 を管 理 す る。セ ソ ・ム オ ソの時 に は,ク ア ソ ・ホ ー ・ル オ ン ・チ エ ソが オ ン ・

ボ ー ・ル オ ソの指 示 を 仰 い で,慣 習通 り執 行 しな くて は な らな い。

・ソ ー ソ ・ポ ソ ・カ ンの クア ソ ・ボ ン ・カ ン ・チ エ ン(quan　 pong　 tang　chi駭g)

は,コ ー村(b穗Co)の 者 が つ とめ,田 を2分 の1マ ウ分 給 され る。 「礼 部 」

の仕 事 に も加 わ る。

・ソー ン ・ボ ン 。カ ンの ク ア ン ・ホ ー ・カ ン ・チ エ ン(quan　 ho　tang　chi駭g)は .,

レー村(b穗Le7の 者 がつ とめ,田 を2分 の1マ ウ分 給 され る。 「礼 部」 の仕 事

セこも加 わ る。

。ソー ソ ・パ ソの オ ソ ・ホ ー 。ヘ ー ・チ エ ン(6πgゐ0加C痂 働g)は,ダ ン ・ル オ

ン村(b穗jg伽8加 δ〃g)の 者 が つ とめ,田 を1マ ウ分給 され る。 「礼 部 」 の仕

事 に も加 わ る。

・ ソー ソ ・ボ ン の オ ン ・プ ア ッ ・チ エ ソ(�g　 puczk　C海'翫8)は,プ ソ村(∂ 伽

P甁g)の 者 がつ とめ,田 を2分 の1マ ウ分 給 され る。 「礼部 」 の仕 事 で は な い

が,セ ソ ・ム オ ソの 時 に は,力 を貸 さな くて は な らな い。
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　 　 ・ ソ ー ソ ・ホ ー ・ル オ ソ の オ ソ ・チ ャ ー ・フ オ ソ ・チ エ ソ(6〃geh竕ﾁ ・{勘

　 　 　 chi駭g)は,ラ イ ン村 の 者 が つ とめ,田 を2分 の1マ ウ分 給 され る。 「礼 部 」 の

　 　 　 仕 事 で は な い が,セ ソ ・ムオ ソの時 に は,力 を 貸 さな くて は な らな い。

59.ど の ソー ンに も オ ソ ・チ ャ ー(�g　 cha)が2人 い て,以 下 の よ うな業 務 を担 当す

　 る。

・セ ン ・ム オ ンの時 ,同 じムオ ン ・フ ィア 内 の タ ー イ,サ ー,モ ソの 各村 に対 し

て拠 出 の割 り当 て を 決 め,世 帯単 位 で各 ソー ソ役 職 者(オ ソ ・ソー ソ)に 金品

を納 め させ る。

・高 位 高 官 の ム オ ソ来 訪 時 に は,米,酒,ア ヒル,ニ ワ トリの拠 出 を ソー ソ内 の

平 民 に割 り当 て,ソ ー ン役 職 者(オ ソ ・ソ ー ソ)の 家 に集 ま って,客 人 を歓 待

す る。

・ソ ー ン役 職 者(オ ン ・ソー ン)の 家 に 客 人 が あ る時 は,各 ソー ソのチ ャー ・ソー

ン(ch窗�g)が もて なす 。 別 の ソー ソ の チ ャー ・ソー ソが行 う こ とは で きな

い 。

・これ ら8人 の チ ャー の うち4人 は 「礼 部 」 に 属 す る。 どの村 の チ ャー も,自 分

の 村 か ら職 田 を分 給 され る。

・ソー ソ ・パ ンの モ ソ村 に い る のが 第1の オ ン ・チ ャ ーで,ダ ン ・ル オ ソ村),r`.い

るの が 第2の オ ン ・チ ャー で あ る。 いず れ も 「礼 部 」 に属 す る もの で は ない 。

彼 らは 田を2分 の1マ ウ分給 され る。

・ソー ン ・ボ ンの トム村 に い るの が第3の オ ソ ・チ ャーで,プ ソ村 に い るのが 第

4の オ ン ・チ ャー で あ る。 彼 らは 「礼 部 」 に 属 し,田 を2分 の1マ ウ分 給 され

　る。

・ソ ー ソ ・ホ ー ・ル オ ンの ナ ー ・ル ック村 に い る のが 第5の オ ン ・チ ャ ーで,ラ

イ ソ村 に い るのが 第6の ナ ソ ・チ ャ ーで あ る。 いず れ も 「礼 部 」 に属 す る もの

で は な い。 彼 らは 田を2分 の1マ ウ分 給 され る。

・ソー ソ ・ポ ソ ・カ ンの コー村 に い るの が 第7の オ ソ ・チ ャー で,レ ー村 に い る

の が 第8の オ ン ・チ ャーで あ る。 彼 らは 「礼部 」 に属 し,田 を2分 の1マ ウ分

給 され る。

60.ム ナ ソに は フ オ ソ村 に オ ソ ・ラム ・ポ ソが さ らに い て,田 を2マ ウ分 給 され て い

　 る。 また,ナ ー ・ダイ ソ村 の ナ ソ ・ラム ・ホ ーは 田 を1マ ウ分 給 され る。 こ の2オ

　 ン(ong)50)は,ア ソ ・ニ ャーや フ ィアの 上 意 を 各 オ ン ・ソ ー ンに いつ で も下 達 で き
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　 る よ うに 待 機 して い な くて は な らな い。

　 　 　(キ ンの)王 侯貴 族や 他 の チ ャウ ム オ ソの ア ソ ・ニ ャ ーが来 歴 した 際 には,歓 待

　 す るた め に,こ の2オ ソが酒,米,ブ タ,ニ ワ トリ,ア ヒル を各 オ ン ・ソー ンの 家

　 に 調 達 しに走 らな くては な らない 。

　 　 ム オ ソが 禁 忌 の儀 礼51)を 開 催 す る時 に は,ナ ソ ・ラ ム ・ポ ソが ア ソ ・ニ ャ ー52)

　 の 代 わ りと して,太 鼓 と銅 鍵 を うち 鳴 ら し53),大 声 で 告 げ 知 らせ に まわ る。 つ ま り

　 オ ソ ・ラ ム ・ポ ソは,礼 部 で オ ン ・モ ーに仕 え る位 置 にあ る。

6L各 村 で は,ク ア ン ・バ ー ソか タ オ ・バ ー ソ(tao　 b穗)が 村 長 と して 執 事 す る。 タ

　 オ ・バ ー ン,ク ア ン ・バ ー ンを チ ャ ー ・パ ー ン(ch稈穗)が 補 佐 す る。 重 大 な 問題

　 に つ い て は,ソ ー ソや ムオ ソに上 申す る前 に,ソ ー ンの クア ン ・パイ ッ クや クア ン ・

　 フ ォソ と と もに協議 を 行 う。クア ソ ・パ ー ンや タ ナ ・バ ー ソに は チ ャ ー(。 パ ー ン)

　 とい う補 佐 が い て,以 下 の よ うな 仕事 を担 当す る。

　 　 信頼 で きな い こ とや 不 都 合 が 生 じた場 合,ク ア ソ ・バ ー ンや タオ ・-¥　 ンが つぶ

　 さに調 査 し,洗 い ざ らい 明 らか に した うえ で54),自 ら文 書 を した た め,オ ン ・ソー

　 ンに報 告 す る。

　 　 税,金 銭,米 な どの 徴 収 や,倍 役 当番 の召 集 の 折 に は,当 番 の 人 と もの を徴 発 し

　 て十 分 に納 め る必 要 が あ る。

　 　 税,人 員,食 物,金 銭 の 微発 が十 分 で なか った り,迅 速 で な い 不従 順 な村 が あれ

　 ぽ,オ ン ・ソー ンの 裁 断 で クア ン ・バ ー ンに 対 して,「 足 の値 の銀(η8δ きηC炙in)」

　 す なわ ち銀3.6ピ ア(bia)55)の 罰 金 が科 せ られ る。

62.内 ム オ ンの4ソ ー ン内 の 各 クア ソ ・バ ー ンは,ム オ ンの 法56)に 従 っ て,ソ ー ン

　 や ム オ ソ レベ ル の オ ソや クア ソを も兼 任 す る。 彼 ら も役 職 機 構 に応 じた 職 田 を受 給

　 で き る。 他 に ク ア ン ・バ ー ンが なす 仕 事 に つ い て,ム ナ ソの 法 が定 めつ く して い る

　 わ げ で は な い57)。

63.村 に ソー ソ レベ ル の オ ソや ク ア ソ(quan)58)を つ とめ る人 が い な か った 場 合,ム

　 オ ソ レベ ル の オ ンや クア ンが クア ソ ・バ ー ソを 兼 ね る。 村 に は クア ソ ・パ ー ソが い

　 な くて は な らな い。 クア ソ ・バ ー ソに 分 給 され る職 田 は,小 さ い村 な ら少 な く,大

　 き い村 な ら多 い 。 しば しば 規 定59)に 照 ら して これ を 見 立 て る 。 す な わ ち,1マ ウ

　 の 田 な ら2サ オ を ク ア ン ・バ ー ンに,た とえ ば7,8マ ウの 田が あれ ぽ3.5～4サ

　 オ を クア ソ ・バ ー ソに取 り分 け る。

64.つ ぎに,村 の 田地 面 積 に 応 じて,ク ア ソ ・バ ー ソや タ オ ・・ミー ソが 規 定 に 従 って

　 ムオ ソの民 に負 担 を 割 り当 て る。 昔 か ら今 まで伝 え られ て い る規 定 に よ る と 「ぴ っ
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　 た り釣 り合 って い るべ き α伽 削 伽9酌 伽g'δ)」 であ る。 す な わ ち,受 給 され る 田

　地 が少 しだ け な らム オ ン の労 働 も少 しだ け。 一 方,ム オ ンの 田を た くさん 受 け持 つ

　 人 は,た くさ ん ム ナ ソの 労 働 を す る。 田地 を担 当 して いな い人 は ムオ ンの 労働 に行

　 か な くて よい。 僅 諺 に 曰 く 「田を 担 当 すれ ば労 働 も課 せ られ る@φn竅A ρδ 吻 κ)」

　 で あ る。

65.た く さん の村 が 集 ま っ て ム オ ソを なす 。 ムオ ンに お いて は,大 きな 村 な ら ソー ソ

　 レベ ル の オ ンや クア ソを つ とめ る人 々に ク ア ン ・パ ー ンが 任 され る。 そ の 中 に,ク

　 ア ソ ・パ イ ッ ク ・チ ュオ ソ(quan　 p稍h　 chu・_trng)が村 の代 表 を 兼 ね て い る大 きな村

　 が4つ あ る。 も っ と小 さ い村 で は,ク ア ン ・テ ィ ー ・パ イ ックや クア ソ ・フ ォ ン

　(quan」ph�g)が 村 の代 表 を任 さ れ,さ らに 小 さ い村 で は ム オ ン レベ ル の クア ソ を

　担 当 して い な い人 に,村 長 が 委 ね られ る こ と さえ あ る。

66.ム ナ ン内 の4ソ ー ン以 外 に も,ム オ ソ ・ム オ イ に は,ム オ ソ ・エ ッ(ル 伽 δう〃g

　ﾉk),ム オ ソ ・バ ー ソ(Mu,�gβ4御),バ ー ソ ・パ ー ソ ・ム オ ソ ・ピ ソ(B穗　 P穗

　Mン ・伽gP殉 す な わ ち バ ー ソ ・ピ ン(B穗巧 刀),ム オ イ ・ノイ(Mu�1>�),チ エ

　 ン ・ダー(Chi駭　 Dの とい う5つ の ロ ー ソが あ る。 各 ロー ンに は タナ ・ロー ソが い

　 て ロー ソの長 を な し ロー ソ内 の 各仕 事 を監 督 して い る。 ロー ンの 中 に も首長 を補 佐

　す る オ ソや クア ソが いて,村 や ム オ ソの祭 りを司 る モや チ ャー ソ(Chang)も い る。

67.各 ロー ソの 中 に もバ ー ン ・クエ ンが あ り,ク エ ンそ れ ぞ れ に タ オ ・クエ ソ(tao

　qu駭)が い て長 を つ とめ る。 各 村 に は,長 で あ る クア ン ・バ ー ンが い る。

68.ア ン ・ニ ャー は,倍 役 当 番,金 銭,食 料 を取 り立 て,規 定 に 従 って 各 ムオ ソ フ ィ

　 ア に 分 配 す る。 た とえ ば ア ン ・ニ ャ ーは100を 受 納 して は じめ て 各 ム オ ンフ ィア に

　分 配 で き る。 内 ム オ ソで あ る ムオ ソ ムオ イ は30,ム オ ソ ・ラ ム と ムオ ソ ・サ イ は そ

　 れ ぞれ20ず つ 受 け 取 り,ム ナ ソ ・ピエ ソは17,チ エ ソ ・パ ッ クは13受 け 取 る。 後 者

　4つ の ム オ ソフ ィアは 外 ムオ ソで あ る。 フ ィア ・ムオ ソ とは ムオ ン フ ィア の首 領 で,

　徴 収 を 計画 し,実 行 して か ら ア ソ ・ニ ャー一に十 分 納 め る。不足 が あ って は な らな い。

69.ム ナ ソ ・ム ナ イ(チ エ ソ ・デ ィー)は 各 ソ ー ソに分 配 す る前 に,30徴 収 す る。 内

　 ムオ ンに は4ソ ー ソあ り,そ れ ぞ れ が4.5の 割 合 な の で 合 計18で あ る。 ロ ー ソで あ

　 る ムオ ン ・エ ッが4の 割 合 で あ る。 そ して 他 の4ロ ー ンは そ れ ぞ れ2な の で 合 計8

　 で あ る。
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4章 ムオ ンレベル,村 レベル の役職 を

　　　 得 るための規定(70～88条)

70.平 民 に関 して は,慣 習 を よ く知 りバ ー ソ ムナ ンを作 り上 げ て い る者 は 誰 で も,・ミー

　 ンム オ ソに よ って クア ー ソ(Qu穗g)や ス ー(惣 ・)とい う名[原注]を 与 え られ る。

[原注]ク ア ーソや スーとい う名について:バ ーソムオ ソに居住 する全て の男性 は,家 内奴

　　隷(c�hu+�)の 階層 を除 くと,成 長す る とお金 を出 して 自分 の詳 とは異なる名称を

　　買い取 らな くてはな らない。中で も貴族 に属す る姓 の者 は,チ ュオ ン(c肋 ・(玩9)やチ

　　エ ウ(Ghi騏)と い う名を もら う。た とえば βρc　Cあπ艶6氏 はChu・{うπg　T稱と い う名,

　　Bac　C穃　 C穡氏 はChi騏彫 〃 とい う名を得 ている。 もし平民に属す る姓の者な ら,

　　 クアー ソや スーとい う名であ る。た とえぽ,i�ﾗ"β6iη 氏はQu穗g　 Y麩と い う名を

　　得 ていて,Qu穗g彫 πNoi氏 は 濁〃77伽 とい う名を持 っている。 この社会では,男

　　は誰 もが こ うした名 を持 っては じめ てムオ ソや村におけ る職 責を得 ることがで きる。

　　おそら くは,ベ トナム北部平野においてかつ てキ ソがニエウ(nhi黏)と い う名を以て よ

　　ばれた の と同様であ る。

71.ク ア ー ソや ス ー とい う名 を 授 か った 者 な ら誰 で も村 長 の職 を 求 め る こ とが で き

　 る。

72.ク ア ソ ・パ ー ンを つ とめ た者 は誰 で も クア ン ・テ ィ ・フ ォンの 官職 を求 め る こ と

　 が で き る。 クア ン ・テ ィ ・フ ォソを つ とめ る と,今 度 は フ ォ ン ・チ ュオ ン(ph�g

　 chu・{勅g)の 官 職 を 求 め る こ とが で きる。 フ ォン ・チ ュオ ンを つ とめ る と ク ア ン ・

　 テ ィ ・パ イ ックの官 職 を求 め る こ とが で き る。 クア ン ・テ ィ ・パ イ ッ クをつ とめ る

　 と,パ イ ック ・チzオ ソの職 を 求 め る こ とが で き る。 パ イ ック ・チ ュオ ソをつ とめ

　 る と オ ン ・チ ャー ・フ オ ンの 官職 を求 め る こ とが で き る。 全 部 で4段 階 の組 織 機

　 構⑰ が で きあ が って い る。

・オ ン ・チ ャ ー ・ フ オ ン

・ク ア ン ・パ イ ッ ク(quan 、p稍h)=ク ア ン ・テ ィ ・パ イ ッ ク と パ イ ッ ク ・チxオ

　 ソ

・ク ア ソ ・フ ォ ソ:ク ア ソ ・テ ィ ・フ ォ ン と フ ォ ン ・チ ュ オ ソ

・ク ア ソ ・バ ー ソ

73.組 織機構の上部に入 り込 もうと思った り,そ うせざるを得ない者は 「官職志願金
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　 (ng�　 xo　ch禔EC)」 を ア ソ ・ニ ャ ー に 納 め る 必 要 が あ る。

・ク ア ソ ・バ ー ソや クア ソ ・テ ィ ・フ ォ ンの官 職 を 志 す 者 の 官 職 志 願 金 は
,銀

4.4ピ ア であ る。

・クア ソ ・パ イ ック(ク ア ソ ・テ ィ ・パ イ ッ クとパ イ ック ・チ ュオ ソ)の 官 職 を

志 す 者 の 官職 志 願 金 は,銀6.6ビ ア で あ る。

・オ ン ・チ ャ ー ・フオ ソの 官 職 を 志 す 者 の官 職 志 願 金 は ,銀1.2ボ ン(gong)で

あ る。

　 また,職 権 を得 た い と思 う者 は お 金 を 費 や して,ア ン ・ニ ャ ー,フ ィア,オ ン ・ソー

ンに 賄 賂 を 贈 り,平 伏 脆 拝 しな くては な ら ない。 そ うした こ とをや っ て,金 銭,酒,

ブ タ,ニ ワ ト リを い くらで も差 し出 さ な くて は な らな い。 こ う した こ とを や れ ば,上

の 人 が 目を か け て 「納 め 入れ,召 し抱>x(璟d黎xauau　 d黎khda)」 て くれ,仕 官 で

き るで あ ろ う。

74.官 職 を 得 た暁 に は,長 老 会(th穹　 k馼穗g〃2μ ・伽8)bこ 上 記 の職 権 を 得 た こ とを 正

　 式 に 承認 して も ら うた め に また 饗宴 を催 し,酒,ブ タを ア ソ ・ニ ャーに 振 る舞 い,

　 モ に 慣 習 の お 金 を 支 払 う。 モ は そ の人 が ア ン ・ニ ャ ー邸61)に 参 上 して 長 老 会 に 出

　 席 し2ア ソ ・ニ ャー と席 を 同 じ くで き る よ う認 可 を取 る。

・チ ャー ・フオ ソをつ とめ る者 は ,3ビ アの銀 を 出 さな くては な らな い 。

・他 の職 権 を得 た 者 は ,1.5ビ アの 銀 を 出 さな くて は な らな い。

75.チ ャ ー ・フオ ソま でつ とめ た 者 で,さ らに上 の官 職 を求 め るな らぽ 行 き着 くと こ

　 ろ は オ ン ・パ ン(オ ン ・セ ン)で あ る。 慣 習 に よ って,官 職 志 願 金 を これ 以 上 支払

　 うこ とは な いが,ア ン ・ニ ャ ーに 合 掌 し伺 候 す る時 に,職 を 受 け 取 るた め に 贈 り物

　 をす る。

・各 ソ ー ソの 長 の職 を 受 け た 者 は ,ア ン ・ニ ャ ーに カ ポ ッ ク綿62)の 敷 き布 団 を

　 1枚 贈 る。

・各 クア ンの職 を 受 け た 者 は,ア ン ・ニ ャーに 藍 で 黒 く染 め た ズボ ンを1枚 贈 る。

・最 後 に,ど の官 職 を 受 け た 者 も必 ず,藍 で 黒 く染 めた 頭 巾を1尋,ア ン ・ニ ャー

に贈 る。

76.ア ン ・ニ ャーが 贈 り物 を 喜 ん で受 け入 れ}正 式 な 辞 令 を 交 付 す る と,官 職 の新 任

　 者 は,ア ン ・ニ ャ ー と長老 会 に ブ タ と酒 を振 る舞 って 饗 応 す る。

405



国立民族学博物館研究報告　　26巻3号

77.官 職 の新 任 者 は誰 で も}モ に も贈 り物 を す る。

。オ ソ ・ソ ー ンの職 を受 け た 者 は,上 着 を1枚 贈 る。

・各 クア ソの職 を受 けた 者 は ,ズ ボ ソを1枚 贈 る。

・最 後 に ,ど の 官 職 を受 け た 者 も必 ず,藍 で黒 く染 め た頭 巾を1尋 と,扇 子 を

　 1つ キ ソか ら買 って贈 る。

78.官 職 を 得 た 人 は先 に ア ソ ・ニ ャーに 伺 候 して 贈 り物 を しな くて は な ら な い。 そ れ

　 か らモ は は じめ て慣 習 を代 表 す る者 と して 詞 を 述 べ る こ とが で きる。 モ に対 面 して

　 職 を 受 け 取 る と,次 の よ うに挨 拶 す る。 「ア ン ・ニ ャーの ご恩r,rYLより,村 に お い て,

　 ム ナ ソにお い て 云h」 と。 挨 拶 が 終 わ る と,モ が 賛 辞 を 述 べ て贈 り物 を受 納 し,こ

　 う して は じめ て 新 しい 官職 に任 命 され る。

79.も し小 さ く狭 い 村 の役 職 経 験 者 で あ る な ら,大 きな 村 に お け る官 職 に変 わ る こ と

　 が で き る。

80.も しオ ソ ・ソー ソ,オ ソ ・ス ー(δπgκの,ク ア ン ・パ イ ッ クと他 の職 権 の地 位 に

　 就 い て,「 梯 子 の段,座 る場 所 を 交 代 す る(・Xpren　kh穗　 day　Gay　ti　n穗g)」63)者 が ど う

　 して もみ つ か らな い な ら,以 下 の よ うな規 約 に 従 う。

・た とえぽ ,ま さに 次 の地 位 であ る。各 長老 会 の役 職 者 の 子 弟64)は,オ ン ・ホ ー ・

カ ソ65)か ら下 は ナ ソ ・チ ャー ・フナ ソま で の 地 位 の 官 職 に 就 く こ とを 許 され

　る。

・た と>xば,ま さに 次 の 地位 で あ る。 オ ン ・ス ーの 子 弟 は,オ ン ・チ ャー ・フ オ

ンか ら下 は クア ソ ・パ イ ック まで の地 位 の官 職 に 就 くこ とを許 され る。

・た とえぽ,ま さ に次 の 地位 で あ る。クア ソ ・パ イ ッ クの 子 弟 は,ク ア ン ・テ ィ ・

フ ォ ンか ら下 は ク ア ソ ・バ ー ン まで の地 位 の官 職 に 就 くこ とを許 され る。

・た とえば,ま さに 次 の地 位 で あ る。 クア ソ ・パ イ ッ ク,ク ア ソ ・テ ィ ・フ ォ ソ,

クア ン ・バ ー ンの子 弟 は,父 や 兄 が つ とめ る地 位 を引 き継 ぐこ とが で き る。 も

し,交 代 で き ない 場 合 で も,水 田 の狭 い小 さな 村 の クア ン ・バ ー ソには なれ る。

81.主 の魂 で あ る貴 族(luk　 tao)以 外 につ いて は,以 下 の 通 りで あ る。 平 民(luk　 d麩)

　 で も,も し聡 明 で,勇 気 が あ り,頑 健 で,道 理 をわ きまえ,慣 習 に 明 る く,ア ソ ・

　 ニ ャ ーに忠 実 従 順 で,機 知 に 富 み,水 に落 ち て死 す る も恐 れ ず,火 に 焼 か れ て燃 え

　 る も恐 れず,十 分 に 袖 の 下 を く ぐ らせ る財 力が あ る者 は,オ ソ ・ソー ソ,オ ン ・ス ー,

　 クア ン ・パ イ ッ クの職 を 求 め られ る。
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82.長 老 会 の 役職 者 の子 弟 に生 まれ でて,ま た 諸 事 に 明 るい人 で あれ ば,実 兄や 実 父

　 の 職権 の地 位 を嗣 ぐ こ とが あ る。 しか し,規 約 の額 を超 え た金 銭 が要 請 され る。 ど

　 れ く らい の額 に な るか は 誰 も計 算 で きな い 。 袖 の 下 を く ぐ らせ,ア ソ ・ニ ャ ーの と

　 ころ に馳 せ 参 ず る の は仕 事 で あ りつ とめ で あ る。 バ ー ンム ナ ンが 全 員 一 致 し,完 全

　 な 同意 が得 られ る と,父 や 兄 か ら職位 が 譲 り渡 され,辞 令 を待 つ 。

83.も し タオ ・mソ が 空 位 で あ れ ぽ,内 ムオ ソの ロー ンで も,外 ム オ ンの ロー ン と

　 同様 で あ る。 た とえ ぽ,ム オ ソ ・ムオ イ の チ エ ン ・デ ィー に属 す る ム オ ン ・エ ッ,

　 ム オ ソ ・ラムに 属 す るーー　 ソ ・パ ー ソ ・ム オ ン ・ピ ソaム オ ソ ・サ イ に属 す る ムオ

　 ソ ・ザ ー ソ,チ エ ソ ・パ ヅクに 属す る ム オ イ ・ノイ,ム オ ソ ・ピエ ソに属 す る ムオ

　 ソ ・ピア,い ず れ の ロー ソに お い て も,タ オ ・ロー ンの職 を 得 よ うとす る者 は,ま

　 ず,ア ン ・ニ ャーに 意 向 を 伺 い,そ れ か ら金 銭 を ア ン ・ニ ャーに 差 し出 して,平 伏

　 脆 拝 し,ア ソ ・ニ ャーに 職 を 乞 う。

84.も し,ム オ ソ ・エ ッの よ うに 内 ムナ ンに属 す る ロー ン の オ ソ ・パ ンの役 職 を得 よ

　 う とす る者 が み あ た らな け れ ぽ,あ る い は,ム ナ ン ・サ イ,チ エ ン ・パ ッ クの よ う

　 な外 ム オ ンの ロー ンに お い て は,平 民 な ら誰 で も職 権 を 求 め る こ とが で き,オ ソ ・

　 ポ ソを 前 任 した 者 で あ ろ うとな か ろ う と,ナ ン ・パ ンの役 職 を求 め る こ とが で き る。

　 　 オ ソ ・ポ ソ以外 の 者 が オ ソ ・パ ソ職 に 就 任 し よ うとす る場 合,も しそ の 人 が ナ

　 ン ・パ ソで なか った ら,ア ソ ・ニ ャーに 銀1.2ボ ン贈 らな くては な らな い。 ア ソ ・

　 ニ ャーが そ れ を 取 り納 め て は じめ て ロー ンの オ ン ・パ ンに就 任 で き る。

85.ム オ ソ ・ム オ イ と い うチ ャ ウ ム オ ンに お い て は,も しム オ ン フ ィア に フ ィア ・

　 リーや フ ィア ・フ ォ ーが い な けれ ぽ,ア ソ ・ニ ャー とバ ー ン ムオ ソす なわ ち チ ャウ

　 ム オ ン行 政機 構 全 体 で代 わ りの人 を捜 さ な くて は な らな い。 そ の場 合 以下 の規 定 に

　 従 う。

・フ ィア ・リーや フ ィア ・フ ォー の子 弟 は そ の 後 継 者 に な る こ とが で きる
。 も し

子 供 が な け れ ば,弟 で もい い。 も し弟 もい な け れ ば,役 職 に就 い て い な い貴 族

(tao　c加 瞬ηg)66),あ る いは タナ ・ロー ン,あ る い は裕 福 でか つ ア ン ・ニ ャーに

貢 い で 平 伏脆 拝す る者 が代 わ る こ とが で き る。

・ア ン ・ニ ャ ーは ,子 孫 や 親 族 に つ い て,生 活 状 況 な どに つ い て よ く観 察 す る。

フ ィア ・リーや フ ィア ・フ ォー の役 職 を 求 め る者 は,そ の職 にふ さわ し く清 廉

潔 白で あ り,バ ー ンム オ ソに忠 誠 で な け れ ぽ な らな い。

・全 員 の合 意 が得 られ た ら,ア ソ ・ニ ャーは そ の ム オ ソ ・フ ィアの オ ソ ・ソ ー ン,

タ オ ・ロ ー ン と各 村 長 を 召 集 して 会 合 を 開 き,討 論 の後 に は じめ て 承 認 す
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る。フ ィア ・リーや フ ィア ・フ ォー とな る人 を 承認 す る の に必 要 な 仕 事 も,バ ー

ン ム ナ ンの 首 領 で あ る ア ソ ・ニ ャ ーが 執 行 す る と い う規 約 が あ る 。 ア ン ・

ニ ャー は,各 人 一 人一 人 に紙1枚 を発 行 す る。 クア ソ ・バ ー ンか ら ムオ ン レベ

ル の ナ ンや ク ア ンに至 る各 役職 者 は,そ の会 合 に 出席 して,立 候 補者 を よ く吟

味 し,誰 か 賛 成 で き る人 が い た ら,ア ン ・ニ ャー に渡 され た 紙 に そ の 人 の 名 を

記 入 して ア ン ・ニ ャ ーに提 出す る。

・ア ン ・ニ ャーは そ れ を1枚 ず つ 開票 し,最 多数 の合 意 を 得 てい る人 が い れ ば,

そ の人 を フ ィア ・リーや フ ィア ・フ ォー の役 職 に就 任 させ る。

・フ ィア ・リーや フ ィア ・ブ ォーの役 職 に就 く人 は,ア ソ ・ニ ャーに 対 して 貢 ぐ

必 要 が あ り,銀3.6ポ ン と,そ れ に 加 え て い くらに な るか は 見 当 つ か な い 。 も

しア ン ・ニ ャー に寵 愛 され,信 頼 され て,任 期 期 間 中ず っ と職 権 を 維 持 した け

れ ば,多 大 な 出費 が 伴 う。 い くら 出せ ぽ十 分 とい う限 界 は ない 。

86.も しア ソ ・ニ ャー,フ ィア ・ トー,フ ィア ・トンの職 が 空 位 とな った 場 合,ま ず

　 バ ー ソ ムオ ソの 代表 で あ る長 老 会 に と って,そ の 子 ど もか 弟が 適 任 か 否 か を 問 う。

　 そ の 間,長 老 会 が息 子 を選 出 しなけ れ ぽ,弟 の 審議 に 入 る。 も し弟 もそ の地 位 に 適

　 任 で な い と長老 会 に判 断 され た 場 合,他 の 貴 族 出 自の者 に まで対 象 が広 げ られ る。

　 貴 族 のい ず れ か で,見 識 が 高 くr聡 明 で,容 姿 端 麗 な者 た ち が,「 バ ー ソ ム オ ンを

　 負 って た つ 役職 に ふ さ わ しい者(η 乃4置〃、.xpieng　b穗γ ∂ηP画δ々 9〃iu・δうη9)」 と して,前

　 任 者 に 代 わ る こ とが で きる。

・アソ ・ニャー,フ ィア ・トー,フ ィア ・トンを選任す る作業は,会 議に出席 し

ている長老会の各役職者に未記入の紙を渡 して同意す る人の名前を書 くという

や り方を取るのではない。規約では,ま ずナソ・セソかオソ ・モ,こ の2オ ソ

が長老会で直接推薦する。それから,ム オソレベルの長老会各役職者が討議を

行 う。もし2オ ソの合意に対 して誰 も異議を唱えなければそれで決定する。 も

　し1人 でも不賛成を述ぺる者がいれば,長 老会は審議を繰 り返す。完全な合意

が成立 して,異 議を唱える者がいなくな り万事がおさまるまで行 う。もしそれ

でもうまくまとまらない場合は,長 老会が別の人を推薦する。

・ロ姓,カ ム姓の者は上記3役職に就任できるが,平 民は就任できない。

87.ロ 姓,カ ム 姓 の 者 は,タ オ ・ロ ー ソ,タ オ ・ クエ ン,フ ィ ア(フ ィ ア ・ リ ー,フ ィ

　 ァ ・フ ォ_rフ ィ ァ ・ トー,フ ィ ア ・ トソ)と ア ソ ・ニ ャ ー に 就 任 で き る。
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　 　 ・ロ姓,カ ム姓 の者 が 村 長 を つ とめ る場 合,ク ア ン ・パ ー ンで は な く,タ オ ・バ ー

　 　 　 ン と よぽ れ る。

　 　 ・ロ姓,カ ム姓 の者 が ソ ー ソ レベ ル の官 職 に就 く こ とは 許 され て い な い。 そ うす

　 　 　 る場 合 は,必 ず 平 民 の 姓 に 改姓 す る必 要 が あ る67)。

　 　 ・平 民 の姓 の 者 は,ク ア ソ ・パ ー ンか らム オ ソの=オソ ・パ ソ(オ ン ・セ ン)ま で

　 　 　 の地 位 に 就 任 で きる。 た だ し貴 族 の姓 を 受 け た 場 合 を 除 く。

　 　 ・規 約 で は,ル オ ン姓 の者 は オ ソ ・モに なれ る68)。

88.チ ャウ ムオ ソの 中 で裕 福 な平 民 で,ア ン ・ニ ャ ーの寵 愛 を 受 け,ア ン ・ニ ャー と

　 長 老 会 に よ く仕 え る者 は まれ に フ ィア に就 任 で き るが,そ れ 以上 の役 職 には 就 け な

　 い 。

5章 　告訴,処 罰 をめ ぐる仕事 についての規定(89～98条)

89.規 約 では,ア ソ ・ニ ャ ーは バ ・一ンム オ ソが 銀1.2ポ ソか ら12ポ ソ まで を 罰 金 か ら

　 受 納 す る こ とを許 す 。

　 　 ・ア ン ・ニ ャー は,フ ィア ・トー75竅@ 3.6ビ アか ら6ポ ソを罰 金 か ら受 納 す る こ

　 　 　 とを許 す 。

　 　 ・ア ソ ・ニ ャーは,フ ィア ・ トン,フ ィア ・リー,フ ィア ・フ ォーが 銀1.2ビ ア

　 　 　 か ら9ポ ンを 罰 金 か ら受納 す る こ とを許 す 。

　 　 ・ア ソ ・ニ ャーは,ナ ン ・セ ン(オ ン ・パ ン)が 銀1.2ピ アか ら9ビ アを 罰 金 か

　 　 　 ら受 納 す る こ とを許 す 。

　 　 ・ア ソ ・ニ ャー は,オ ン ・ボ ンが銀1.2ピ 』アか ら8.8ピ ア を 罰 金 か ら受 納 す る こ

　 　 　 とを 許 す 。

　 　 。ア ン ・ニ ャー は,オ ソ ・ホ ー ・ル オ ソが 銀1.2ビ アか ら7.7ピ ア を 罰 金 か ら受

　 　 　 納 す る こ とを 許す 。

　 　 ・ア ン ・ニ ャ ーは,オ ン ・ポ ソ ・カ ン以 下8ク ア ン ・パ イ ッ ク,8ク ア ソ ・フ ォ

　 　 　 ン まで が 銀7バ ッ ク(b稍)69)か ら6.6ビ ア を 罰金 か ら受 納 す る こ とを 許 す 。

　 　 ・ア ン ・ニ ャ ーは,ク ア ソ ・チ エ ン(quan　 chi駭g),ク ア ン ・チ ャ ー(quan　 cha),

　 　 　 クア ソ ・バ ー ンが 銀5パ ックか ら4.4ピ アを 罰 金 か ら受 納す る こ とを許 す 。

90.各 役 職 者 た ちは,ふ さわ しい額 の罰 金 を 徴 収 す るた め に,そ れ ぞ れ に つ い て 間違 っ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 409
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　 てい るか 正 しい か,事 件 の重 大 さを吟 味 しな が ら,念 入 りに調 査 を 実施 す る。 適 切

　 な審 理 が 完 了 す る と,ま ず フ ィア ・ トー,フ ィア ・ トソ,フ ィア ・ リー,フ ィア ・

　 フ ォー か ら下 は クア ン ・バ ー ン まで の全 て の 担 当官 が,チ ャ ウ ムオ ソ 内 の ア ソ ・

　 ニ ャー と長 老 会 に 対 して まず報 告 す る。 そ れ か ら ア ソ ・ニ ャ ーは,罰 金 を い くら と

　 す るか 彼 らが 決 定 す る こ とを許 す 。 ア ソ ・ニ ャーが 許 可 して い な い の に,こ っそ り
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 なんびと

　 と自分たちで判断することは何人 もできない。

91.平 民が訴訟を起こす場合であれ,な にかを訴え出る場合であれ,最 初にクアン・

　バーソに吟味検討する職権がある。規約に従えば,村 レベルの訴訟を起 こすには以

　下の3段 階がある7D)。

・ニ ワ ト リ1羽,酒 瓶1本 に 銀5バ ック

・酒瓶2本 ,ア ヒル1羽 に 銀5パ ック

・ブ タ1頭,酒 瓶4本 に 銀1ビ ア

92.も し双方 が クア ン ・パ ー ソで は な か な か 解 決 で き な い と判 断 す る と,ク ア ン ・

　 フ ォソ(オ ン ・ボ ン ・カ ン)に 上 告 で き る。 規約 に従 えば,オ ソ ・ポ ソ ・カ ンに 訴

　 訟 を委 だ ね るに は,以 下 の2段 階 が あ る。

・ニ ワ ト リとア ヒル と酒71)

・ブ タ,酒 に加 え て銀1ビ ア。 い くら納 め るか に つ い て は,不 足 が あ っ ては な ら

な い し,多 す ぎ て もな らな い。

93.こ れ で も訴 訟 が終 わ らな けれ ば,さ らに 双 方 は 以 下 の3オ ンに上 告 す る こ とが で

　 き る。まず オ ソ ・ホ ー ・ル オ ソが 審 理 し,そ れ で も解 決 で きな けれ ば,オ ソ ・ポ ソ ・

　 カ ンに 委 ね る。 オ ン ・ポ ソ ・カ ソ も解 決 で きな け れ ば,オ ソ ・セ ンに ま で至 る。

　 　 3オ ソと も無理 な ら,各 フ ィア に ま で及 ぶ が,こ の 場 合 も下 か ら上 へ とい う順 に

　 倣 う。 す な わ ち フ ィア ・フ ォー,フdア ・リー,フ ィ ア ・ トソ,フ ィア ・ トー の順

　 で あ る。 も しこれ で も決着 が付 か なけ れ ぽ,最 後 に 最 高位 の ア ソ ・ニ ャー が直 接 手

　 を 付 け る。

94.訴 訟 が ど の役 職 者 に 当 た った場 合 で も,審 理 の時 には 担 当 役 職 者 の 家 を 開 か な く

　 て は な らな い。 審 理 が 終 わ る と,間 違 って い た人 の 方 が 「客 間 を 洗 う金(η8伽'¢ ηg

　 　 4quan)」72)を担 当 の 役 職 者 に 支 払 う。 も し訴 訟 が まだ 終 わ らず,双 方 の 正邪 が 未 確

　 定 な ら,職 権 者 が 直 接 自分 の 家 を 開 い て審 理 に あた るが,勝 手 に 訴 訟 人 双方 に 「客

　 間 を洗 う金 」 を 出 させ て は な ら な い。 「客 間 を洗 う金 」 の 金額 に つ い て は 以 下 の よ
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写真3伝 統的な黒 タイ家屋(ラ イチ ャウ省 トゥアソザ オ県)

うな罰金の規約がある。

・ア ソ ・ニ ャーな ら銀1 .2ボ ン

・フ ィア な ら銀6ビ ア

・オ ン ・セ ン(オ ン ・パ ン)な ら銀4ビ ァ

・オ ソ ・ポ ソな ら銀2ビ ア

・オ ソ ・ホ ー ・ル オ ンな ら銀1 .5ビ ア

・オ ソ ・ポ ソ ・カ ソ以 下 クア ン ・パ ー ンまで は,敗 訴 した 者 も 「客 間 を洗 う金 」

を 払 う必 要 が な い 。 とい うの は,規 定 では これ ら役 職者 の家 は村 や ムオ ン レベ

ル の公 の役 所 で は な い 。彼 らの家 屋 は 完 全 な私 財 だ か らで あ る。

95.審 理はすでに開かれているが,ど ちらが正 しいかまだ判断がつかない時は以下の

　 ように分け合 う。そ うした場合,双 方 ともが出 し合 う金額は,以 下の3段 階が規約

　にある。

・酒 と ニ ワ ト リ

・酒 と ア ヒル

・酒 と ブ タ73〕

　組織機構全体に払 う罰金 として規定の金額が支払われるべきであ り,誰 も勝手に上

増 しして払 ってはならない。
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96.殺 人,虚 偽の申し立て,窃 盗,悪 魔愚きなどのような大罪としてどんな人を告訴

　す る場合でもrも し虚偽の申し立てによって告訴 し,そ れが真実でなかったら,虚

　言をなす者の一族郎党74}みなが罪人とみなされる。

97.虚 偽の申し立てを審理する役職者が捜査 した結果,虚 偽であるか否か判明 しな

　かった場合 もまた,よ り高い職権を持つ者によって,罰 金を支払 うよう召還される。

　虚偽の申し立てを行った者のアーイ ・ノソ,ル ン ・ター,ニ ソ ・サオ[原注]とい う

　範1疇の一連の親族に相応の罰金が科せられる。

　　 この場合,罰 を科される者は十分支払わねばならず,不 足があってはならない し,

　不平や異議を唱えてもならない。罰の レベルは以下のごとくである。

・ア ソ ・ニ ャー ,フ ィア,4大 翁75)と ク ア ー ソの名 前 を持 つ 平 民 には,銀3.6ポ

ソを納 め な くては な らな い 。

・ク ア ソ ・バ ー ソに は,銀3.6ビ ア を納 め な くて は な らな い。

・自由農 民76)に は,銀1.5ビ ア を納 め な くては な らな い 。

・も し申 し立 てが 虚 偽 で あ った 場 合,そ の 人 は誰 か の息 子 であ り,行 政機 構 は そ

の人 の 父親 に も罰 金 を 科 す 。

[原注]執 筆者(カ ム ・チ ョン)は ,ア ーイ ・ノソ,ル ン ・ター,ニ ン ・サオ とい う,タ ー

　　イの親族 システムの術語で表現 され る3つ のホ(ho)の 観念を解説す る研究をすでに多

　　 く発表 している。 アーイ ・ノ ン(稱Hong)と は,祖 祖祖父tky)1人 か ら生 まれでた兄

　　弟 たち(自 分,父,祖 父,祖 祖父,祖 祖祖父 の代)で あ る。 こ うしてエ ゴの代 におい

　　て形成 され る直系 の兄弟か らな る集合,お よび遠い も近 い も合わせた者を アーイ ・ノ

　　ン とい う。特 に,自 分 の姉妹 で も未婚 な らぽ アーイ ・ノソに含 まれ る。 ル ン ・ター

　　(lttng　tの とは ヨメ,妻r母,父 方祖母,祖 父方祖祖母の側 の親族 である。 中でも母の

　　兄弟の役割が と りわけ大 きい。ニ ソ ・サオ(nhinh　xao)は 自分 の姉妹の夫の親族集団で

　　ある。 自分 の姉妹が結婚す ると,自 分 の アーイ ・ノ ソ集 団を抜 けて ニソ ・サ オ とい う

　　集 団に加入す る。別 のいい方をすれば,ニ ン ・サ オとは,自 分のア ーイ ・ノ ンヘム コ

　　にきて いる人 の親族集団であ る。

98.バ ー ン ム オ ンに喜 ば しい こ とが あ った 場 合,ア ン ・ニ ャ ーや フ ィア ま で招 く。 あ

　 る いは ア ン ・ニ ャ ーや フ ィア もまた 上 か ら下 まで の バ ー ン ムオ ンの労 働 を執 行 しな

　 くては な らな い。 ア ソ ・ニ ャーや フ ィア の行 く先 で は ど こで も,宴 会 を催 して,窓

　 に 貴 族 の祖 先 を まつ る祭 壇 を設 け な くて は な らな い[原注]。

　　 ア ン ・ニ ャ ーや フ ィアが 遠 くの村 ま で行 く場 合 もそ うで あ る。 そ こに,米,酒,

　 肉 を準 備 しな くて は な らず,不 足 が あ っ ては な らな い 。
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　　順注]「c命8κ δ晒6〃p砒t穗g　 h穹・lan層 μ・6伽(窓 に祭 壇を もうける)。」:霊 魂 の通 り道

　　 　 の観 念に従 って,か つてはア ン ・ニ ャーや フィアや ロ,カ ム家の貴族 の中で成人 して

　　 　 名前 を受けた者が ど こに行 く場合 でも,バ ー ソムオソの魂 を伴 っていた。 だか ら以下

　　 　 の よ うな諺 があ る。 「蛇が 家 に上が り,タ オは 窓 に至 る(ng�] 伽d穉,　 tao肋 伽

　　 　 hu・穗)。」蛇は琿方 の魂 の象徴 で,バ ー ンムオ ンとは母 が生んだ人たち全てであ る。だ

　　 　 か ら,貴 族{tao)が どの家 に上が る場合で も,ブ タを屠殺 して ごちそ うを振 る舞わな く

　　 　 てはな らない。窓 の前 が祈 薦す る場所 になるのは,バ ー ンムオ ンの神聖 な魂 は,家 長
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 いま

　　 　 の霊魂や祖先 とは別に虚空に在す とい う観念 があるか らであ る。

6章 アン ・ニ ャーや役職者た ちのための水 田 と

　　　　焼畑耕作 に関 する規定(99～105条)

99.チ ャ ウム オ ン レベ ル の 平 民 が,ア ン ・ニ ャ ー,フ ィア ・ トー,フ ィア ・ トソの

　 家 を建 築す る。 ム オ ン レベル の平 民 が,フ ィア ・リー,フ ィア ・フ ォーの 家 を 建 築

　 す る。

100.村 レベ ル の平 民 が,ソ ー ソ レベ ル の各 役 職 者 と礼 部 の各 役 職 者 の家 を建 て る。

　 チ エ ンに あ る各 役 職 者 の 家 は,ソ ー ン レベル の 平 民 が 建 て る クア ソ ・バ ー ソの家 は,

　 パ ー ン レベ ル の平 民 が 建 て る。

101.チ エ ンに属 す る4ソ ー ンの 平 民 に は,負 担 田77)が 割 り当 て られ,水 牛 を曳 い て,

　 サ(蜘)の 田,ラ ン(Lan)の 田 と よば れ る ムオ ソ レベ ル の 田の 耕 起(牽 入 れ とマ グ

　 ワ曵 き)を 行 う。

・各 自由農 民78)は,一 定 時 間74)担 当 す る。

・自由農 民 が耕 起 し終>xる と,ク ナ ソ,ニ ョッ クが 後 を 引 き継 ぐ。

io2.村 人 は誰 で も負 担 田 を 担 当 し,各 役 職 者,タ オ80),フ ィ ア,ア ソ ・ニ ャー の た

　 め に水 稲 耕 作 す る義 務 が あ る。 水 田面 積 の広 い村 は 多 く,小 さ い村 は 少 な い 。 た と

　 え ぽ,10マ ウの村 な ら各 役 職 者,タ オ,フ ィア,ア ン ・ニ ャー のた め に1マ ウで あ

　 る。 も し,3,4マ ウの 村 な ら各 役職 者,タ オ,フ ィア,ア ソ ・ニ ャーに3,4サ

　 オ で あ る。

・自由農 民 な ら梨 入 れ とマ グ ワ曵 きの仕 事 を行 う。

・クオ ソ,ニ ョックは 他 の 労働 を 引 き継 ぐ。

・こ う して 各 農 民 た ち81)は ,シ ャベ ル を入 れ て 土 を起 こす 仕 事 か ら収 穫 に 至 る
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まで,各 役 職 者 の た め に働 き,日 中は も っぱ らバ ー ン ムオ ソの労 働 が あ る。

103.ク オ ン,ニ ョ ッ ク もまた 各役 職 者,タ オ,フ ィア,ア ン ・ニ ャ ーの た め に 綿 花

畑 を 耕 作 す る。た とえば,ア ソ ・ニ ャ ーの綿 花 畑 が3サ オか ら5サ オ くらい で あ る。

　 また 野 菜 や 香 菜 の 菜 園作 りも行 う。 た とえ ば,ア ソ ・ニ ャ ーの菜 園 は2,3サ オ く

　 らい であ る。

104.オ ソ,ク ア ソ,フ ィア,タ オ ・ロ ー ソ,タ オ ・クエ ソ,ク ア ン ・バ ー ンのた め

　 に行 う菜 園 作 りは,客 の 訪 問 が あ っ た り,パ ー ン ム オ ンの 労 働 や セ ン ・バ ー ン

　(rxen　b穗)82)な ど,人 の 出 入 りが 激 しい 時 に備>xて の もの で あ る。 も し村 人 が 菜 園

　作 りに徴 発 され て い るな ら,ク ア ソ ・バ ー ソは客 の も て な しのた め に 米 や 肉 な どを

　 さ らに村 人 に 拠 出 させ る よ う強要 して は な らな い。 また,村 人 は も っば ら ムオ ソ レ

　 ベ ル の米 倉 に拠 出 す る米 を 徴 収 され る にす ぎ な い。 ム オ ン レベ ル の 米 倉83)も また,

　客 を もて な した り,あ るい は バ ー ソ ムオ ソの労 働 に来 る平 民 が,ム オ ソや チ エ ソに

　 や って きた時 に 食 を 供 給 す るの に 使 わ れ る。

105.平 民 に は クア ン ・バ ー ンへ の奉 仕 労 働 が あ る。 ク ア ソ ・パ ー ソは ム オ ン レベ ル

　 の 田 を平 民 に分 割 して 担 当 させ る。 オ ソ,ク ア ソ,各 タ オ,フ ィアに す で に分 給 さ

　 れ て い る田 を除 き,村 の 田 も同 じ くい くらかず つ分 割 され る。

・一 面 で は,平 民 は オ ソ,ク ア ソ,各 タオ}フ ィア,ア ン ・ニ ャー の仕 事 一 つ一

つ を見 守 って いて,奉 仕 し命 令 に 服 す 。 オ ン,ク ア ソ,タ オ,フ ィア,ア ン ・

ニ ャー が誤 ってい れ ば,間 違 い を 解 くよ う働 きか け}正 しけ れ ぽ さ ら に奉 仕 す

る。 平 民 は 「食 べ るた め に は 待 ち,動 物 を 屠す る に は 聞 く」[原注]必 要 が あ る。

・ど こか に行 こ う とす る場 合 ,役 職 者 の 許 可 が あ って は じめ て可 能 とな る。 な に

か し よ う とす る場 合 も,役 職 者 の 許 可 が あ って は じめ て可 能 と な る。 平 民 は 必

ず,上 記 の よ うな規 定 と慣 習 に 従 わ な くて は な らな い。

[原注コ 俗 諺 「食 べ るた め に は 待 ち,動 物84}を 屠 す る に は 聞 く(�in　 d窕　rh�,駝h稘窕

　 tham)」 とは,一 般 的 な関 係 のあ り方 を 具 体 的 な イ メー ジ で表 現 して い る こ とば で あ る。

　 　こ こ で言 って い る意 味 は,平 民 は,オ ソ,ク ア ン,タ オ,フ ィア,ア ソ ・ニ ャー に 絶

　 対 服 従 で 奉 仕 し,背 い て は な らな い とい うこ と で あ る。
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　　　　　　　　 7章 銃の誤射 による致傷致死,

あ るいは故意 でない家や村の焼失 に関 する規定(106～lag条)

106.狩 猟85)の場で人を撃 って殺 した場合は,ア ソ ・ニャー,フ ィアに早急に報告 し

　なくてはならない。こうしたゆゆ しき事態を関知 したアソ・ニャーとフィアが現場

　検証を行って詳 しく調査 し,ど のようにして加害者が人をあやめたのか,あ るいは

　誤射が命中してしまったのか,互 いに怨恨関係になかったかまで詳しく検証する。

107.お 互いに怨恨関係にな く,過 失で命中して死に至らしめた場合,誤 射 した人が

　亡 くなった人のために葬式を出し,以 下のような賠償を行 う義務を規定は定めてい

　る。

・リウ(li�)が20個 つ い た コー ・ヘ オ(co　 h鑰)を 立 て る こ と〔原注1]。

・葬 式 の た め に 水 牛1頭 を供 犠 す る こと。

・ 「水 に 降 り,火 に 降 りる」[原注2コた め の賠 償 と して,銀3ビ ア。

・ 「涙 を 止 め る」[原湘]た め の賠 償 と して,服 喪 の 人86)に 銀1,2ポ ソ。

[原注iコ 黒 タイの葬式では多 くの場 合,白 い粗地 の布 と,赤 や さまざまな色彩の文様 の織 り

　 　 が入 ったキ ッ ト(khi"t)やペ ー(pe)と よぼれ る織布を結びあわせ,幟 の上か ら吊す。

　 　 この幟は2種 類に分かれ る。 その一つが,コ ・ヘオ とよぼれ,根 幹を なす支柱 に小 さ

写真4　 ペー縫取織

　　　 ペーは絵緯 が文様部分 のみで織 り返 される縫取織 である
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　　 な幟をた くさん挿 し込 んだ ものであ る。 も う一 つは,故 人が男性 な らチ ャオ ・フ ァ

　　 (ch穉　phg)と よばれ る木で,故 人が女性な らバナナの花 である。 チ ャオ ・フ ァの木は

　　 先が長 くとが った竹 の幟 で,そ の中では 白布 と染織布が結びあわ され,ま るで1枚 の

　　 葉 に沿 って膨 らんで いる大 きなバナナの ようである。

[原注z;「 水 に降 り,火 に降 りる(ng�　 l�g　ngm　 long　ph窕)」:こ の ことばは,黒 タイの火

　　 葬 にかか る費用を示 してい る。

[原注3コ 「涙 を止 めるため の賠償(ng�+n　p穗　 Vnam　hu　 vnam　ta)」:この ことぽは,自 分の親 し

　　 い人 に先立たれて痛 ましい境遇にある人 に対す る慰謝料を示す。

108.調 査の結果両者の間に実際に怨恨関係があったことが明らかになると,故 意に

　恨みのある相手をあやめた者は,規 定に従って,以 下のようにして葬式を組織 しな

　 くてはならない。

・ リウ(1i�)が20個 つ いた コー ・ヘ オ(coh駮)を 立 て る こ と。

・葬 式 の た め に水 牛1頭 を 供 犠 す る こ と
。

・ 「水 に降 り,火 に降 りる」 た め の 賠 償 と 「涙 を止 め る」 ため の慰 謝 料 も上記 の

規 定 通 り支 払 う。

・さ らに また ,悼 ん で い る人 に対 して故 人 の価 値 に あた る銀L2ボ ンを 支払 わ な

　くて は な らな い。

109.も し火事を起 こし,自 分の家を焼け落 とすだけでな くJ他 の家まで燃え広が ら

　せた者がいた ら,ア ン・ニャー,フ ィア,バ ーンムオンに罰として銀3ピ アと水牛

2頭 を納めなくてはならない。その1頭 は土地の主8ηに対 しての儀礼を行 うための

　ものであ り,も う1頭 は火難の兆候88)を送 り出すためである。

　　火事を起 こした者は,さ らにアソ・ニャー,フ ィアに銀1.2ボ ン,パ ーンムオン

にも銀1.2ポ ソを納め,火 事によって被害を受けた家 々に分与す る賠償金 として銀

　L2ポ ソが科せられる。それが済む とf火 事による被害を受けた各家に対 して,米

を浸す盟や鍋を返すか,同 額のもので償わなくてはならない。

　　水牛は,慣 習に従って儀礼のために屠殺され,そ れが済むと皆集まって宴会を催

　しx規 定に従って,肉 を切 り米を分け合 って客人たちに贈らな くてはならない。
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8章 ア ン ・ニ ャーや他 の役職者 たちに献上す る

　　　　　 肉に関 する規 定(110～114条)

110.次 の よ うな僅 諺 が あ る。 「貴 族 の女 性 に は ス ズ メ バ チ89)を 食 べ させ て は いけ な

　 い。 貴 族 に は シカ を食 べ させ て は な らな い90)。」 屠 殺 した水 牛 や 米 は き っ ち りと分

　 け合 うの だが,そ れ は 以 下 の よ うな規 定 に 従 って な され る。

。ア ソ ・ニ ャ ー は ソ ー ン ・パ ソ(ソ ー ソ ・セ ソ)と ソ ー ソ ・ポ ソの 土 地 の 獣 の 肉

を 食 べ る こ と が で き る 。

・ フ ィア ・ トー ,フ ィ ア ・ トソ は ソ ー ン ・ホ ー ・ル オ ン の 土 地 の 獣 の 肉 を 食 べ る

　 こ と が で き る 。

・ フ ィ ア ・ リ ー と フ ィ ア ・フ ォ ー は ソ ー ン ・ポ ソ ・カ ソ の 土 地 の 獣 の 肉 を 食 べ る

　 こ と が で き る。

　 平 民 な ら誰 で もそ うだ が,大 勢 の追 い 込 み 猟 で も,忍 び寄 って撃 ち取 る場 合 で も,

罠 猟 の場 合 で も,規 定 に 従 っ て,新 鮮 な 肉,熟 した 野 菜91)を ア ソ ・ニ ャーや 内 ム オ

ンの 各 フ ィア に 贈 らな くて は な らな い。

　 　 ・シ カ,イ ノ シ シ,ク マ,野 牛 の場 合 は,後 ろ脚 の1本 と ヒ レ肉 の一 方(1穃x穗

　 　 　 lu�g),ヒ レの 背 骨 に 近 い部 分 の 一 方(x穗　 cu�g),ヒ レの 背 骨 に つ い た 部 分

　 　 　 (zan　ch穡)両 方 と ヒ レの 外側(x穗　 nok)を 贈 らな くて は な らな い。 も し ヒ レ肉

　 　 　 の 一 方 が 無 理 な ら,後 ろ脚1本 と肉1切 れ に換 え る こ と もで き る。 も し シカが

　 　 　 得 られ た ら,尻 尾 の 肉 と内臓 を 贈 らな くて は な らな い。 も し クマが 得 られ た ら,

　 　 　 四 肢 の 躁 よ り下 と胆 汁 も贈 らな くて は な ら ない 。

111.獲 物 の上 質 な 肉 を贈 る場 合Jオ ン ・ラ ム ・ポ ソの 家 に まず も って 行 く。 オ ソ ・

　 ラ ム ・ボ ン 自 らが 分 配 す るか らで あ る。

・後 ろ脚 は,ア ン ・ニ ャー か フ ィアに さ しあ げ な くては な らな い 。(ど の ソ ー ソ

で も肉 を享 受 で き る人 は そ うい った 人 に さ しあ げ な くて は な ら ない 。)

・ヒ レ肉 は オ ソ ・セ ンに贈 る。

・ヒ レの 背骨 に近 い部 分 は オ ン ・ポ ン ・カ ソに贈 る。

・ヒ レの 背骨 につ いた 部 分(x穗ch穡x穗n�,x穗teo)の 一 方 は,オ ン ・ホ ー ・

ル オ ンに贈 る。
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・肉1切 れ を オ ン ・ポ ソ ・カ ンに贈 る。

・残 った ヒ レの 背骨 に つ い た部 分 の一 方 は ,肉 の 分配 を行 った オ ン ・ラム ・ボ ン

に 贈 る。

　 も しさ らに 他 の 役職 者 に も贈 る な らrア ン ・ニ ャ ー と各 フ ィア が後 ろ脚 を 受 け る こ

とが で き,そ れ か ら肉 を切 って分 配 す る。

112.か つ て フ ィア ・ リーに ヒ レ肉 の一 方 を 贈 る規 定 が あ った が,今 で は,ア ン ・

　 ニ ャー が フ ィ ア ・リーを つ とめ る人 に ソ ソ ・ボ ン に お け る肉 を 分 け与 え る よ うに

　 な った 。 こ うして,残 った も う一 方 の ヒ レ肉 が,射 止 めた 人 や 家 畜 を 屠 殺 した 飼 い

　 主 や 罠 で し とめ た 人 に分 配 され る。

　 シ カの 角,ク マ の 胆,ト ラの骨 と皮 は ア ソ ・ニ ャ ー と各 フ ィア に贈 らな くて は な ら

な い 。贈 り物 を授 か った者 は,こ うして は じめ て屠 殺 した獣 の頭 を 銀 に 換 え る。 これ

が 銀 い く らに な るかわ か れ ば,そ れ を10分 す る。 獣 を し とめ た 当 人 が そ の うち の2受

け る こ とが で き る。 た とえ ば,し とめ た 獣 の 頭 が 銀1ボ ンな ら,し とめ た 人92)が2

ピ ア受 け る こ とが で きる。 こ の2の 取 り分 は 自分 の もの とす る こ とが で き,そ れ が 少

な くて も多 くて も}必 ず しも他 の 人 に 分配 す る必 要 は な い。

113。 正 確 に い え ば,ニ ョ ックや クオ ソの人 が欝 蒼 と した森 で獣 を し とめた 場 合,以

下 の よ うな規 定 に従 う。

。ヒ レの一 方 は ア ン ・ニ ャー に贈 る。(必 ず し もオ ン ・ラ ム ・ボ ンを通 す 必 要 は

な い。)

・地 面 に横 た えた 方 の後 ろ脚93)を クオ ソや ニ ョ ッ クの主 人 に 贈 る
。

・正 確 に い えば ,シ カの 角,ク マ の胆,ト ラの骨 と皮 も また,獲 物 の頭 を銀 に換

算 してか ら10分 す る規 定 に 従 う。 獣 を し とめ た 当 人 の 取 り分 が1,た とえ ば し

とめた 獣 の頭 が 銀1ポ ソな ら,し とめた 人 が1ピ ア受 け る こ とが で きる。 ち ょ

うど残 り9が 主 人 に贈 られ,そ の9の うち1が クオ ソや ニ ョ ックの 間 で分 配 さ

れ,8が 主 人 の もの とな る。 多 少 に関 わ らず 規 定 に 従 って そ の よ うに分 配 され

る。

114,も し水 牛 を屠 殺 した 場 合 は,以 下 の よ うな規 定 に従 う。

・平 民 や クア ン ・バ ー ンの うち の誰 で あ れ ,水 牛 を 屠 殺 す る場 合,ま ず ア ソ ・

ニ ャー と各 フ ィアに 申 し伝 え る。 許 可 が あ って は じめ て屠 殺 で きる。 許 可 な く
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　 　 　 屠 殺 して は な らな い。 も しこれ に従 わ な け れ ば処 罰 され る。 水 牛1頭 に つ き銀

　 　 　 1ポ ソの罰 金 で あ る。

　 　 ・屠 殺 した 水牛 は ア ン ・ニ ャー と各 フ ィ アに贈 られ る。 どの ソー ンで も肉 を 食 べ

　 　 　 る者 は,こ れ らの人 に贈 ら な くて は な らな い。 ヒ レの一 方 と,ヒ レの 背 骨 に 近

　 　 　 い部 分 は一 方 を 自分 の オ ン ・ソー ンに 贈 らな くて は な ら ない 。 正 確 に い え ば,

　 　 　 トラに か まれ て死 んだ 水 牛 の場 合,ア ソ ・ニ ャーや 各 フ ィアに ヒ レを 贈 る。 ヒ

　 　 　 レの 背骨 に近 い部 分 の一 方 は,オ ン ・ソー ソ と クア ソ ・バ ー ソに 贈 る。

9章 　 クオ ンや ニ ョックがす る仕事 についての規定

　　　　　　　　　　　(115～120条)

115.ム ナ ソの 中 の ニ ョ ックの 各 村 と クオ ンの 各村 は,規 定 に 従 って ア ン ・ニ ャー と

　 各役 職 者 に完 全 に き っ ち りと分配 され て い る。 現 在 で も,ム オ ソ内 に は 幽境 の僻 地

　 に も村 が あ り,そ うい う村 の平 民 は ム オ ソ の 自 由農 民(d麩h穗g〃7〃 ・δうπg)に は 値

　 しな い 。 そ こで,彼 ら は どの ソー ソで あ れ,そ の オ ン ・ソー ンの た め に ク オ ソや

　 ニ ョッ ク と して仕 えな くて は な らな い。

116.ア ソ ・ニ ャー は,ク オ ンの 各 村 とニ ョ ッ クの各 村 を 各役 職 者 に 分 配 し,彼 ら に

　 田畑 の開 墾94},潅 概 の整 備95}を 命 じ,そ こ を整 地 して 村%)を 築 か せ る。

　 　 サ ー ・カ オ97)の 村 は ど こに あ って も,ク オ ンや ニ ョ ヅ クの 村 と して 各 役 職 者 に

　分 配 され る。

ll7.サ ー ・カ ウ98)の 村 は どれ も幽 境 の僻 地 に あ って,参 上 させ るの に 難 が あ る。 そ

　 こ で,も し彼 らが クオ ンや ニ ョッ ク と して 仕 え た け れ ぽ,役 職 者 か の いず れ か が 受

　け 入 れ るが,・ ミー ソ ムナ ンの労 働 は クナ ンの各 村 と ニ ョ ックの 各村 に も割 り当 て ら

　れ て いて,こ れ を 怠 って は な らな い。

118.タ ーイ の後 に メ オ99)が や っ て き て300年 しか 経 て い な い。 メオ は 高地 で 焼 畑 耕

　作 を 営 ん でい る。 彼 らが クナ ンや ニ ョ ッ ク と して 各 役 職者 に奉 仕 す る こ とを定 め る

　規 定 は な い。 しか し,彼 ら もア ソ ・ニ ャー に供 物 と税 を納 め な くて は な ら な い。 祭

　礼 の よ うな ム オ ンの行 事 の際 には,彼 ら も ブタや ニ ワ トリを 捧 げ な くて は な らな い。

　 また ア ン ・ニ ャ ーや フ ィア ・ トー,フ ィア ・ トソが 家 を建 て る 際 に は,扉 や 家 の 内

壁 や 窓 を作 る板 を拠 出 しな くては な ら ない 。 他 の パ ー ンム オ ンの労 働 につ い て,特

　に 彼 らが径 役 労働 に赴 く必 要 は な い。

119.10日 に1度,ク オ ンや ニ ョッ クの村 の人 は,ノ ッ プ ・ラム(π の1瀘)の た め に
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参 上 しな くて は な らな い。 ノ ップ ・ラ ム とは,オ ソ ・ラ ム ・ポ ソの家 に参 上 す る こ

とであ る。 ノ ヅプ ・ラム と して,ク オ ソや ニ ョッ クは薪 を 納 め,各 種 の 葉 や 花100),

酸 っぱ い 果 実 や 甘 い果 実,各 種 山菜101},各 種 タ ケ ノ コ102)を主 人 に届 け る。

・クオ ンや ニ ョ ックは 年 に1度 ,掘 り棒 の柄{th稾　 1珉),梨 の梨 先 部 以外(ngon

thay),歯 部 を 除 くマ グ ワ(m鐫an),脱 穀 時 に 敷 く大莚(ρ δ}η),肩提 げ籠(舵 吻),

野 菜 籠(xの,も ち米 水 切 り用 三 角 籠(hu�),も ち米 水 切 り用 三 角 籠 を据>x.る 台

(c穗g　kh穹)を 自分 た ち の主 人 の家 に 参 上 して 献 じな くて は な らな い。

・クオ ソや ニ ョ ックは 毎年,家 の修 繕 台 所 側 の ベ ラ ソ ダの 修理 に 参上 しな くて

は な ら ない 。 主 人 が 家 を建 て る際 に も,主 人 の 指 示 に 従 う必 要 が あ る。 穀 倉 を

建 てた り,綿 花 畑 や トウモ ロ コシ畑 で の労 働 を した り,田 畑 の 耕 作 を 手伝 った

　 り,菜 園栽 培 を 主 人 の た め に行 った りもす る。 クオ ンや ニ ョ ックの 主 人 が遠 出

す る際 には,ク オ ソや ニ ョ ックが荷 担 ぎ 人足 と して 付 き添 う。

120.ク オ ソや ニ ョ ックは上 記 の よ うな 仕 事 を 行 う。 この よ うに クオ ンや ニ ョックは,

　組 織 機 構 の職 権 者 た ち の た め に バ ー ソム オ ンの労 働 を心 して 行 う。 クオ ン,ニ ョッ

　 ク,自 由農 民]03)は み な平 民104)で あ り,た とえ クオ ンや ニ ョ ックが 自由 農 民 の よ う

　 に ムオ ンの労 働 に行 か な くて も,-¥　 ンム ナ ソが銀 や そ の他 の財 産 を 納 め る よ う命

　 じた時 には,ク ナ ンや ニ ョ ックあ るい は 自由農 民 の誰 もが 等 し くそ れ に 応 じな くて

　 は な らな い。

10章 　私生 児を身ご もった り,婚 姻前 の妊娠 をめ ぐる

　　　　　　　罪 に関 する規定(121～132条)

121.ア ソ ニ ャ 　rフ ィア ・ トー,フ ィア 。 トソ,フ ィア 。リー,フ ィア ・フ ォ ーが

女 性 に 私 生 児 を 身 ご も らせ た 場 合,長 老 会1Q5)に 銀12ポ ソの罰 金 を 支 払 わ な くて は

　 な らな い 。 「熟 れ 始 め る前 に 実 って(x珣cdnh穃)1殉 」 も出産 前 に堕 胎 させ た ら,

　長 老 会 は罰 金 の額 を半 分 に減 じ,銀6ポ ソの 罰 金 の支 払 い とな る。

122.貴 族 の 子 弟 で も,バ ー ソム オ ソの役 職 者 の 子 弟 で も,チ エ ソや チ エ ウの 名 を 持

　 つ 貴 族107)で も変 わ りは な い 。 女 性 に 私 生 児 を 身 ご も らせ た 場 合,あ る い は 貴族 の

　 女 性 が愛 人 との 間 の私 生 児 を 身 ご も った 場 合,男 女 双方 が貴 族 の 出 自 であ って も,

　長 老 会 は 銀6ポ ソ の罰 金 の支 払 い を 命 じる。 「熟 れ 始 め る前 に実 っ て」 も出産 前 に

　堕 胎 させ た ら,長 老 会 は 罰 金 の額 を 半 分 に 減 じ,銀3.5ポ ソの 支払 い とな る。
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123.ア ン・ニャー,各 フィアi各 タオの子女子弟,チ エンやチエウの名を持つ貴族

　から職務 として受納 した罰金は,長 老会108}のものとなる。

12.4.ア ソ ・ニャー,タ オ,フ ィアの後家が私生児を身 ごもった場合,長 老会は銀12

　ボンの罰金の支払いを命 じる。「熟れ始める前に実って」も出産前に堕胎させたら,

　長老会は罰金の額を半分に減 じ,銀6ボ ンの支払いとなる。

125.後 家と関係を持っている未婚男性,男 やもめと関係を持 っている未婚女性など,

　密通 している男女に私生児ができた場合,長 老会は銀1.2ポ ソの罰金の支払いを命

　じる。「熟れ始める前に実って」も出産前に堕胎 させたら,長 老会は罰金の額を半

　分に減 じ,銀6ビ アの支払いとなる。

126.夫 婦 ともに他に愛人を作っている場合,未 婚男性が夫を持つ女性と愛人関係に

　ある場合,未 婚女性が妻を持つ男性と愛人関係にある場合,こ れらは全て不倫1働

　とみなされる。もし 「女性が仰向け,男 性がうつ伏せ」110)になっていることが長老

　会に知られたら,銀12ボ ンの罰金の支払いが命 じられる。もし不倫で私生児を身ご

　もった場合は,不 倫していた人にさらに銀6ボ ンの罰金が科せられ,合 計で18ポ ソ

　の罰金 となる。この場合,「熟れ始める前に実って」 も出産前に堕胎 させても,罰

　金の額が半分に減 じられ るという規定はない。

　　後家が未婚男性と関係を持っていて私生児を身ごもったら,長 老会は銀1.2ポ ソ

　の罰金の支払いを命 じる。「熟れ始める前に実って」 も出産前に堕胎 させたら,長

　老会は罰金の額を半分に減 じ,銀6ビ アの支払いとなる。

127.ソ ーソ,タ オ ・ローソ,タ オ ・クエンの各役職者111),タオ ・バーン(貴 族出自

　の村長)の 地位にある人や平民112)の全てが納めた罰金については,ア ソ ・ニャー

　や各フィアが使用できる113)。

128.ク オンやニョックが納めた罰金については,彼 らの主人が使用できる。

129.男 やもめが,自 分の子を身 ごもった女性を妻 としてめ とる場合,罰 金を支払え

　ばす ぐにその女性を妻として自分の家に迎え入れることができ,花 婿奉仕114)をす

　る必要はない。

　　妻の側の両親たち115)が罰金の半分を払い終えた場合,も し平民の妻を得るなら

　花婿奉仕期間は半分の4年 であるが,も し貴族の妻を得るなら花婿奉仕期間は半分

　の6年 である。妻の側の両親たちが罰金を全て受け持った場合,も し平民の妻を得

　るなら規定通 り8年 間きちんと花婿奉仕 しなくてはならず,貴 族の妻を得るにも規

　定通 り12年間きちんと花婿奉仕をつ とめな くてはならない。 このようにターイの規

　定は定めている。
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130.姦 通 で 身 ご も った 女 性 を妻 と して め と らな い 場 合 は,男 性 の側 の両 親 た ち が 罰

　 金 を 全 て 受 け 持 つ 。 ま た,女 性 の方 が 相 手 の 男性 の 妻 に な る こ とを拒 絶 した 場 合,

　 男性 の側 の両 親 た ちが 罰 金 を 全 額 負 担 しな くて は な らな い。

13玉.男 性 の 側 の 両 親 た ちが 姦 通 に よる妊 娠 の 罰 金 を 全 て 支 払 った 場 合,妻 を 得,夫

　 を 得 る の に慣 習 が定 め て い る支 払 い に つ い て,妻 の側 へ の支 払 い の必 要 は な い 。 し

　 か し,他 の慣 習 もそ うで あ るが,婚 姻 に か か る費 用11のは,こ れ ま で と同様,夫 の

　 側 が き っち りと受 け持 た な くては な らな い 。

132.オ ソ ・セ ー ン,オ ソ ・ポ ソ,オ ソ ・ホ ー ・ル オ ソの3オ ソ「原注],オ ソ ・モ お よ

　 び オ ン ・プ ー ・チ ャ ウ ・カ ム ・タ ソ(�gp�h穹　 c穃　 tang)117)が,私 生 児 を 身 ご

　 も らせ た 沓 で 罰 金 を科 せ られ た 場 合,規 定 に 従 いrア ソ ・ニ ャー に よっ て罰 金 が 半

　 分 に 減 じられ る。

[原注コ ムオ ソの上級の役職者 たちは,オ ン(�g)と い う役職 で よばれ る。 オ ン ・セ ーン,

　 　オ ン ・ボ ン,オ ソ ・ホー ・ルオ ンの3オ ソ(9「uan　xam�g)は ア ソ ・ニ ャーや フ ィアの

　 側近 であ る。オ ン ・モは礼法,風 俗習慣,例 律(1麝u穰)を 維持 する。例 律は平民を律

　 　し,平 民の親族集 団に属 す る人 々に職位 を与>xる ものであるのみな らず,貴 族の親族

　 集 団 に属 す る人 々を も律 し,彼 らに職位 を与 える もので ある。最 高位に たつ ア ン ・

　 　ニャーにつ いて もその例外では ない。 オ ン ・プー ・チ ャウ ・カム ・タ ンは社 会的な地

　 位 でい うと高 くないが,宗 教信仰役職 とLて の地位は高 い。 この官職は,チ ャウムオ

　 　ンを統治 している貴族 の家譜の維持を担 当 し,貴 族 の家霊(ρ扉 枷,δ切 を守護す る。 と

　 　い うわけで,上 記 の役職 者た ちが バー ソムオ ソの例律 に違反 した際 で も,罰 金は半分

　 　に減 じられ るのであ る。

11章 　窃盗罪 に関 す る規定(133～135条)

133.菜 園 に 忍 び込 ん で野 菜 な どを 盗 んだ 者 は,も し1盗 ん だ とす る と3倍 支 払 わ な

　 くて は な らな い 。 た と え ば1イ エ ソH8)盗 ん だ ら,3イ エ ソ支 払 わ な くて は な ら な

　い 。 また,パ ー ン ムオ ンに は銀L2ボ ンの罰 金 を支 払 わ な くて はな らな い。

134.穀 倉 や 田 の米 を盗 ん で捕 ま った ら,も し1盗 ん だ とす る と3倍 支払 わ な くて は

　な らな い。 た と えば1イ エ ン盗 ん だ ら,3イ エ ン支 払 わ な くて は な らな い。 また,

　バ ー ンム ナ ソに は 銀1.2ボ ンの罰 金 を 支 払 わ な くて は な らな い。

135.も し水牛 を盗 ん で捕 ま った ら,バ ー ソ ムオ ンに引 き 出 され,ア ン ・ニ ャー,フ ィ

　 ア'ト ー,フ ィア'ト ン,フ ィア'リ ー,フ ィア ・フ ォーな ど,権 勢 の あ る家 に服
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　 役 奉 仕 しな くて はな らな い119)。

　 　 も し服 役 奉 仕 す るの が い や な らr3倍 払 わ な くて は な らな い。 た とえ ば 水牛1頭

　 盗 めぽ3頭 払 わ な くて は な らな い。1頭 は被 害 宅 に 対 してで あ り,2頭 は バ ー ソム

　 オ ソに 納 め る。

12章 　姦通罪 に関 す る規定(136～137条)

136.妻 が浮気 してるのが夫にぼれた場合,夫 には妻を殴 り殺す権利がある。妻の浮

　気相手も同様である。夫がこの通 りのことをしたとしても,バ ーソムオソは罪とし

　て問わない120)。夫がその罪人を殴 り殺さなか った場合,浮 気相手の側は銀12ポ ソ

　の罰金を支払わなくてはならない。

137.男 性が浮気しているのが妻にばれた場合,そ の愛人の夫がその男性を殴 り殺し

　ても罪にならない。罰金で解決する場合,浮 気 していた男性の側は銀12ポ ソの罰金

　を支払わなくてはならない。

13章 　礼部 の各役職者 とムオ ン ・ムオイにおける

　 セ ン ・ムオ ンの規 定 について(138～150条)

138.礼 部 内部 の 官 職位 階 は 以下 の通 りで あ る。

　 　 Lパ ー ン村(bdrn　 P穗)に い る オ ソ ・モ は 田 を3マ ウ分 給 され,モ ー村(b穗

　 　 Mδ),ク ー村(b穗C�)の タ ー イ を ニ ョ ッ クと して 得 る。

　 　 2.パ ー ソ村 に い るナ ン ・ゲー は 田 を1マ ウ分 給 され,カ ン村(b穗Cang),ク ー

　 　 　村(b穗C�)の タ ーイ を ニ ョ ック と して得 る。

　 　 3.ラ ーイ 村(b穗L稱)に い る オ ン ・チ ャー ソ ・ル オ ソ(�g　 ch瀟g　 lu�g)は 田

　 　 　を1マ ウ分給 され,ナ ー ・チ ャー ソ村(b穗N磴hang)の サ ー を クオ ン と して

　 　 　得 る。

　 　 4.ホ ム村(b穩t　 H�)に い る オ ン ・チ ャー ン ・ノイ(�g　 ch瀟g　 Not)は 田 を1

　 　 　 マ ウ分給 され る。

　 　 5.ク ン村(b穗C甁)に い る オ ン ・プ ー ・チ ャ ウ(カ ム ・タ ソ)は 田を1マ ウ

　 　 分 給 され る。

　 　 6.ナ ー ・カイ村(b穗N磴穰)に い る オ ソ ・チ ャ ウ ・コ ソ(�gch穹c�)は 田
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　 　 　を1マ ウ分 給 され る。

　 　 7.ど の 村 に い る オ ン ・ホ ー ・カ ム(δ ηghoc璟)も,そ の村 の 田を5サ オ分 給

　 　 　 され る。

　 　 8.コ ー ン村(b穗C�g)に い る オ ソ ・コ ー ン ・ラ ウ(�gc�gl穹}は 田を1マ

　 　 　 ウ分給 され,コ ー ソ村 の人 を ク ナ ン と して 得 る。

　 　 9.パ ー ソ村 に い る オ ソ ・チ ャー ン ・チ エ ン(�g　 ch瀟g　 chi�g)は 田 を5サ オ分

　 　 　給 され る。

　 　10.パ ー ン村 に い るオ ソ ・チ ャー ソ ・クオ ン(�g　 ch穗g　 cu�g)は 田 を5サ オ分

　 　 　給 され る。

　 　 11.ど の村 に い るオ ン ・クア ン ・ラ ウ(�g　 quan　 lira)も,そ の 村 の 田 を5サ ナ

　 　 　分 給 され る。

　 　 12.ど の村 に い る オ ソ ・チ ャー ・セ ン(�g　 rhri　x駭g)も,そ の 村 の 田 を5サ オ

　 　 　分 給 され る。

　 　 13.ど の村 にい る ナ ー ン ・モ ッ ・ムオ ソ(π伽g〃7の 〃鯉 δ}ηg)も,そ の 村 の 田 を5

　 　 　 サ オ分 給 され る。 ア ソ ・ニ ャ ーや フ ィア が誰 で あ っ て も,ナ ー ソ ・モ ッ ・ムオ

　 　 　 ンは ム ナ ソの 上 手 側121)の 村 の女 性 か ら選 ば れ る。 ム ナ ソの 下 手 側 の村 の女 性

　 　 　 が選 ぼれ る こ とは ない 。

　 　 14.ど の村 に い る ナ ン ・クオイ ・ス ー ・チ ャ ー ン ・ケ ソ(�g　 cu�xti　ch瀟g　 k�)

　 　 　 も,そ の村 の 田 を5サ オ分 給 され る。

　 　 15.ど の村 に い る オ ソ ・パ ッ ク ・シ ー ・チ ャ ー ン ・ヶ ソ(n　 -ong　pac　xi'ch瀟g　 k駭)

　 　 　 も,そ の村 の 田 を5サ オ分 給 され る。

　 　 16.ど の 村 に い る オ ソ ・ダ ップ ・テ ィエ ム(�g　 at穡　ti駑)も,そ の 村 の 田を5

　 　 　 サ オ 分給 され る。 ア ン ・ニ ャーや フ ィアが 誰 で あ って も,ナ ー ソ ・モ ッ ・ム オ

　 　 　 ソの 場 合 と同 様 に,ム オ ソの上 手 側 の村 の 人 か ら選 ば れ る。 ム オ ンの下 手 側 の

　 　 　 村 人 を 選 ぶ の は慣 習 に反 す る。

　 　 17.ど の 村 に い る ナ ン ・チ ャー ・フ オ ン ・ノイ(δ 〃gc砺 加 伽noi)も,そ の村

　 　 　 の 田を5サ オ分給 され る。

　 　 18.ど の 村 に い るオ ン ・ホ ー ・ラー ン(�g　 ho　lirng)も,そ の 村 の 田 を5サ オ分

　 　 　 給 され る。

139.礼 部 には ま だ 各 ソ ー ンに ク ア ン ・チ エ ン と クア ソ ・チ ャ ー とい う役 職 が あ る。

　 彼 らは,ど の村 の者 で もそ の 村 の 田 を5サ オ分 給 され る。
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140.ム オ ソの 祭 礼 の 際 に は,オ ソ ・モ は誰 に どの 位 置 の ど の仕 事 を割 り当 て るか を

　 決 め,ど の よ うな役 割 で あ るか,呪 物 を どの よ うに用 い るか を 正 し く伝 え る。 誰 も

　 が それ を覚>x込 ん で,間 違 い や 不 足 を 犯 して は な らな い。

141.ア ン ・ニ ャー,各 フ ィア,チ ュオ ソの名 を持 つ貴 族 が ど こか に行 った り,訪 問

　 した り,あ るい は 他 の ムオ ソの誰 か との友 好 のた め に 外 遊 す る場 合,彼 らの妻 の場

　 合 もそ うで あ るが,オ ソ ・モ,オ ン ・ゲー,オ ン ・チ ャー ソの誰 か が付 き従 う。 こ

　 の時 オ ン ・モ が 行 列 に従 う礼 部 の 各役 職 者 の 指 揮 を と って 命 令 を 下 し,自 分 の ム

　 オ ソ の 高官122)に 伺 候 し,そ の 代 弁 を行 う。 バ ー ン ム オ ンを 祝 賀 す る宴 の 際 に は,

　 客 人 た ちを 賛美 し唱歌 す る。

142.告 訴 す る場 合,礼 部 内 の オ ソの 職 権 下 に あ る村 の平 民 は ,審 理 の た め に3オ

　 ソ123)の と こ ろに 参 上 す る必 要 は な い 。 この 場 合,す ぐに オ ン ・モが 審 理 に着 手 す

　 る こ とに な る。 オ ン ・モが 審 理 し終 え な け れば,す ぐに フ ィアや ア ソ ・ニ ャ ーに よ

　 る審 理 とな る。 他 の 役 職 者 の 手 を経 る必 要 は な い。

143.オ ン ・モ は 銀L2ビ アか ら銀8.8ピ ア ま での 罰 金 を受 納 す る。

・オ ソ ・ゲ ーは 銀1 .2ビ アか ら銀7.7ビ ア ま での 罰 金 を 受 納 す る。

・ナ ン ・チ ャ ー ソ ・ル オ ン
,プ ー ・チ ャ ウ,チ ャー ン ・ノ イ,チ ャウ ・コ ソ,ホ ー ・

カ ソ,チ ャ ー ン ・チ エ ンは銀5パ ッ クか ら銀6.6バ ッ クま で の罰 金 を 受 納 す る。

・礼 部 内 の 他 の役 職 者 た ち は 銀5バ
ックか ら銀4.4バ ッ ク まで の罰 金 を 受 納 す

る。

144.オ ソ ・モへ の 「客 間 を 洗 う金」124}は全 部 で銀2ビ ア で あ る。

145.も し礼 部 に 属 す る村 の 住 民 が,イ ノ シ シ,シ カ,野 牛,ク マ,ト ラな どの獣 を

　 集 団 追 い込 み 猟 で 捕 らえ た ら,オ ン ・モ に ヒ レを 贈 り,ナ ン ・ラ ム ・ポ ソに は 肉

　 1切 れ を贈 らな くては な らな い。

146.バ ー ソ ムオ ンの 公務 や饗 宴 の時 の席 次125)に つ い て は,規 定 が 以 下 の よ うに全 て

　定 め て い る。

・オ ソ ・モ は ,オ ン ・ポ ソ と権 力 を 同 じ く し,席 次 も 同 じで あ る。 そ こで こ の

　2職 に就 い て い る者 は,先 に来 た 者 が 上 座,遅 れ て着 い た 者 が下 座 とな っ てか

まわ な い。

・オ ン ・セ ンは ,内 ム オ ンの フ ィア ・リーの 下 座 に座 す 。

・外 ムオ ソの 各 フ ィアは
,オ ン ・セ ソの 下座 に座 す 。

・各 ロ ー ソ ・タ オは
,4大 翁 とオ ソ ・モ の下 座 に座 す 。
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147.セ ン ・チ ャー とい う祭 礼(x駭ch�)126)の 時,ア ソ ・ニ ャー は礼 部 の 各役 職 者 に

　 刀,槍(1穃h6k),裾 に カ ム ・ケ プ127)の 柄 が つ い た赤 い長 衣,頭 に 被 る笠 を,古 く

　 か ら伝 わ る規定 に従 っ て分 け る。

148.セ ソ ・チ ャ ーの 時,ア ソ ・ニ ャー は慣 習 に従 い サ ー ・カ オ の人 た ち に 長 い 大 太

　 鼓(tong)を 作 る 道 具 を 与 え る。 これ は 「大 太 鼓 を 持 って ム オ ソに 入 る(au　 tong

　 kh穹　mu・Nang)」 儀 礼 に 用 い られ る。

149.テ ィム村(b穗Tim)で は,ク ン ・コ ソ(khun　 tong)が 村 長 を つ とめ,こ れ が タ ー

　 イ の 村 で い う ク ア ン ・バ ー ソ に あ た る。 リ ウ村(b穗Liu)で は,ク ソ ・シ ップ

　 (妨 瑚Xψ)が 村 長 を つ とめ,こ れ が ター イ の村 で い うク ア ソ ・パ ー ソに あ た る。 セ

　 ン ・チ ャー の祭 礼 時 に は,こ の2人 の ク ソが サ ー ・カ オの 人 た ちを 指 揮 して,慣 習

　 に従 っ て大 太 鼓1つ を 作 る。 大 太 鼓 が で きあ が る と,ま ず ク ソの家 に担 い で 上 が っ

　 て安 置 し,「 大 太 鼓 を持 って ム ナ ソに入 る」 儀 礼 の 規 定 の仕 事 を待 つ 。

150.テ ィム村 に い る ク ン ・コ ソは 田5サ オ の支 給 を 受 け,リ ウ村 に い る ク ン ・シ ッ

　 プは 田3サ オ の支 給 を受 け る。

　 　 この2人 の ク ソに対 してrア ソ ・ニ ャーは 村 長 の 役 割 と,祭 礼 の指 揮 の役 割 を 任

　 せ る。 ア ソ ・ニ ャー は,被 り笠,刀,槍 の 刃(mak　 h�),錦 の鉢 巻(mu�　 d珉)且28),

　 裾 に カ ム ・ケ プ の柄 が つ い た 赤 い 薄 絹 の長 衣,銅 鋸1対129),シ ソ・ミル1対,銅 の

　 盆,酒 杯130)そ の他 「大 太 鼓 を 持 っ て ム オ ソに 入 る」 儀 礼 遂 行 に必 要 な もの を 彼 ら

　 に 与sxる 。 ア ン ・ニ ャ ーは 必 要 な も の を 彼 らに 十 分 与 え,不 足 が あ っ て は な ら な

　 い[原注]。

[原注]「 大太鼓を持 ってムオ ンに入 る」;大 太鼓(tong)と は,長 さ2メ ー トル,直 径60セ ン

　 　チ くらい の太 鼓であ る。現在 の行政 区分で ソソラー省 トゥアソチ ャウ県 チエ ン ・ボン

　 　社(x磴hi駭g　 B6m)に 属す るテ ィム村 とリウ村 のカー一ンが この大太鼓 を作 ってア ン ・

　 　ニャーに捧 げたが,そ れ は 「大 太鼓を持 ってムナ ソに入 る」 とよば れ る儀礼の際に,

　 　かつ てのバー ンムオソの神霊 が現れ るか らである。 また,こ の儀礼 では,ム オソ ・ム

　 　オイ のア ン ・ニャーがかつ てターイが西北地方 に入 って きた時 の戦 勝の模様が再現的

　 　に演 出され る。「大太鼓 を持 ってムオ ソに入 る」儀礼 の後,よ うや くセ ソ ・チ ャーの大

　 　祭礼 が進 行す るが,そ の ときオ ン ・モ ・ムオ ソは雄 々 しく威厳 を称 えた調子 で 「父祖

　 　の征 戦物 語(功P罐X6・c)」 を唱歌す る。 この儀礼が終 わ ると,グ ー ・ハ ウす なわ ち

　 　 ロー ・レッ ト公(13世 紀)が まつ ってある祠 廟に大太 鼓を吊す。 日常 的習慣 としては,

　 　この大太鼓 は神物 なので,ア ソ ・ニ ャーか ら人 々に至 るまで誰 も打つ ことはな らない。

　 　この大太鼓を打つ のは,バ ーソムナ ソに次の よ うな こ とが起 こった場合 である。敵 が

　 　攻めて きて,す ぐに若者 たちを指揮 して武 装勢力を組織 して敵に対抗す る必要 があ る
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場 合。 大 火 が 出 て,ム オ ソ全 体 を 指 揮 す る必 要 が あ る場 合 。 ア ソ ・ニ ャ ーの 逝 去 を大

太 鼓 の音 で パ ー ン ム オ ソ の神 霊 に 報 じて,突 然 の服 喪 に 入 った り,バ ー ソ ム オ ンが大

祭 を 開催 す る と きに,大 太 鼓 で祝 賀 を 知 らせ た りす る。 こ う した こ との た め に,こ の

大 太 鼓 は コ ン ・ムオ ン(Gong〃 躍・{動g)と も よぽ れ,こ の 大 太 鼓 を 打 つ こ とを 「コ ソ ・

ムオ ソを 起 こす(磁 〃co躍g臓 ・δ}ηg)」とい う。

14章 　 ムオ ン内部 の領土 と森 と礼部 について(151～159条)

151.内 ム オ ソ す な わ ち ム オ ソ ・ム オ イ の チ エ ソ ・ リー と ム ナ ン ・ム オ イ の 各 外 ム オ

　 ソ に は ど こ に で も ム オ ン を 下 か ら支 え て い る 精 霊(Pht)が い て131),ど の ム オ ン に も

　 ミ ン ・バ ー ン ・ネ ソ ・ム オ ソ(mink　 b穗　 anen　mu・�g)132)が あ り,各 種 の 魚 を 蓄 え

　 た 泉133)と,欝 蒼 た る バ ー ソ ム オ ソ の 森134)を な す 。

152.水 域(d穗　 vnam)135)に は,「 ム オ ン の 淵(v勧g〃2μ ・伽g)」 あ る い は 「ム ナ ソ の 大

　 池(　 　　　　C　　　　　　　　　　　けnong　vang〃2π,09η9)」カミあ る 。 た と え ば,ム オ ソ ・ム オ イ に は 大 池(nong　 lu�g)

　 が あ り,シ ッ プ ホ ッ ク チ ャ ウ タ イ136)全 域 を 治 め た タ ・ガ ン(距1V8δ うの 公 の 時 代 に

　 開 塑 さ れ た も の で あ る。 こ こ に は,主 と な り君 臨 した137)カ ム ・ ロ ・ レ ッ ト公 を バ ー

　 ソ ム オ ソ の 霊(phi　 b穗　 phi　 mu・�ng)と し て ま つ っ て い る。 ま た そ の 池 の 縁 を ドソ

　 ・カ ン(don　 tang)と し て そ こ に 祠 廟 を 建 て,コ ン ・ム オ ソ13S)を 奉 納 し て 吊 す 。バ ー

　 ン ム オ ン に は っ とす る よ う な こ とや 慶 ぽ しい こ と が 起 こ っ た 場 合,空 い っ ぱ い に 響

写 真5　 ム オ ソ ・ムオ イ の 「ムオ ンの大 池 」(ソ ンラ ー省 トゥア ソチ ャ ウ県)
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写 真G　 ム オ ソ ・ム オイ の 「ボ ム ・ネ ソ ・ム オ ソ」(ソ ン ラー省 トウ ア ンチ ャ ウ県)

　 きわ た る よ う に 「コ ソ ・ム オ ン を 起 こ す 」。

153.ム オ ン ・ム オ イ の チ エ ソ ・ リ ー に は,ボ ム ・ネ ン ・ム オ ソ(pom　 n駭　 mu・ δ吻8

　 minh卿 〃・伽8)139)と い う名 の 山 が あ る 。 慣 習 に 従 っ て,こ の 山 の 麓 に は 「エ ン ・テ

　 ソ ・カ ム と い う柱 」iao>す な わ ち 「ム オ ン の 柱 」14Dを 立 て る 。 ま ず,ボ ム ・ダ ン ・ル

　 ナ ン(pom　 ctan　lu�g)も あ りrこ こ に は タ オ の 霊 を 持 つ 人,貴 族 の 親 族 の 遺 骨 の

　 灰 の 入 っ た 甕(　 　　　　ひ　　　　　　　　　　　ComπgO「πom　cam)142)を安 置 す る。

154.ム オ ソ ・ム オ イ に も ま た ボ ム ・カ ウ ・ ト ゥ ー{pom　 khau'の が あ り,こ こ に は

　 バ ー ソ ム オ ン の 貴 族 の ル ソ ・タ ー143)と な っ た ア ム ・ポ イ(Am　 pay)[原 注]が まつ ら

　 れ て い る 。

[原注コ アム ・ポ イは,11世 紀 の ラー ・バ ーの首 領で,ラ ン ・チ ュオ ン公が首領 として指揮

　　す る ターイ の軍 隊に抵抗 した。 ラ ン ・チ ュオ ン公は アム ・ポイを討つ ことあたわず,

　　 自ら入 り婿 した い と申 し出た。 アム ・ポイはそれを受け,酒 宴の席を設 けた ときに,

　　 ラソ ・チ ュオ ソ公 は妻 の父 とな ったア ム ・ポイを討 ち取 った。 この歴史事件 を伝え る

　　ために,ム オ ンの祭 礼のたびに,ト ゥア ソチ ャウの中心 の北にあ るボム ・カ ウ ・トゥ

　　で,ア ム ・ポイをまつ る祭礼を行 う。

155.ム ナ ン の 上 手 に は,ト ゥ ー ・セ ン(tux麩)と よ ぼ れ る 且翰 ド ソ ・ス ア ・チ エ ソ

　 の 森(dong　 x禔Ea　chi駭g)が あ り,広 大 な 禁 忌 の 森(d�g　 c穃)145)を な し,草 木 が 茂 っ

　 て 欝 蒼 と し て い る140。

156.ム オ ン の 下 手 に は,ト ゥ ー ・ポ ソ(tu　 pong)と よ ば れ る ドン ・ス ア ・チ エ ソ の
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　 森 が あ り,こ れ も広 大 な禁 忌 の森 を な し,草 木 が 茂 って欝 蒼 と して い る。

157.ム オ ンの 脇 に あ た る と こ ろに も147)ド ン ・チ エ ソ ・ケ オの 森(d�g　 chi駭g　k駮)

　 が あ る。この森 は ムオ ンの墓 地(h駮〃 卿 伽g)148)に あた り,こ れ も禁 忌 の森 を な し,

　 この 森 の 木 を伐 って は な ら な い。

158.ボ ム川 の 合 流 点 とム オ イ川 の 合流 点 は,禁 忌 の 水 域 で あ る。 こ こで は,ム オ ン

　 の 川 の主,す なわ ち 主 で あ る竜149)に 黒 水 牛 を供 犠 す る儀 礼 を行 うか らで あ る。 こ

　 の 水 辺 に も禁 忌 の森 が あ る。

159.土 の 区域(d穗ctin)150)J'YfL.も狩 場 の丘151)が あ り,そ こは 人hが 日頃 の糧 を 得 るた

　 め に 天 が 授 け た 土地 で,泉 が 木 々を潤 し,諸 霊152〕が 住 ん で い る。

15章 　 ムオ ンの祭礼 に関 する規定(160～169条)

160.

1)セ ン ・チ ャ ー

　 セ ソ ・チ ャ ーは チ ャ ウム オ ンの 中 で開 催 され る も っ と も大 きな祭 礼 で あ る。 この 祭

礼 は,ア ソ ・ニ ャー の153}家霊 を まつ る儀 礼(だ η 加 ・δ吻 を兼 ね て 開催 され る。ア ン ・

ニ ャ ーは チ ャ ウ ムナ ン内 の タ ー イ の人 々 に,各 家 で 儀 礼 を 行 うこ とで福 が授 か る こ と

を 知 らせ る。 セ ソ ・チ ャー を開 催 す る に は,タ ー イの 土 地 で 手 に 入 る ものだ け では 足

りない 。 そ こで ア ン ・ニ ャー は,礼 部 の役 職 者 で あ る モ,ゲ ー,チ ャー ンを ハ ノイ ま

で 遣 わ し,セ ン ・チ ャ ー に必 要 な も の を 買 い 求 め さ せ て,よ うや く足 りる。 セ ソ ・

チ ャ ーに 必 要 な もの は これ で足 りる が,オ ン ・モは 書物 に 昔 か ら伝 え られ て きた こ と

を した た め る。 そ の 中 に,モ の 呪文,各 主 占 卜154)の呪 文,服 占 い155)の 呪 文 な ど,全

て を 記 述 す る。

　 また,新 鮮 な 肉,熟 した実 を ア ソ ・ニ ャーが 拠 出 して,自 分 の ムオ ンの 中 に い る タ ー

イ の平 民,サ ー,メ オ,漢,キ ンに分 配 しつ くす 。 た と えば,水 牛,牛,ブ タ,ニ ワ

トリaア ヒル,犬156),果 実,酒,野 菜,魚 卵157),そ の 他 各 種 で あ る。 全部 で何 十 頭,

何 百 頭 に な って も構 わ な い。 天 秤 棒 で何 回分,何 キ ロ分 で あ ろ うと,分 配 を受 け た 者

は そ れ を 受 け,拒 ん で は な らな い。

　 準 備 万 端 に整 う と,ア ン ・ニ ャー は 各 クア ソ ・チ エ ソを遣 わ して,王158),各 官 吏,

他 のチ ャ ウムオ ソの ア ン ・ニ ャーや フ ィアを ム オ ソ ・ム オイ の 大 祭 礼 の慶 事 に招 待 す

る。

　 ム オ ン ・ムオ イ の 吉 時159)に の み 「大 太 鼓 を持 って ム オ ンに入 る 」儀 礼 は 開 催 で き
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る。 そ の15日 か ら21日 後 の 吉 時 に,セ ソ ・チ ャ ーを 開 催 で き る。 オ ン ・モが セ ン ・

チ ャ ーの 間 は ムオ ンの 中心 的 人 物 とな り,ム オ ンの 誰 もが ナ ン ・モを モ大 老(p璟o

lu�g)と よぱ な くて は な らな い。 モ 大老 は 祭 礼 の 各 手 順 を そ れ ぞ れ が 行 わ れ る前 後

に 書 き記 さな くて は な ら な い160)。そ の あ と}ア ン ・ニ ャ ーか ら下 は タ ー イ,サ ー,

メオ な どの平 民 に至 る まで の人 た ち に,こ の 大祭 に 関わ る役 割 を 振 り分 け る。 し きた

りに 従 って この大 祭 は進 行 し,3日3晩 に して よ うや く終 わ る。

2)ム オ ソの祭 礼(セ ソ ・ム オ ソ)

　 ム オ ンの 祭 礼 の 際 に は 以 下 の禽 獣 を 屠 殺 す る。 水 牛1頭161),馬1頭,ブ タ1頭,

犬1匹,ア ヒル1羽,ニ ワ ト リ32羽,野 菜 や 果 実,魚 卵,ビ ソ ロ ウ とキ ソマ,籐 の 網

イ ス,莚,竹 筒 の 水筒,ひ ょ うた ん の水 筒,酒,米aさ らに他 の各 種 の もので あ る。

　 この 祭 礼 は ア ン ・ニ ャー の家 の 「家 霊 の間 」162)で行 わ れ る。

3)セ ソ ・ケ ー ・コ ッ 。ム オ ン(κ ∂ηk駝h�　 mu,(ヲπg)

　 この 祭 礼 の 際 に は,水 牛1頭 且63),ブタ3頭,ニ ワ ト リ10羽,犬1匹 を 屠 殺 す る。

　 こ の 祭 礼 は,ト ゥ ー ・セ ソ の か た わ ら に あ る ト ゥ ー ・ス ア ・チ エ ン(tuW4.w・a

chi駭g)1α)で 行 われ る。 トゥー ・セ ソは ム オ ソ上 手 側 の 下寄 りに あ る。

4)セ ン ・ス ア ・チ エ ン(x麩xu?a　 chi駭g)

　 この 祭 礼 の 際 に は,黒 水 牛1頭,牛1頭,ブ タ3頭,ニ ワ トリ15羽,犬1匹 を 屠 殺

し,さ らに野 菜 や 果 実,魚 卵,ビ ン ロ ウ とキ ソマ,籐 の 網 イ ス,麺,竹 筒 の 水 筒,ひ ょ

うた ん の水 筒,酒,米,そ の他 各種 の ものを 供 え る。

　 こ の祭 礼 は,ム オ ソの 下 手側 の下 寄 りに あ る トゥー ・ポ ソ側165)で 行 わ れ る。

5)セ ン ・ソー ン ・コ ーイ ・フ ィ ー ・フオ ソ(κ2ηx6勉8肋6ち ρ痂 加ρδ襲η)1⑬

　 この祭 礼 の際 に は,黒 水 牛1頭,ブ タ2頭,ニ ワ ト リ15羽,犬1匹,ア ヒル1羽 を

屠 殺 し,セ ソ ・ス ア ・チ エ ソの場 合 と同様,他 の も の も十 分 に 供 え る。

　 ア ソ ・ニ ャー の家 の ベ ラ ン ダ(eh穗)亘67)側 の端 に小 屋 を建 て て,こ の祭 礼 を執 り行

う。

6)セ ン ・フ ソ ・バ ー ・ラ ソ ・デ ィー(x麩ph甁　 ha　lung　di)168)

　 この祭 礼 の際 に は,水 牛1頭tブ タ2頭,ニ ワ ト リ22羽,犬1匹,ア ヒル1羽 を屠

殺 し,上 記 の各 祭 礼 と同 様,他 の もの も十分 に供 え る。

　 ア ソ ・ニ ャー の家 の 客 間169)側 の端 に ホ ー ン(h�g)と よぽ れ る小 屋 を建 て て,こ の

祭 礼 を執 り行 う。

7)テ ー ・ダ ム ・ ドン(∫5面 溺46η)170)

　 この儀 礼 で は,水 牛2頭(黒 水 牛 と 白水牛)を 供 犠 す る。 黒 水 牛 の儀 礼 的 屠殺 は,
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ボ ム 川 の 合 流 地 点 で 行 い 鋤,白 水 牛 の 儀 礼 的 屠 殺 は,ボ ム ・ダ ソ ・ル オ ソ(pom　 d穗

lu�g)且72},ボ ム ・ ミ ン ・ム ナ ゾ73〕,貴 族 の ル ソ ・タ ー に あ た る ア ム ・ポ イ の ボ ム ・

カ ウ ・ ト ゥ ー(pom　 kh穹　 t�)の 山 且74}に対 して 行 う。

8)テ ー ・パ ッ ・ム オ イ(t駱稾mu�)

　 ド ソ ・ム オ イ の 森(p稘dn　 mu�)に 位 置 す る パ ッ ・ム ナ イ175)は ム オ ソ ・サ イ に 属

す る。 こ こは,グ ー ・ハ ウ ・カ ム ・ ロ ・ レ ッ ト公 が 自分 の 祖 霊 を ま つ っ て い る家 を 建

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 いま

てたところで,黒 タイの祖先の在すところである。 この儀礼の時には,黒 水牛を供犠

する。白水牛であってはならない。

161.セ ソ ・ヶ 一 ・コ ッ ・ム オ ソか らテ ー ・パ ッ ・ムオ イ まで の 儀 礼 や 祭 礼 の供 物 の

　 全 て は,ム オ ソ ・ム オ イ の4ソ ー ソ とチ エ ン ・デ ィー の平 民(サ ー と メ オ も含 む)

　 が 十分 に拠 出 しな くては な ら ない 。 拠 出 され る もの とは,水 牛,牛,ニ ワ トリ,ア

　 ヒル,犬,野 菜,魚 卵 に加 え,莫 産,莚,籐 の網 イ ス,竹 筒 の水 筒,ひ ょ うた ん の

水 筒,机,そ の 他各 種 の もの で あ る。

162.儀 礼 祭 礼 に関 す る慣 習 に 従 い,ア ソ ・ニ ャー の側 は 米 と酒 を 拠 出す る。

163.各 外 ムオ ソ と各mン の平 民 は,チ エ ソで執 り行 わ れ る儀 礼 祭 礼 の際 に,ア ソ ・

　 ニ ャ ーに な に か拠 出す る必 要 は な い。 な ぜ な ら,彼 らは 自分 た ち の ム オ ンで 開 催 さ

　 れ る儀 礼 祭 礼 の 際 に,拠 出 しな くては な らな い か らで あ る。

164.毎 年,オ ン ・モは 書 物 の ペ ー ジを繰 って,ど の 祭 礼 や 儀 礼 を行 うべ きか を 占 っ

　 て 探 す 。 しか る後 に よ うや く計 画 され 告 知 され る。

　 　 祭 礼 や 儀 礼 の 際 に は,4ソ ー ンの タ ー イ の平 民,お よび サ ーrメ オ の各 家 長 が,

　 慣 習 に 従 って い くら拠 出す べ きか,明 瞭 か つ 平 等 に 割 り当 て られ る。 不 足 が あ って

　 は な らない 。 また,各 役 職 者 もム オ ンの平 民 か ら私 利 を 貧 って は な らな い。

165.十 分 に納 め られ た銀 は,各 ナ ソ ・チ ャーが オ ン ・ホ ー ・ル オ ンに 上 納 す る。 オ

　 ン ・ホ ー ・ル ナ ンが ク ア ソ ・チ エ ソに上 納 してか ら,規 定 が 示 す とお り,水 牛 や 馬

　 や そ の他 の必 要 な もの を 十 分 に 買 い求 め る。

166.オ ン ・モ が吉 日吉 時 を選 ん では じめ て 儀 礼 や祭 礼 が執 り行 わ れ る。

167.祭 礼 や 儀 礼 へ の 供 物 は,終 了後,ナ ー ソ ・モ ッ ・ム オ ン,オ ソ ・モ,オ ソ ・ゲ ー,

　 オ ソ ・チ ャー ン,チ ャ ー ・フオ ソ ・ル オ ソ夫 人,チ ャー ・フオ ン ・ノ イ夫 人 が 来 て,

　 自分 た ち の も の にす る こ とが で き る。

168.各 役 職 者 は どの人 も,規 定 に従 って 牛 肉 と水 牛 の 肉 を拠 出 しな くては な らな い 。

　 儀 礼祭 礼 の 中心 人 物 であ る オ ソ ・モは 書物 を繰 って,そ れ に従 って 献 上 され た 品h
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　 を 分配 す る。 また,肉 の い くらか を ア ン ・ニ ャー の家 で の酒 宴 に用 い,人 々に 振 る

　舞 って 祭礼 を迎 え た こ とを 祝 賀 す る。

169.ま だ 他 に も執 行 す べ き祭 礼 は あ る。 しか し,た と>xぽ,天 の精 霊(phi　 pha),地

　 の精 霊(phi　 riin),貴 族 の祖 霊(1穗　 Ccam)176〕を まつ る祭 礼177)に つ い て は,こ こに は

　記 述 し な い。 な ぜ な らモ の 家 に保 管 して い る書 物 に す で に 記 され て い るか らで あ

　 る178)。も し忘 れ た 箇所 が あれ ぽ,参 照 す れ ぽ よい 。

16章 　祭礼 をめ ぐる各人,各 家 に関 する規定(170～172条)

170.各 人 も 各 家 と 同 様 で あ り,各 家 に も さ ま ざ ま な 祭 礼 や 儀 礼 の 実 施 が 必 要 と な る 。

　 し か し,モ で あ る こ の 私 は,慣 習 の 書 物 で あ る 本 書 中 で は,そ れ ら に つ い て 全 て は

　 述 べ な い 。 した が っ て,私 は,主 要 だ と 思 わ れ る も の に つ い て い くつ か 書 き 出 す に

　 留 め た い 。 パ イ ソ ・コ ア ソ(panh　 kho穗),タ ム ・ コ ア ソ(t穃　 kho穗)179},セ ソ ・コ

　 ア ン(x駭kho穗),フ ァイ ・ス ー ア(ph炸x禔Ea)180),水 牛 の ソ ー ソ ・ コ ー イ181),ブ タ

　 の ソ ー ン ・ コ ー イ,山 羊 の ソ ー ン ・ コ ー イ(Nxong　 kh�　 pang　 qu稱,　 pang　 mu,　 pang

わ吾)182),レ ソ ・ フ オ ソ(1鈩ρ 加 ・びη)183),嫉 妬 の ソ ー ソ ・ コ ー イ(Nxong　 kh�　 pang

　 homg)184},フ ァイ ・コ ー(ph炸肋6)185),ヶ 一 ・ コ ッ(k駝h穰)186},身 体 の ケ ー ・ コ ッ

(k駝h�　 k�)187,家 の ケ ー ・ コ ッ(k駝h�　 hu・伽)188),前 の ケ ー ・ コ ッ(k駝hdt

n�)'89}rネ ソ ・ ミ ン の 結 び(xu'1ρn駭t駭m瀟h)190),福 の 祭 礼(x�bun)191),ケ ー ・

写 真7　 パ イ ン ・コア ソを行 って い る と ころ(ラ イ チ ャ ウ省 トゥア ンザ オ県)
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写 真8　 モ ツ ・ニ ソ(ラ イ チ ャ ウ省 トゥア ソザ オ県)

　 コ ッ ・イ ー ・キ ー(k駝hdt　 i　khi)且92),セ ン ・ソイ(z麩　 x�)193),フ ン(ph甁)194),タ

　 ム(t穃),ニ ワ ト リの ポ イ,ア ヒノレの ポイ,イ ヌの ポ イ(p�c窕,p黎,mの195)や,頭

　 に 宿 って い る コア ン(kho穗}が 離 れ な い よ うに す る儀 礼,ミ ンを 敷 き ネ ンを 立 て

　 る儀 礼(履 肋 伽 ηδ碗 勧g),ネ ンを 吊 って い る上 部 を しっか りさせ る儀 礼(kho　 n�

　 　 4mun)置%),鉢が 割 れ な い よ うにす る儀 礼(thu�　 b穹　b穹　bci)な ど1劾 で あ る。 こ うし

　 た儀 礼 は,毎 年,あ るい は2,3年 に1度 執 り行 わ れ る。 タ ムや ポ イ,あ るい は 占

　 トの 類(du・ 卿gm�)198)は 何 度 行 っ て も構 わ な い。 どの よ うに進 行 し,い くつ の 占

　 トが 行 わ れ るか は儀 礼 次 第 で あ る。 こ うした 占 トを行 って こそ,幸 福,長 寿 長 生,

　 無 窮 の喜 び が もた らされ る の で あ る。

171.儀 礼 も また さ ま ざ まで あ る。 曰 く,ブ タ儀 礼(t駑u),水 牛 儀 礼(t駲u稱),犬 儀

　 礼(t駑a),ニ ワ トリ儀 礼(t馗窕),ア ヒル 儀 礼(t駱騁)な どの他,薬 で退 散 させ る

　 (ch�　da)も の もあ る。 これ ら の祭 祀 祭 礼 全 て に黒 タイ の 誰 もが 従 わ な くて は な ら

　 な い 。

172.病 気 の 際 に は,平 民,貴 族,役 職者 を 問わ ず,誰 もが 占 卜者199)を 頼 りとす る こ
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写 真9　 ズ オ ソ ・ス ー アを 行 って い る と ころ(ラ イ チ ャ ウ省 トゥア ソザ オ県)

とが で き る。 占 トに よ って どの精 霊 の なせ る わ ざな のか 明 らか に して は じめ て,

モ ッ ・ラー オ(m�l穉)や モ ッ ・ニ ン(m�　 nhinh)に 頼 む 。 そ れ で 無 理 な ら,モ に

祈 薦 や タム の た め に来 て も ら う。 タ ムや ポ イ の 際 に は,水 牛,ブ タ,犬,山 羊,ア

ヒル,ニ ワ ト リや そ の他 た くさ んの もの を拠 出 しな くて は な らな い。 こ う した 祈 疇

に 費 や され る額 に つ い て,規 定 は定 め て い な い。 主 た る魂 魂(ch穹　 4xu}a)を多 少 な

りと も 占 っ て も ら った後 に,喜 ぽ し く満 足 で き る祈 薦 を 祈 濤 師200)か ら授 か る こ と

が で き る。 モ ッや モ の側 は 祈 疇 の際 に,い く ら拠 出す べ きか 命 令 は しない 。 さ もな

け れ ば,呪 文 に は終 わ りが な く,病 床 に あ る人 に対 して霊 験 が な い[原注コ。

源注]こ の文書 か ら引 き出され る問題 につ いて ,ま だ砥究がバ ー ソやムオ ソの儀礼や祭 礼

　 　 にまで及 んでい るとはいえない。 ターイの信仰 や宗教に関わ る他 の儀 礼につ いても同

　 　 様 である。 これ らを今後 の課題 とした まま,こ こで この研究 の筆 を置 くことに寛恕 を

　 　 乞 いたい。

17章 　未記入部分 について(173条)

173.モ ・ムオ ンで あ る私 は,こ こに多 くの慣 習 を 記 した 。 しか しこ の書 物 の 中 に ま

　 だ記 述 して い な い こ ともた くさん あ る。 た とえ ば,ア ン ・ニ ャー,貴 族,役 職 者 の

　 婚 姻 に つ い て も,平 民 の婚 姻 と同 じく,記 して い な い。 また,葬 式 の 儀 礼 に 関 す る

慣 習 に つ い て も ま だ十 分 記 して い な い 。
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注
1)　 モ ・ムオ ンを含 む宗 教 的 職 能 者 の 分 類 に つ い て は,172条 訳 注 参 照 。

2)　 ム オ ソ ・ロは現 ギ ア ロを さす 。

3)kinを 「占 め る」 と訳 した。 しば しぼ 「食 べ る」 とい う意味 以 外 に,「 占領 す る,征 服 す る」

　 とい う意 味 で も用 い る。 こ こで は,開 拓 して 自分 の土 地 にす る とい う意 味 に 近 い 。

4)x�hを 「姓 」 と訳 した 。 シ ー ン(xinh)は 中 国 語 の 「姓 」 に 由来 す る。 姓 を 同 じ くす る 同

　 一 の 父系 出 自集 団 の こ とで あ る。

5)　 こ こで はcl穃を 「姓 」 と訳 した 。 一 般 に は,ダ ム(伽)は シ ー ソす な わ ち 「姓 」 と同義

　 で 用 い られ る。 しか し,厳 密 に は 異 な る。 ダ ム に つ い て 説 明 す る には,ヴ ァ ー(Vの とい う

　 概 念 に つ い て の説 明が 必 要 で あ る。

　 　 ヴ ァー とは,エ ゴの4代 前 の 祖(ρ 動)を 起 点 と して,3代 前(p穹)す な わ ち 祖 祖 父,2代

　 前(Auﾎす なわ ち祖 父,1代 前(p�)す な わ ち 父 とエ ゴの代 の 同 リネ ー ジ の男 た ち 全 て,お よ

　 び エ ゴの4代 下 の 子孫(ldn)に 至 る同 リネ ージ の 男 た ち全 て を さす 。

　 　 ダム とは,ヴ ァー の 中 で 祖祖 父 を起 点 と して,祖 父 の代 か ら 自分 の代 ま で の 男 性 全 て の こ

　 とで あ る。

6)　 ム オ ソ ・タ イ ソ とは現 デ ィエ ソ ピエ ンで あ る 。

7)　 ロー ・カム ・レ ップ も し くは ロー ・カ ム ・レッ トの ど ち ら で も い いがrレ ップ(Lep)に は

　 　 「なす りつ け る」 とい う意 味 が あ り,あ ま りきれ い な こ とば で は な いの で,ロ ー ・カ ム ・レ ッ

　 トの 呼称 が しぼ しば好 まれ る。

8)　 グー ・ハ ウは,黒 タイ 語 で 「コ ブ ラ」 の こ とで あ る。 こ こで は特 に,水 の精 で あ る大 蛇 を

　 さす。

9)Pua　 Keo　 ha,　pua　 L穉　 h稍の 訳 語 。 こ こに は,キ ソの王 を上 に いた だ き,ラ オ の 王 とは 同

　 等 で あ る とい うニ ュア ンスが 伺 え る。

10)チ エ ソ とは,ア ン ・ニ ャー,す な わ ち チ ャ ウム オ ソの 首 領 が 住 む チ ャ ウ ムオ ンの 政 治経 済

　 的 中心 の村 の こ とで あ る。 チエ ソは 城 壁 を 持 ち,そ の城 壁 の こ とを ヴ ィエ ソ(vi駭g)と よぶ 。

11)正 し くは 「宣 尉(tuy麩　 ny)」 で あ ろ う と思わ れ る。 キ ソ語 音uyenを 黒 タ イ文 字 でi麩と

　 表 記 した の が,ベ トナ ム語 訳 に も反 映 して しま って い る と筆 者 は 考 え て い る。ryに つ い て も

　 正 し くは�で あ るが,同 様 の理 由に 基 づ く と思 わ れ る。 「都 尉 」 につ い て も ク オ ック ・グー

　 表 記 で はd�yと 表 記 す るべ きで あ る。

12)べ トナ ム語 訳 と一 致 して い な い 。 ベ トナ ム語 訳 は 「太 子 少 保(th誘i　t丘thi駈bao)」 とな っ

　 て い る。

13)「 村 」 はb穗の 訳語 と して用 い て い る。

14)稱nh,　 lim,　 Nsen,　t穹の4種 の木 を さす 。 良 質 な硬 木 で,築 材 と して好 まれ る。

15)バ ー ソ ムオ ンに つ い て は15条 を 参 照 。

16)　 ムオ ソ ・ラー は 現 ソ ソラ ー(SαnLa)に あ た る。

17)バ ー ソ ムオ ソ(6穗胤 ・δ}"g)に は 以 下 の2つ の意 味 が あ る。(1)パ ー ンす な わ ち 「村 」 や

　 ムオ ソす な わ ち 「ク ニ」 を 形成 す る タ ーイ の 政 治社 会組 織 。(2)タ ーイ が パ ー ソや ムオ ンを

　 形 成 して い た 国 民 国家 以前 の時 代 。 ベ トナ ム西 北 地方 で は1954年 以前 を さす 。

18)　 ク ア ソ ・バ ー ンに つ い て は67条 参 照 。

19)チ ャ ウ ムオ ン(ψ 磯 珊〃・δうηg)は,内 ムオ ソ(mu・ δ1κgcμδπg初 徽 勘8)と 外 ム オ ン(〃 拠 δ肋g

　 π6κ〃躍・δレηg)と よば れ る ムオ ソ フ ィア(〃 躍・δ}πgρ伽)か ら形 成 され る。 チ ャ ウ ム オ ンの 首 領

　 が,ア ソ ニ ャー ま た は チ ャ ウ ・ム オ ソ(ch穹　 mu・伽8)と よぼ れ,ム オ ソ フ ィア の首 領 が フ ィ

　 ア ・ムオ ン(助 施 海〃伽8)と よぽ れ る。 な お,各 チ ャ ウ ムオ ンを統 括 す る チ ャウ ム オ ンが 大

　 ムオ ン 伽 π・δ}ηg'π6η8)と よぼ れ,大 ム オ ソの首 領 が プ ーチ ャ ウ(p�h穹)と よば れ る。

20)甲(giap)は,キ ンの村 落 内 にあ る単 位 で あ るが,こ こで は村(b穗)と 同義 で 用 い られ て い

　 る。

21)H照 吻μゆ ηgc4',　tai〃tu・伽g'納 の訳 。 ム オ ソ ・ムオ イ とい うチ ャ ウム オ ン の地 理 的 特 徴

　 を 示 す 諺 で あ る 。

22)　 ムオ ソ ・クア イ は現 トゥア ソザ オ。

23)す な わ ちベ トナ ム朝 廷 の こ と。

24)　 ムナ ン ・チ エ ンは現 クイ ンニ ャイで あ る。

25)　 ムオ ソ ・ラー は 現 ソ ン ラー,ム オ ン ・ム ア ッは 現 マ イ ソ ン。
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26)　 トゥア ソチ ャウ の場 合,チ ャウ ム オ ソ全 体 を ム オ ソ ・ム オ イ と よぶ 他,チ ャウ ム オ ソ内 の

　 内 ム オ ンも ム オ ン ・ムオ イ と よぶ。

27)キ ンは フ ィア ・ トーを 「書 吏(th璉ai)」,フ ィア ・ トンを 「通吏(th�g　 lai)」 と よぶ。

28)10サ ナ(sao)=1マ ウ(m穹)で あ るが,キ ソの1マ ウ(畝)が,約300　 m2の 土 地 の面 積 に

　 あ た る の に対 してaタ ー イ の1マ ウは300担 ぎ の籾(h穡kh穹)で あ る。1担 ぎ の籾(lh穡

　 kh穹す なわ ち1h穡　 din　na7と は,天 秤棒 の両 端 にか け て運 ぶ 籠(bung)2つ 分 の籾 の量 で,

　 お よそ30kgす なわ ち3イ エ ン(Nyen)に あ た る。 これ は ター イ の単 位 では5イ エ ソ(y勧)'lr4

　 あた る。

29)　 タ ー イ の単 位 で は,1ト ソ(t�En)=10タ(ta}=100イ エ ソ(yin)=1,000コ ン(co・n)=10,000

　 ピア(bia)で あ る。 各重 量 単位 の 名称 は キ ン と タ ーイ で 同 じで あ るが,絶 対 重 量 は異 な る。

　 キ ンに お い て は1コ ソ(c穗)=1kgで あ るが,タ ー イ に お い て は6ビ ア が1kgに あ た るの で,

　 ター イ の1ピ ア=a.167kg,1コ ソ=L67　 kgで あ る。 同 様 に タ ーイ の1タ は167　 kgで あ る。

30)　 タ ー イ社 会 の 出 自 と社 会 階 層

　 　 (1)「 貴 族{tao)」 出 自 の人h:ア ソ ・ニ ャ ー,7イ ア,タ オ ・ロー ソな どの 役 職 に就 け る

　 　 　 ロ ・カ ム姓 の 人 々。

　 　 (2)「 平 民(P澪)」 出 自 の人 々;ロ ・カ ム姓 以 外 の 出 自集 団 に属 す る人 々。 以 下 の3つ に分

　 　 　 類 で き る。

　 　 　 　 ・自 由農 民(ρ δ峨y那2π の

　 　 　 　 ・半 隷 属 民:ニ ョ ック,ク オ ン

　 　 　 　 ・奴 隷(Xcon加 ・δ≒η):貴 族 な どの 家 で 家 内奉 仕 し,売 買 の対 象 とな る。

　 　 貴 族 出 自の者 た ち と,平 民 出 自の者 た ち に よ っ て構 成 され る長 老 会役 職 者 た ち を タ ー イ社

　 会 にお け る支 配 階 層 と考 え る こ とが で きる。

31)モ ソ ・ク メー ル 系,チ ベ ッ ト ・ビル マ系 な ど言 語 集 団に 属 す る タ ー イか らみ た 異 民 族 に対

　 す る呼 称 。

32)各 ソー ンの 役 職 者 の こ とで あ る。

33)　 こ こで はd麩mu・ 伽gと い う語 が 用 い られ てい る。 字 義 通 り訳 せ ば 「ムオ ンの 民 」 で あ る

　 が,正 確 には,田 の分 配 を 受 け,か つ 徴 税 を担 う男 性 を さす 範 疇 で あ り,女 性 と子 供 は含 ま

　 な い。

34)　 ク ア ン ・パ イ ックに つ い て は49条 参 照 。

35)　 tuc　 gna　pong　 taは 「全 員 が 揃 う」 と い う意 味 の 慣 用 句 。　tucは 「十 分 な」,　 9naは 「顔 」,

　 pongは 「揃 って い る こ と」,　taは 「目」 で あ る。

36)tin吻 脚かchiは 「詳 し く調査 す る」 とい う意 味 の成 句 で あ る。　tinは 「足 」,漉 は 「被 る 」,

　 m�,は 「手 」,chiは 「指 さす 」 で あ り,原 義 は 「手 足 の 隅hま で 探 す こ と」 で あ る。　hot　b6n

　 hot〃 は 「至 る所 」 を 意 味 す る成 句 で あ る。　hotは 「ま で」,　b�とtlは と もに 「場 所 」 の

　 意 味 で あ る。

37)lup　 l稱を 「放 免す る 」 と訳 した 。　lup　lc�の 原 義 は 「過 ぎ去 る 」 とい う意 味 で あ る。 た と

　 え ぽ,n穃　 l稱　lcii　lupは 「水 が 流 れ 去 る 」 とい う意 味 であ る。 また,(up　 l稱　cai　luoiは 「忘

　 れ て去 っ て しま うこ と」 で あ る。'塑 繊 に 似 た 単 語 に 加 繊 が あ るが,こ ち らは 「こす る,

　 な で る,こ す って 消 す 」 とい う意 味 で あ る。

38)tin　 c�は 「足 枷 」,鋤cδ は 「首 枷 」 の こ とで あ る。

39)b穗'伽 ・〃卿0ηg〃 躍・aは 「村や ム オ ソの至 る所 」 の 意 味 の 熟 語 で あ る。b穗は 「村 」,`伽 ・

　 は 「下 」,〃iu+穗gは 「ムオ ソ」,　nu+aは 「上 」 の 意味 で あ る。

40)酌 〃・かπg舶oηgは 「財 産 」 の 意 味 の 熟 語 で あ る。,ohcii　ng�+nは 「金 銭 」 の 意 味 の 熟語 で あ

　 る。kh穹　 n穃　 c穃　 kinは,　 kh穹が 「米 」,　n穃が 「水 」,　 Ccamが 「つ まむ 」,　kinが 「食 べ

　 る」 とい う意 味 で あ り,全 体 で 「食 物 」 を意 味 す る熟 語 であ る。

41)28条 参 照 。kh穹　 khoは 「倉 の 米 」,　kh穹　 chanと 同 義 で あ る 。

42)ta'・KTengと は 「秤 の 目」 の こ とで,　c砂 ηgρ'勧gと は 「ぴ った りと釣 り合 って い る こ と」

　 で あ る。

43)醒 μ・απg,p加',1稱,1�と は,黒 タ イ の潅 概 水 利 施 設 の 総 称 で あ る。　mu・σπgは 「用 水路 」,

　 phaiは 「ダ ム,堰 」,雌 は 「水車 な ど を築 くため の 小 さい 堰 」,1�は 「竹 製 の 水道 管類 」 で

　 あ る。

44)　 !au　mu　pu　phuk:'伽 は 「酒 」,　muは 「豚 」,　pu　phukは 「ご ざ,錘 」 の こ とで あ り,「 酒

　 宴 を開 催 す る」 義 の熟 語 で あ る。
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樫永　 「ムオ ソ ・ムナイの黒 タイ慣習法」 につ いて

45)〃 短 廊 〃短 加 は 「何 か用 が あ っ てや っ て くる」 とい う意 味 の熟 語 で あ る。

46)kh穹n穃c穃kinは 「あ らゆ る食 べ 物 」 とい う意 味 の熟 語 で あ る。

47)xi駭　 kin　l�稾:xi駭　 kinは 「各 種 食 料 」,1�crkは 「各 種 の もの 」の こ とで あ り,「経 済 」

　 の意 味 の 熟 語 で あ る。

48)n�g　 chan　kin漉1励 〃gは 「(服を)着 る」,　ch穗は 「美 しい 」,　kin読 は 「お い し く食 べ

　 る」 とい う意 味 で あ り,全 体 と して は 「す ば ら しい 衣 食 」 の 義 の熟 語 で あ る。 こ こ では,先

　 に 食 料 の こ とが 挙 げ て あ る の で,衣 装 とのみ 訳 した 。

49)「 礼 部 の仕 事 に も加 わ る 」 と訳 したが,原 文 では,納 伽 砲6πg層 πg漉 滋 〃 と記 され てい

　 る箇 所 と,kh穹　 x琪�g　 tir　x麩と 記 され て い る箇 所 が あ る。 ほ ぼ 同義 で あ る の で訳 文 では

　 区 別 しな か った 。

50)　 2者 と もオ ンで 始 ま る役職 名 な の で,こ うよぶ 。

51)　 こ こで は,嬢 が 「儀 礼 」 とい う意 味 で あ る0

52)　 こ こで はtao　 briu　ch穹　kho穗と い う成 句 が用 い られ て い る。 「首 長 の魂 の鋳 型 に は ま っ て

　 い る貴 族 」 の 意 味 で あ り,す な わ ち ア ソ ・ニ ャー を さす 。

53)h穗g　 tong　 h穗g　 tong:..tongは 「太 鼓 」,　tongは 「銅 鍵 」,　h穗gは 「担 ぐ」 とい う意 味 で

　 あ る。

54)　 こ こで はc穃ph�g　 m�'cira　ra　hinhと い うベ トナ ム語 の こ とわ ざが 黒 タイ文 字 で表 記 さ

　 れ てい る。

55)　 1,000フ ォソ(ph�)=100バ ッ ク(b稍)=10ピ ア{bia}_1ポ ソ(p�g)で あ り,6ピ ア=1kg

　 に相 当 す る。 つ ま り,1ビ ア=0.167kg,1ポ ソ=1.67　 kgで あ る。

56)　 こ こ では,kh�gを 「法 」 と訳 した。

57)kh�g〃 卿 伽8　 b穹　 cho　tinh　eho　ta.,.部 分 の 訳。　tinh　taは,「 計 算 す る」とい う意 味 で あ る。

58)　 オ ンや クア ソが 役 職 名 に つ く諸 役職 の こ と。

59)　 こ こ では,砂 が 「規 定 」 の意 味 で あ る。

60)　 th穗∂ μ・ごc雁 ・cg妙 勧 の 訳 語 。 疏伽 砂cは 「階 梯 」,酌 かcσ 妙 働 は 「職 権,役 職 」 の意

　 味 で あ る。

61)hu・ δ加'u�gと は 「貴 族 の 家 」を 意 味 す る が,こ こで は主 に ア ソ ・ニ ャ ー の家 の こ とで あ る 。

62)co　 ngiuの 木 の 花 が5月 に 咲 き,7,8月 に 綿 を摘 む 。 南 ベ トナ ムに は 多数 生 え る。

63)　 官職 の交 代 を意 味 す る成 句 で あ る。

64)慣 例 と して以 下 の よ うに よぶ 。

　 　 　 luk穗　 lan　nh�(ア ソ ・ニ ャー の子 弟)

　 　 　 luk　tao　lan　phia(貴 族 の子 弟)

　 　 　 luk　Hong　pong�g(長 老 会 の役 職 者 の 子 弟)

　 　 　 lukd麩n�p炸(平 民 の 子 弟)

65)　 オ ソ ・ボ ー ・カ ン とオ ソ ・クア ソ ・ス ーは 同 じで あ る(38条 参 照)。

66)チ ュナ ソ@"伽g)に つ い て は,70条 原 注 参 照 。

67)婚 姻 な ど に よ って 平 民 か ら貴 族 の 姓 へ と変 お る こ と を,男 性 の 場 合 は 「姓 を 被 る(cup

　 /1)」,女 性 の場 合 は 「姓 に 入 る(kh穹滋 励 」 とい う。 また 「姓 を被 った 」 場 合,そ の父 親

　 が 亡 くな った 後 「家 霊 の 間 」 を壊 し,そ れ まで の 出 自 を断 ち切 る 。 そ れ を 「(家霊 の)間 を

　 斬 って 姓 を被 る(砂d伽p樋 η痴 ηgあ るい は 妙 撚 斑 乃あη層 πg)」 とい う。

　 　 ち な み に デ オ ・ヴ ァ ン ・チ(Pεoy動Chi)[183(F-19d8]の 祖 父 は 広 東 の 漢 族(姓 は 陳

　 　 [Xin],ベ トナ ム式 に はTr穗)か ら,タ ーイ の 貴族 に な った 者 で あ る とされ る。

68)　 ト ゥア ソ チ ャ ウの 僅 諺 で は,「 ル オ ン姓 は モ に な り,ロ 姓 は タナ に な る(xinh　 Lμ・伽g　 d黎

　 mo,　xinh　L�4i　r　tao)」 とい う0

69)　 バ ッ クに つ い て は,61条 の訳 注 参 照 。

70)つ ま り,事 件 の 大 き さに よ って,訴 訟 を始 め るの に 必 要 な 金額 が 異 な る の で あ る。

71)つ ま り,91条 の 前2者 の レベ ル に必 要 な もの全 て で あ る。 す な わ ち,ニ ワ ト リ1羽 に酒 瓶2

　 本 に ア ヒル1羽 に 銀5バ ッ クで あ る。

72)黒 タ イ の家 屋 の 構 造 は,以 下 の よ うT/rt図式 化 で き る。 以 下 の図 は,1970年 頃 に 建 築 され た

　 　 トゥア ンザ オ 県 に お け る家 屋 の一 例 で あ るが,20世 紀 初 頭 の家 屋 と ま った く同 じ構 造 では な

　 い 。 また,貴 族 の家 屋 と平 民 の家 屋 とい う違 い もあ る。 しか し,家 屋 内 の基 本 的 な空 間 認 識

　 のあ り方 は 共 通 して い る。

　 　 水 田が 開 け た 盆 地 縁 の 山麓 に沿 って 建 て られ る黒 タ イ の家 の内 部 が,中 央 を 境 界 に して 川

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 437
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側(tr�g　t穹・)と山側(t穗g　nu=a),「 家霊の間」側(ク ワソ:　 Pquan)と炊事洗濯のベ ラソダ側

(チャソ=chan)と い う2方 向か ら区分 され る。 これ らの対立が意味 を持つ のは,社 会生活

の中で,川 側 と山側 の対立 が 「夜 の領域」 と 「昼 間の領域」 とい う空間認識,「 家霊 の間」

側 と炊事洗濯 のベ ラソダ側 の対立が 「公的領域」 と 「私的領域」,あ るいは 「男性 の領域」

と 「女性 の領域」 とい う空間認識 と結びついているか らである[樫 永2000a=20-21]。

　 クワンとは家屋 の中で 「家霊の間」がある側半分 で,客 をもてなす側の空間であ る。

ω 囲炉裏

←f)「家霊 の間」

(1)xau　hongと 呼 ばれ る柱

(2)xau　hekに あたる柱

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 [山側]　 tdng　nua

73)　 91条 参 照。

74)　 3ホ(ho)と は,ア ー イ ・ノ ソ(P.ar　nong),ル ン ・タ ー(1甁g　 tの,ニ ソ ・サ オ(nh�h　 xao)に

　 当 た る 親 族全 て で あ る。97条 原 注 参 照 。

75)各 ソ ー ンの4首 領 の こ と。 す な わ ち,ナ ン ・パ ン,オ ン ・ボ ン,オ ン ・ボ ー ・ル オ ソ,オ

　 ソ ・ポ ソ ・カ ソを さす 。

76)ρ δ艇o吻 餉 如 の訳 語 。cu�g　 nh�と い われ る半 隷 属 民 を除 く農 民 を さす 。

77)n禀穡b駝は 「負 担 田 」 と訳 した 。 平 民 が 耕 作 し,そ こか ら 一定 産 量 の 米 を 貴 族 に納 入

　 す る こ とが義 務 づ け られ て い る。

78)p�ap　 m鐫駝の 訳 語 。 クオ ソや ニ ョ ッ クとい わ れ る半隷 属 民 を 除 く自 由農 民 を さす 。

79)chauを 「一 定 時 間 」 と訳 した 。 この語 の意 味 は,キ ン語 のbu$iに 相 当 し,午 前 中,午 後

　 な ど とい った レベ ル の 時 間 単位 で あ る。 な お カ ム ・チ ョンの キ ソ語 訳 に は 「午 前 中 」 とあ る

　 が,意 訳 で あ る。

80)　 タナ に は,タ オ ・ロ ー ソ,タ ナ ・クエ ソな ど,役 職 名 に 「タオ」 が つ く役 職 者 を さす 語 法

　 と,貴 族 姓 の者 を 包 括 的 に 示 す 語 法 が あ る。 本稿 で は 前 者 の意 味 の 語 法 の場 合 「タオ」 と訳

　 し,後 者 の意 味 の場 合 は 「貴 族 」 と訳 して い る。

81)pd　 hdy　m鈩竄ﾌ 訳 語 。 クオ ンや ニ ョ ック といわ れ る半 隷 属 民 も含 む 農 民 の 総 称 。

82)す な わ ち村 祭 りで あ る。

83)　 「米 倉(d�)」 に は 「ア ソ ・ニ ャ ーの 米 倉(d�kh穹穗励 の 」 「ム オ ン レベ ル の 米 倉(dia

　 肋 伽h穗g　 mu・rnng)」 「村 の 米 倉(d�　 kh穹　 h穗g魔 η)」が あ る0平 民 の ムオ ンの 労働 に 関 す

　 る支 払 い な どは 「ムオ ン レベ ル の 米倉 」 か らな され る の で あ る。 ち な み に 「ソー ン レベ ル の

　 米 倉(d�kh穹　 hc�gx�g)」 と い うのは 存 在 し ない 。

84)　 か つ て は馬 を食 す る こ とは 禁 忌 で あ った の で,馬 は除 く。

85)　 こ こでh�h珉と い う語 を 狩 猟 と訳 したが,こ の語 は,森 の広 い範 囲 を柵 で 囲 ん で獲 物

　 を 追 い 込 む形 態 の集 団猟 を さ してい る。

86)ch穹　 t�の 訳 語 。 主 に 故 人 の 妻 を さす が,加 え て子 供 や 兄 弟 も含 まれ る。

87)ch穹　 n穃　 ch穹　din:「 土 地 の精 霊 」 の意 味 で あ る。 北 部 白 タイ語 で は,　t�iと い う。

88)kh麩　 ph窕:kh麩は 「運,兆 候 」 の こ とで あ る。 諺 に,「 日中 シ カが 村 に や っ て くる の は

　 火 難 の 相 あ り(T�h穗kh穹b穗cangv駭p麩kh麩ph窕)」 とい う。

89)t�dを 「ス ズ メ・ミチ 」 と訳 した が,　t�dは 木 の枝 に 巣 を 吊 す 種 類(t�d　 par　may)と,地

　 中 に 巣 を 作 る種 類(to　 td　khu〃2)に 分 け られ る。 こ こで 禁 じ られ て い る のは,木 の枝 に 巣 を

　 吊 す種 類 の ほ うで あ る とい う(2000年10月10日,カ ム ・チ ョ ンの教 示 に よ る)。

90)「 屠 殺 す れ ば 分 け 合 い,分 け る と きは き っ ち り と分 け る 。(kh稍ho　 p穗,　 cong　p穗　 h穹・
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　 ch駱.)」

91)chin　 xa　m稾x珣と は 字 義 通 り訳 す と 「新 鮮 な 肉 や 熟 した 実 」 の こ と。 しか し こ こで は文

　 脈 上,獲 物 の 肉 の こ とで あ る。

92)n稱pc�の 訳語 に 「し とめ た人 」 を あて た が,　n稱と は 「達 人 」 の意 味 で あ りr　n�pcinと

　 は 「狩 猟 の 達 人 」 とい う意 味 で しば しぽ 用 い る。

93)獣 を しとめ た 時 に 地 面 に 横 た え た 方 の 後 ろ 脚 を 主 人 に贈 るの は,ク オ ソや ニ ョ ッ ク,お よ

　 び そ の 土 地 は そ の 土 地 の 主 の もの で あ るか らだ と,カ ム ・チ ョンは 述べ て い る(2000年10月

　 12日,カ ム ・チ ョンの教 示 に よる)。

94)tih炸　 thang　n竄ﾌ 訳 語 。　tr　thang　hdy　n竄ﾆ もい う。　tf　thangは 「開 墾 す る」 の意 味,　nay　na

　 は 「畑 と 田」 の 意 味 で あ る。

95)4身 〃瑠o・ηgφ6rρ 加'の 訳 語 。　mu・o+ngは 「水 路 」,　phaiは 「堰 」 の 意 味 で あ る。 つ ま り,

　 潅 概用 水路 を作 る こ とで あ る。

96)b穗khu�gを 「村 」 と訳 した 。1954年 以 前,タ ー イ の 各 村 に は クオ ン(khu�g)と よば

　 れ る遊 興 台 が あ っ た。 そ こ で 「村 」 の こ とをb穗khu�gと もい う。 夜 な ど空 い た 時 間 に若

　 者 が こ こに集 ま り,女 子 は 紡 ぎや 刺 繍 を した り,青 年 た ちは 楽 器 を 鳴 ら した りして語 らった 。

97)x稾hao(サ ー ・カ オ)と は 「白 いサ ー(族)」 とい う意 味 であ る。 現 在 で は ラ ーハ ー(La

　 Ha)や カ ー ン(Kh6ng)と して 分 類 され て い る各民 族 を さす 。 サ ーの 中 で は肌 の 色 が 白 い の で

　 こ うよぼれ た。 これ に対 して 　 PPxa　cau(サ ー ・カ ウ)す な わ ち 「髭 を 結 うサ ー」 と よぼ れ る サ ー

　 もい る。 サ ー ・カ ウにつ い て は117条 参 照。

98)　 90xa　cau(サ ー ・カ ウ)と は 「髭 を 結 うサ ー」 と い う意 味 で あ る。 女 の子 は10歳 くら い に な

　 る と髭 を 高 く結 う(t穗gc穹)の で タ ーイ に こ う よば れ た 。 タ ーイ の 場 合,髭 を 高 く結 うのは

　 女 性 が結 婚 して か らで あ る。 一 方,サ ー ・カ ウの男 性 は,タ ー イ と 同様,紙 を 束 ね て垂 ら し

　 た り(khdt　ph�),頭 に巻 き付 け た り して い た 。

99)メ オ(ph璟eo)は 中 国 で い う苗 族 。 現 在 ベ トナ ムで の公 式 名称 は モ ン(Hm6ng)で あ る。

100)pi　 tong　nh�g　 c烽ﾌ 訳 語 。　Fiは 「バ ナ ナ の 花」,　tongは 「バ ナ ナ の葉 」 で あ る。

101)ph稍　 kheo　 n駮　p竄ﾌ 訳 語 。　ph稍　 kheoは 「青 野菜 」,　n麸は 「種 類 」,、ρゴ は 「山 」 で あ る 。

102)n6　 n穗g　 khoang　 mayの 訳語 。　nd　n穗gは あ る タ ケ ノ コの こ と。　khoang　 mgyは 「横 切 っ

　 て い る木 」 の こ と であ る。

103)p��m馼穉の 訳 語 。

104)p麩d麩p麩p炸の 訳語 。

105)こ こ では バ ー ソ ム オ ン(わ伽 〃砂 伽g)を 「長 老 会(th穹　 k馼ung〃7μ,δ ≒πg)」 の意 味 に解 して

　 訳 した 。

106)こ こ で は,子 の 出産,婚 姻 が 果 実 の ア ナ ロ ジ ー で 語 られ て い る 。 す な わ ち 「熟 した

　 (測⑳ 」 が 母 親 に な る こ と の形 容 で あ る とす れ ぽ,「 熟 れ 始 め る前 に 実 る(xtfc　 c6n　h穃)」 と

　 は,婚 姻 に よ って 母 親 に な る こ とが社 会 的 に承 認 され る以 前 に 出産 す る こ とを意 味 して い る。

　 h穃と は 半 熟 の 意 味 で あ る。

107)70条 参 照 。

108)こ こで の バ ー ン ムオ ソ も特 に 「長 老 会 」の こ とを さす 。な お,長 老会 の 中 では オ ソ ・チ ャ ー ・

　 フ オ ン(6〃gc舷 肋 ・δ吻 が 主 に 経理 を担 当す る。

109)in　 chuを 「不 倫 」 と訳 した。　PNIfLは広 く 「遊 ぶ」 こ とを意 味 し,　chuは 「妻 や 夫 以 外 で 愛 し

　 合 って い る人 」 を さす 。

110)nh�h　 hai　ch�　khu�と い う熟 語 の 訳 。 「性 交」 を意 味 して い る。

111)ナ ソ ・クア ン(ong　 quan)と は,オ ン(Aong)や ク ア ソ(quan)と い うこ とば が 最 初 に つ く役

　 職 名 の こ とで,長 老 会 の役 職 名 に は 全 て オ ソや クア ンが つ くの で,す な わ ち 長老 会 の 役職 全

　 体 を さす こ とに な る。 全 て平 民 出 自 であ る。

112)p駭d麩p駭pdyの 訳 語 。

113)123条 と対 比 的 な 条 文 で あ る。 す な わ ち,貴 族 が 納 め た 罰 金 は長 老 会 を 通 じて 平 民 に還 元

　 され,逆 に平 民 が 収 め た罰 金 は貴 族 が 得 る こ とに な る。

114〕d瑢hu・o・'を 「花 婿 奉 仕 」 と訳 出 した。 ター イ は婚 姻 の際,男 女 双 方 の リー-iの 合意 が

　 得 られ る と,花 婿 に な る者 が 花 嫁 と な る者 の 家 に 住 み込 ん で,花 嫁 と な る女 性 の 家 族 を 助 け,

　 か つ 独 立 資 金 を 貯 蓄 した 。 そ の 期 間 は 平 民 で8年,貴 族 は12年 に 及 ん だ。 そ の こ とを さ して

　 い る。

115)ta　 n稱と は,　 a.Qr　m(ρ δta)す な わ ち 「妻 の父,あ るい は 母 方 の祖 父 」 と 動n稱(〃r�穩),
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　 す なわ ち 「妻 の母,あ るいは母方 の祖母」を さし,父 系単系出 自集 団を構成す るターイにあ っ

　 ては,妻 が婚姻前に所属 していた出 自集団を意味する。taηあ に対応す るのは ρ罐d烽ﾅ あ る。

Il6)c敏 向 ぬ ηg∫oηgρρはす なわち 「婚姻」 のこと。ω・面d∂ η8のみ でも 「婚姻」 の意味であ

　 るが,tongは 婚姻 の宴席で食べ物 を盛 る・ミナナの葉 のことであ る。

ll7)オ ソ ・プー ・チ ャウ ・カブ ・タソとは,ナ ン ・プー ・チ ャウ δηg」p珣h穹と しば しば よば

　 れ る。 アン ・ニャーの家譜な どを管理 し,ア ソ ・ニャーの死を確認 し,人hに 知 らせ る役 目

　 を持 った。

118)イ エ ンとい う重 量単位 につ いては,28条 訳注参照。

119)僅 諺 に曰 く,「服 役奉仕 したけれ ば水 牛を盗む といい。死 にた けれぽ他人の妻を寝取れ ば

　 いい(駱麩khdi　 l稍　qu稱,騁ai　in　mia　pu・か〃)」。

120)僅 諺 に曰 く,「服役奉仕 したけれ ば水牛 を盗む とい い。死 にたければ他人の妻 を寝取れ ば

　 いい(駱麩khdi　 l稍　qu�,騁ai　in〃zia　pu・穗)」。

12Dム オンの上手(hua　 mu・伽g)と は,チ エ ンを境に して盆 地内の川上 の区域の こと。一方,

　 ムオンの下手 価 胤〃伽8)と は,チ エ ンを境に して盆地 内の川下の区域 のこと。

122)ρ 層 励 伽・:政治的に最高位 の高官 をさす ことば。 ここでは 「高官」 と訳 した。

123)132条 参照。

124)94条 参照。

125)パ ーンムオソにおけ る席次は以下の通 りである。 右下は,カ ム ・チ ョンに よるマイ ソソに

　 おけ る席次の1事 例(1930年 代)で あ る。

[146条 による席次]　　　　　　　 「家霊の間」
・アン ・ニャー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[席次の具体例]

・ブイア ・り一 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　　〇 ユ　 　 　 　　 ユ　アン ・ニ ャー

∫霧 げ 一)　 　 　 ・25・ 　 1;齢 弓;一
・各外ムオンのフィア(4人)　 　　 　　 　　 03　 　 60　 　　 4　 オン ・セン

;籍.タ オ 　 　 04詫 購 三}{,か ボン
12�)ア ン ・ニャー1代 在任 中に1度 開催 され る大祭礼 であ り,タ ーイ以外 の民族 も参加 して1

　 ヵ月 も繰 り広げ られ る。その ときに,ラ ン ・チ ュオ ソ公がサーを撃破 した際 の模様 が劇的 に

　 演Lら れ る。

127)カ ム ・ケプ(khtim　 kh駱)と は,染 色 した三角形 の布 きれ をパ ッチ ワーク した布 であ る。

　 下図の ような形 になる。 -
128)mu�d�は 「錦の鉢 巻」 と訳 したが,そ の実態 は不 明である。 なにか しら装飾 を凝 ら し

　 た赤い綾織 りの布 ら しい。「父祖の征戦物 語(T窕.P𠘑dｺc)」 とい うターイの伝 承文学 に しば

　 しば登場す る らしい。

129)真 ん中が突 き出た形 のオスの銅鍵 と,全 体 が平 らなメスの銅鍵で対にな ってい る。

130)「 被 り笠,刀,槍,錦 の鉢巻,裾 に カム ・ケプの柄 がついた赤 い絹 の長衣 」は戦争の道具

　 である。一方,銅 鐸1対,シ ソパル1対,銅 の盆,酒 杯な どは,慶 事の饗宴 道具である。ター

　 イ との太 古の戦争 と協約の模様が儀礼的に演 じられ るのであ る。

131>タ ーイの生活基盤で ある盆地は精 霊に よって支 えられ てい るとい う観念を ターイは持つ。

132)ミ ソ(〃伽 幻 や ネソ(n�)と は,タ ーイの コスモ ロジーと関わ る重要な観念 であ る。人間

　 と,人 間が住 む世界 を下か ら支 えているのが ミン,垂 直方 向に支えて いるのが ネンであ ると

　 す る。僅諺 に曰 く,「 ミンは配 し,ネ ソは立 てる(mink　 lan駭　 t甁g)」。 また,ネ ン ・ムオン

　 (n駭溜 〃かη8)と は,人 を支 える超 自然 的 な もの と,タ ーイの コス モ ロジーで説明 され る

　 [Cram　v祓han　 1995:414]O

l33)ム オ ンの中心に位置す る大池(nong　 lu�g,ηoηg〃鋤 δ}ηg)であ り,こ こに黒 タイの母 であ

　 る竜(t�u�g)が 住む とされる。 ムオ ンの祭礼の際には,こ こで黒水牛 を供犠す る。 ここで

　 は,女 性が水浴 びす ると足 を引 き込 まれ ると信 じられ ていた。特に ここの コイを漁 ることは

　 禁忌 であ った。
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134)ム オ ソの中心 に位 置す る丘,ボ ム ・ミン ・ムオ ソ(po〃1〃tinh〃2μ・δう〃g)で あ り,こ こに 「ム

　 オ ンの柱」を立 て,ム オ ソの祭礼の際には,こ こで白水牛 を供犠 した。

135)ム オ ソをなす盆地 の中で川が緩流 し,潅 概 な どがめ ぐらされてい る区域を よぶ。

136)以 下が ターイの歴史の概要であ る。 ただ し,ほ とん どベ トナム側 の資料 のみ に依拠 した整

　 理である ことに十分留意 されたい。

13世 紀 頃:ラ ソ ・チ ュオ ンか ら12代 目の ロー ・レ ッ ト公 が 下 っ て ム オ ン ・ムオ イ を 占め,

　 ムオ ン ・ム オ イ の始 祖 とな る。

14-15世 紀:R-・ レ ッ ト公 の子 孫 タ ・ガ ン(Ta　 Ngtrn)が ム オ ソ ・ムオ イ の 力 を 伸 ば し,

　 西北 地 方 の タ ーイ を 統 一 。当時,ム オ ン ・ム オ イは 大 ム オ ン(mu・�g'μ δπg)と よば れ る。

15世 紀:タ ・ガ ンの 死 後,各 ム オ ソ分 立 闘 争 の 時 代 を 迎>x　 一 時 ム オ ソ ・サ ン(ル 血・δ}η8

　 Xang)す なわ ち モ クチ ャ ウの 首 長 サ ー ・カ ー ・サ ム(Xa　 Kh禮am}が 覇 権 を 握 る。

18世 紀:ム オ ソ ・ラ ー(Mu・�+ng　 L�)す な わ ち ソ ン ラー の カ ム ・ブ ソ ・フ ァイ ソ(C穃　 Bun

　 Phanh)を 中心 に,シ ップ ホ ッ クチ ャ ウ タ イ(Xip　 HS'e　Chau　 T窕)「16の チ ャウ ム オ ン連

　 合 」 とし て西 北 地 方 が 安 定 。

1834:李 朝,陳 長,黎 朝}院 朝 初 期 に 西 北 地 方 に設 置 し てい た 大 知 州 を 廃 止,明 命 帝 が タ ー

　 イ の チ ャ ウ ム オ ソを 興 化 省 に組 み 込 む 。

1858-1884:ラ イ チ ャ ウの 白タ イ首 長 家 デ オ(D壱o)一 族 が デ ィエ ソ ビエ ンま で勢 力 拡 大 。

1884:フ ラ ンス と中 国 の領 土 協 定(天 津 条 約)で16の チ ャ ウ ム オ ンの うち6つ を 中 国領 と

　 した た め,シ ップチ ャ ウタ イ(Xip　 Ghau　 T窕)「10の チ ャウ ム ナ ン連 合 」 とな った。

1896:10の チ ャ ウ ムオ ンの うち2つ が2分 裂 して12の チ ャ ウム オ ソに な り,シ ップ ソ ンチ ャ

　 ウ タイ(Xip　 Xong　 Chau　 Tc�)「12の チ ャ ウム オ ソ連 合 」 成 立 。

1908:シ ップ ソ ソチ ャ ウ タ イ の 中 で,ム オ ソ ・ム ア ッ(Mu・�g　 Muak)す な わ ち マ イ ソ ソ

　 の 首 長 カ ム ・ブ ソ ・オ ア イ(C伽Bπ π0の が 支 配 力 を 持 つ 。

193a-1933:カ ム ・プ ン ・オ ア イ の 息 子 カ ム ・ヴ ァ ン ・ズ ン(C&m晦 刀Dung)が 支 配 的 地

　 位 に 立 つ。

1945:ベ トナ ム 民 主共 和 国成 立,フ ラ ン ス撤 退 。 シ ッ プ ソ ンチ ャウ タ イ解 体 。

194Cr1954:仏 米 が 西 北 地 方 侵 略 。 西 北 地 方 に ベ トナ ム民 主 共 和 国 に 対 抗 す る た め 自治 区

　 　 「シ ップホ ッ クチ ャウ タ イ(Xtp　 H�　 Chau　 Tny)」 設 置 。

1954:デ ィエ ン ビエ ソ解 放 。

1955-1975:ベ トナ ム民 主 共 和 国 が 西 北 地 方 に 自治 区設 置 。

　 また,シ ップホ ッ クチ ャ ウ タイ を構 成 して い た の は 以下16の チ ャ ウム オ ン(・ 印)で あ る

[C穃v澑han　 1995;294-316;Ng�澆穃　 1999:325]。(下 線 を付 した チ ャ ウム オ ソが シ ッ

プ ソ ンチ ャ ウタ イ を構 成 して い た12ム オ ソ。)

・』鯉:現 ギ ア ロ(イ エ ンバ イ省)

・1瞼 伽977勘:1896年 に 髄(フ ォン トー)と 巫 翼・δ嘘Chi麩(ク イ ソ ニ ャイ)

　 に分 割 され る0現 在 は,フ ォ ソ トー(ラ イ チ ャ ウ省),ヴ ァ ンパ ソ(ラ オ カ イ 省)Tタ ソ

　 ウ ェ ン(ラ オ カ イ省),ク イ ソ ニ ャイ(ソ ソ ラー省)に 分 割 。

　。麺:フ ー イ エ ソ(ソ ンラ ー省)

　・迦 ・δ}ηπκαπ91モ クチ ャ ウ(ソ ソ ラ ー省)
・髄:イ エ ン チ ャ ウ(ソ ン ラ ー省)

・4血 ・δうη齢M繊 左:マ イ ソン(ソ ン ラ ー省)

・鯉:ソ ソ ラ ー(ソ ン ラ ー省)

・Mu・{物 £、M麗δ';ト ゥア ン チ ャ ウ(ソ ン ラ ー省)。 仏 領 期(1896)に ル加 δ…η2　pucii(ラ イチ ャ

　 ウ省 トゥ ア ンザ オ)が1チ ャ ウム オ ソ と して 独 立 。1955年 に は ソ ソ マ ーが ソ ンマ ー県 と

　 して 独 立 した 。
●Mu・δう刀£Thanh:デ ィエ ン ビエ ソ(ラ イチ ャ ウ省)

　・Mu+�+ng　L窕:ラ イ チ ャ ウ(ラ イ チ ャ ウ省)

　 以 上10チ ャ ウ ム オ ンに 加 え て,以 下6チ ャ ウ ム オ ソは,1884年4月27目 天 清 条 約 に よる 中

仏 間 の 領 土 画 定 で 中 国 雲南 省 側 に分 割 され た 。

　・ル伽(歩〃9Tung

　・ル伽・δη9・邸0α〃8

　・ル血・〔ラ〃9Ti駭g

　。Mu・δうηg　Ch駭g　 Khem

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 dd1
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　 　 ・Mu・�+ng　c伽 ρ

　 　 ・Mi〃・がπ9ルf'

137)カ ム ・ロ ・レ ッ ト公 の 異名 は コブ ラ(ng菶i の で あ るが,こ れ は水 の精 で あ り,か つ 黒 タ

　 イ の母 であ る と され る竜(t�u�g)と 同義 であ る。 ムオ ン ・ム ナ イ の大 池 に は 竜 が 住 む と さ

　 れ て い る。

138)150条 原 注 参 照 。

139)151条 参 照 。

140)16c命 伽camの 訳 語。　t鈩　c穃と は 「ム オ ソの 柱 」 を 立 て る土 地 の こ とで あ り,「 ムオ ソ

　 の柱 」 の先 ボ ツバ メ(wn,oc駭)と よば れ る。 つ ま り,16C吻t鈩　 c穃と は 「ム オ ンの柱 」 の こ

　 とで あ る。 なお,ツ バ メは黒 タイ の母 で あ る と され る。

　 　 !稍駭t鈩c穃は,「 ゆ っ く りと米 の 刈 り取 り,齢 を 重 ね,ク ニの 柱 の よ うに な り,私 に も

　 そ の恩 恵 に あず か らせ て 下 さい(σ δ'伽 漉 〃吻 諏 ・ηゐ{アηg'α'舶 伽 勧 ρ∫ρ勧 愉 吻'初C伽

　 力伽 ・肋 δ'〃ぬ 伽g励 ρ{》ηgπδ乞り」 と い う挨 拶 こ とぽ に も残 って い る。

141)12条 参照 。

142)直 訳 す る と,「 銀 の甕,金 の 甕 」 で あ る が,遺 骨 の灰 の入 った 甕 を含 意 す る 。

143)97条 参照 。

144)d�gは 「大 木 の 茂 る森 」,綴 ・αは 「上 着 」 の こ と で あ るが,特 に こ こで は ム オ ソの精 霊 が

　 宿 る上 着,チ エ ン とは 「ム ナ ンの 中心 地 」 の こ とです なわ ち ム オ ソを意 味す る。 つ ま り,ド

　 ン ・ス ア ・チ エ ソの森(d伽9X伽C加 勧g)と はrム オ ンの精 霊 が 宿 る森 とい う意 味 で あ る。

145)d�gは 「大 木 の 茂 る森 」,　 Xcamは 「禁 忌 」。 禁 断 の 森(d�g　 xcam)で は,狩 猟 木 材 の切

　 　り出 しが 禁 じ られ て い る。

146)成 句maypen　 kh�　 c�p駭　 nu�は,木 々 や 草木 が生 い茂 っ てい る様 子 を 人 間 の体 毛 や 髭

　 に た とえ た 表現 で あ る。

147)ド ソ ・チ エ ン ・ケオ の森(d�g　 chi駭g　k駮)のk駮は 「玉 」 とい う意 味 で あ る。

148)特 に ムオ ソの貴 族 を葬 る墓 地 の こ とで あ る。

149)原 文 はch穹　 ng珣h穹〃g脚 ・kで あ る。　ch穹は 「主 」,　ng福ﾍ 「蛇 」,〃g〃・ρ・ん は 「想 像 上

　 の蛇 」 を さす が,こ こで は黒 タ イ の母 で あ り,水 の精 で あ る竜(t�u�g)の こ とを さ して い

　 る と考 え られ る。

150)水 域(d穗n穰n)の 対 語 で あ る。152条 参照 。

151)狩 場 の 丘(由 πh珉)と は,h珉す なわ ち集 団 の 追 い 込 み猟 をす る森 で あ る。 こ こ の木hも

　 伐 って は な らな い 。

152)原 文 はphi　 kh騁　phi　khu�gで あ る。　phi　kh騁　phi　khu�gに は,人 間 に危 害 を加 え る さ ま

　 ざ ま霊 が 含 まれ る。

153)「 家 霊 を まつ る儀 礼(κ δη 伽 ・δ1幻」 は,ム ・フオ ソの 日(御 μ・加 δηg)と ム ・ハ ーイ の 日(mu・

　 h穩)す なわ ち5日 に1度 行 わ れ る。 西 北 地 方 の広 い地 域 に お い て,貴 族 の 父 系 親 族 集 団 に 属

　 す る人 々 は そ うで あ る。 一 方,平 民 は10日 に1度 家 内祭 祀 を行 う(pat　 t�g)。 平 民 の場 合,

　 どの親 族 集 団 が ど の 日に 行 うか 地域 に よっ て異 な る。

154)こ こ で は モ ー{m�)と 記 され て い る。 モ ーに は 主 に3種 あ る。 表 裏 で 占 うもの,木 の 棒 な

　 どを使 っ た も の,卵 に 米 粒 を か け る もの な どであ る。

155)ズ ナ ン ・ス ー ア(du・ ρ・ηg切 ・の の こ とで あ る。 しぽ しぼ 治療 儀 礼 に 用 い られ る。 呪 師 が 病

　 人 の衣 服 を丸 め て 片手 に 吊 る し,病 人 に宿 って い る精 霊 に 話 しか け なが ら,対 処 法 を 探 り当

　 て る の で あ る。

156)水 牛 は 黒 水 牛 と 白水 牛 で あ る,馬 は ア ム ・ポ イに 捧 げ る 。 ア ヒル は フ ィ ー ・パ ー イ(phi

　 p稱?と い う,出 産 で亡 くな った 女 性 が 変 化 した悪 い精 霊 に捧 げ る。 犬 は 森 の 精(ρ 履 ρの に捧

　 げ る。

157)pa　 bongと い う清 流魚 の卵 の こ と であ り,こ れ を 調 味料 と混 ぜ た 汁 に 肉 な どを つ け て食 べ

　 る と美 味 で あ る とされ る。

158)キ ソの王,ラ オ の王 の こ とで あ る。

159)〃 帯41v勘c膚 π の訳 語 。 脚 ・読v働 餉 伽 とは,巡 り合わ せ が い い 年 の,巡 り合 わせ が い

　 い 月 の,巡 り合 わ せが いい 日 の,巡 り合 わ せ が い い時 間 の こ とで あ る。

玉60)し か し,現 在 この種 の 書物 は1冊 も伝 わ っ て い な い と され る。 社 会 主 義 革 命 後 の焚 書 の難

　 を 免 れ え な か っ た か らか,そ の理 由は 明 瞭 で な い。

161)こ の場 合 は黒 水 牛 で あ る。

442



樫永　 「ムオン ・ムナイの黒 タイ慣習法」 について

162)h�g　 tayす な わ ちhdng　 h6ngは 「家 霊 の間 」 であ る。 貴 族 の 家 は 「家霊 の 間 」 が ふ た つ

　 に 仕 切 られ て い て,家 の隅 の側 の間 が チ ョン ・カム(ch�g　 c穃)と よぽ れ る。 チ ョン ・カム

　 は 平 民 の 家 に は な い。

163)こ の 場 合 は 白水 牛 で あ る。

164)155条 参 照 。

165)156条 参 照 。

166)層 〃x痂g肋 δ'助'加 か"と は,「 家霊 を迎 え もて なす 祭 礼 」の意 で あ る。特 に ア ン ・ニ ャー

　 の 家 霊 を迎 え もて なす 。

167)94条 参照 。

168)xε π助 吻 加1伽8読 とは,「 快 方 を 祈 願 す る祭礼 」 の意 で あ る。

169)94条 参照 。

170)だ 壷 〃766〃 とは,「 黒 白の儀 礼 」 す な わ ち黒 水 牛 と 白水 牛 を 供 犠 す る儀 礼 の こ とで あ る。

171)158条 参 照 。

172)ム オ ンの 中心 に位 置 す る 「ム オ ンの大 池(nong　 lu�g,　 Hong〃 躍・δ}πg)」の 傍 らに あ り,竜

　 が 宿 っ て い る とされ る。

173)151条 参 照 。

174)こ れ ら の 山は ム オ ン ・ム オ イ の盆 地 を 囲 む 山 の一 部 を もな す 。 各 チ ャ ウ ム オ ンの 盆 地 を取

　 　り囲む 山地 丘 陵 全 体 を,ム オ ン ・ル オ ン ・フ ァー ・バ ン(Mu・ 伽g　 1μ伽gρ 加 肋 πg)と い う。

　 pha　 b�ngは 「囲み の帳 」 の 意 で あ る。

175)パ ッ ・ム オ イ とは,ム オ ン ・ムオ イの 盆 地 を 形 成 して い る ム オイ 川 が ダ ー河 に 注 ぐ合流 点

　 の こ と であ る。

176)伽camを 「貴 族 の祖 霊 」 と訳 した が,正 確 には 以 下 の 通 りで あ る。1瀟　 acamと は,貴 族

　 の親 族 集 団 にお い て,エ ゴか ら5代 前 よ り遡 る父 系 直 系 の 祖 全 て を さす 。 ヴ ァー を形 成す る

　 4代 前 の 祖(ρ が〃)以 下 エ ゴ まで は 除 く。 ヴ ァー につ いて は3条 訳 注 を 参 照 。

177)こ れ らの 祭 礼 が どの よ うな も の であ った か,現 在 で は わ か らな い。

178)こ れ らの 書 物 は,今 日ま で伝 わ って い ない 。

179)パ イ ソ ・コ ア ン,タ ム ・コ ア ンは い ず れ も 「魂 を癒 す 」 儀 礼 で あ る。 内 容的 に は ほ ぼ 同 じ

　 で 呼 称 の違 い と考 え て よい 。 今 日で も しぽ しぼ み ら れ る。 コ ア ソ(kho穗)ま た は ク オ ン

　 (khu�)は 各 人 の 人 体 各 部 に つ い て い る魂 塊 を さ し,パ イ ン(panh)は 「治 す 」あ る い は 「癒

　 す 」 意 味 で あ る。 タ ム(tc�)は パ イ ン と と もに,タ ー イ の宗 教 的 行 為 の中 で 重要 な概 念 で,

　 　 「唱 え る」 こ とで あ る。

180)婚 姻 に よ って 女 性 の 集 団 帰 属 が,自 分 の両 親 が帰 属 す る 父 系 出 自集 団 か ら夫 の 父系 出 自集

　 団 側 へ の 移 行 を 完 了 させ る儀 礼 。 婚姻 して数 十年 た って か ら行わ れ る こ とが多 い。 ター イ の

　 間 で は,男 子 が 生 まれ た ら 「家 霊 の 間 」 の 梁 の上 に タ イ(taY)と い う呪 物 を,女 子 が 生 まれ

　 た ら ホ ー(ho}と い う呪 物 を 竹 で 作 っ て 吊す 習 慣 が あ る が,こ の 儀 礼 の 時 に 妻 の 両 親 の家 か

　 ら夫 と居 住 して い る家 に ホ ーを 持 って く る。 この儀 礼 の 時,ル ソ ・ター側 が ブ タ1頭 準 備 し

　 て 屠 殺 し,振 る舞 う。

　 ル ソ ・タ ー に つ い て は97条 原 注 参 照 。 また,フ ァイ ・ス ー ア の詳 しい 内 容 に つ い て は,Ng6
v澆穃[1999:794-803]参 照 。

181)ソ ー ン ・コー イ(x�g　 kh�)は 「迎 え授 か る」 の意 。

182)ど の よ うな儀 礼 か 不 明。

183)ど の よ うな儀 礼 か 不 明 。

184)ど の よ うな儀 礼 か 不 明 。

185)ど の よ うな儀 礼 か 不 明 。

186)ど の よ うな儀 礼 か 不 明 。

187)ど の よ うな儀 礼 か 不 明 。

188)ど の よ うな儀 礼 か 不 明 。

189)ど の よ うな儀 礼 か 不 明 。

190)ネ ソ,ミ ソの 概 念 に つ い て は,151条 参 照 。 この 儀 礼 も どの よ うな儀 礼 か 不 明。

191)ど の よ うな 儀 礼 か 不 明。

192)ど の よ うな 儀 礼 か 不 明。

193)ど の よ うな 儀 礼 か 不 明 。 カ ム ・チ ョソに よ る と,仏 教 の 影 響 が この儀 礼 の 名 称 に 垣 間 見 え

　 る。
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194)フ ン(ph甁)と タム(tt�)は ほ とんど同 じと考 えて よい。 ターイの宗教的行為の中で重要

　 な概念 で,「唱 える」 ことである。

195)p6'は,「 放つ,解 放す る」 とい う意味 である。

196)kho　 n�に つ いては,　Cram　v祓han[1995:414]参 照。

197)こ れ らの儀礼について も,ど の ような儀礼か不明。

198)160条1)」 竺ヱニカL二 の項 の訳 注参照。

199)宗 教的職能者は以下の よ うに分類 で きる。

　　 (1)pdm�m駑vと は,モ ッとモの ことである。 これ らの宗教的職 能老は祭礼(x麩)の 執

　　　行や薬で悪 い精霊を退散 させ る(chdt　da}技 能を持つ。特に,家 霊や コア ンなど,人 体に

　　　宿 った り,人 間が霊化 した精 霊に関す る儀礼 を執行す るのが モであ り,そ れ 以外の精霊

　　　に関す る儀礼 を執行す るのがモ ッであ る。 モ ッは,モ ッ・ラーオとモ ッ ・ニンに分かれ

　　　る。元来,祈 薦 の要素 しか なか った モ ッの役割 に,ラ オスか らの仏教的要素 が間接的 に

　　　加わ り,悪 い精霊 を退 治す る役割が加わ った。 その役割行為が サ ソス ク リッ ト語起源 の

　　　モ ン(m�)で あ り,マ イチ ャウではモ ッの ことをモ ソ(m�)と よぶ。モ ンとい う要素 が

　　　 ラオ起源 なので,モ ンを行 うモ ッを モ ッ ・ラーオ ともい う。 なお,女 性 で,し か もモ ソ

　　　を行わないモ ッのことを モ ッ ・ニソとよぶ。

　　　 ・モ{mo):ム ラに住 み,か つて世帯 ごとに行われた新 年を祝 う儀礼(滋 π触 ・伽,κ動 伽}

　　　　や,「 ムラ祭 り(x麩h穗)」 で祖先に祈蕎す る。

　　　 ・モ ・ムオソ(mo〃 卿 δ}ηg):かつて ムオンの首領に仕 え,首 領の魂 を守護 し 「ムオ ソ祭

　　　　 り(x麩mu・ δうπg)」を取 り仕切 る他,ム オ ンの宗教信仰活動 の中心的役割 を果 たす とと

　　　　 もに,ム オ ンの慣 習法を守 った。社会主 義化 以降 ターイの伝 統的政治組織が廃止 され

　　　　 ると同時に,モ ・ムオ ソも姿を消 した。

　　　 ・モ ッ ・ラーオ{m�lc�):治 療儀礼,魂 を癒す儀礼な どを行 う男性 の呪術師〉

　　　 ・モ ッ ・アー ・ニー(〃@4η りす なわ ちモ ッ ・ニン{m�nhinh):治 療儀礼,魂 を癒す儀

　　　　礼な どを行 う女性の呪術 師。

　　　 ・ナ ーン ・モ ッ ・ムオ ソ(n穗g　 m�〃1u・穗g):読 本,唱 歌 しなが ら祈薦 する女 性の呪術

　　　　師。現在は姿を消 した。

　　 (2)pa6㍑ ・ρηgm鑪�ﾆ は,ズ オ ソ ・スーアや各種占いを行 う祈藩 師のことであ る。ズオ

　　　 ン ・スーアの他,木 の棒 での数 占い,ク ア ッ ・サイ(cu・�+k　xdy)を 行 う。 クア ヅ ・サイ と

　　　 は,呪 文を吹 きかけた ニワ トリの卵 で患部 を直接なでて治療す る治療儀礼 である。

200)原 文 はpb　li麩g　m鑞i麩g,す なわち モッと同義である。
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